
（２）－２－４ 保安規定第85条 表 85-５「１次冷却系の減圧をするための設備」運転上の

制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

添付-３ 同等な機能を有する設備 

(1) 同等な機能を有することの説明 添付十追補・本文十号 

(2) 同等な機能を有することの説明 添付十（有効性評価） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」参

照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定
 
第

85
条
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

表
８
５
－
５
 １
次
冷
却
系
の
減
圧
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 ８
５
－
５
－
１
 
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
 
①
 

 (1
) 
運
転
上
の
制
限
  

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

窒
素
ボ
ン
ベ
、
可
搬
式
空
気
圧

縮
機
お
よ
び
可
搬
型
バ
ッ
テ
リ

を
使
用
し
た
加
圧
器
逃
が
し
弁

に
よ
る
１
次
冷
却
系
の
減
圧
系
 

(1
) 
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
ま
た
は
可
搬
式
空
気
圧
機
（
加
圧
器
逃
が

し
弁
作
動
用
）
を
使
用
し
た
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系
の
減
圧
系
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
 

(2
) 
可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
用
）
を
使
用
し
た
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
１

次
冷
却
系
の
減
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
 

８
本
※
１
（
１
号
炉
）
 

１
０
本
※
１
（
２
号
炉
）
 

可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
 

２
台
※
２
 

可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
用
）
 

１
個
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

※
３
 

可
搬
式
整
流
器
 

※
４
 

燃
料
油
貯
油
そ
う
 

※
５
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
用
給
油
ポ
ン
プ
 

※
５
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
５
 

※
１
：
１
号
炉
は
１
セ
ッ
ト
８
本
（
Ａ
系
統
２
本
、
Ｂ
系
統
６
本
）
、
ま
た
２
号
炉
は
１
セ
ッ
ト
１
０
本
（
Ａ
系
統
３
本
、
Ｂ
系
統

７
本
）
と
し
、
号
炉
毎
に
運
転
上
の
制
限
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
２
：
１
セ
ッ
ト
２
台
（
Ａ
系
統
１
台
、
Ｂ
系
統
１
台
）
。
 

※
３
：
「
８
５
－
１
５
－
１
 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定

め
る
。
 

※
４
：
「
８
５
－
１
５
－
５
 
可
搬
式
整
流
器
か
ら
の
給
電
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
５
：
「
８
５
－
１
５
－
７
 
燃
料
油
貯
油
そ
う
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
用
給
油
ポ
ン
プ
お
よ
び
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
に
よ
る
燃

料
補
給
設
備
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
六
条
 （
１
．
３
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）
 

 ②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
維
持
で
き
る
よ
う
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
(1
)窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し

弁
作
動
用
）
又
は
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
を
使
用
し
た
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系
の
減
圧

系
1
系
統
、
(2
) 
可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
用
）
を
使
用
し
た
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系
の
減
圧
系

1

系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。

 
 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
六
条
（
１
．
３
）
 

「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧
す
る
た
め
の
設
備
(手
順
等
)」
と
し
て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
高

圧
の
状
態
に
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
減
圧
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
あ
っ
て
も
、
炉
心
の
著

し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
［
本
項

は
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復
が
対
象
］
 

 

④
 窒
素
ボ
ン
ベ
、
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
及
び
可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
を
使
用
し
た
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系
の
減
圧
は
、
「
設

置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
有
効
性
評
価
で
整
理
し
た
各
シ
ー
ケ
ン
ス
（
炉
心
損
傷
ケ
ー
ス
）
に
お
い
て
本
表
の
機

能
を
期
待
す
る
た
め
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．

（
１
）
）
 

 ⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
 

 ⑥
 有
効
性
評
価
に
お
い
て
期
待
し
て
い
る
代
替
空
気
供
給
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
開
放
に
よ
る
１
次
冷
却
系
強
制
減
圧
の
使
命
時

間
が
事
象
発
生
後
約

3.
6
時
間
で
あ
る
の
に
対
し
、
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機

能
回
復
は

36
分
で
実
施
可
能
で
あ
る
こ
と
及
び
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の

機
能
回
復
は

27
分
で
実
施
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
は
同
等
の
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
た
め
、
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
又
は
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
の

い
ず
れ
か
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
が
運
転
上
の
制
限
と
な
る
。
（
添
付
－
３
）
 

こ
こ
で
、
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
に
つ
い
て
は
１
号
炉
：
8
本
（
Ａ
系
統

2
本
、
Ｂ
系
統

6
本
）
、
２
号

炉
：
10
本
（
Ａ
系
統
３
本
、
Ｂ
系
統
７
本
）
で
、
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
に
つ
い
て
は

2
台
（
Ａ
系
統

1
台
、
Ｂ
系
統

1
台
）
で
、

加
圧
器
逃
が
し
弁

2
台
(Ａ
、
Ｂ
)に
十
分
な
空
気
供
給
が
で
き
る
よ
う
設
計
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

そ
れ
ぞ
れ

8
本
（
Ａ
系
統

2
本
、
Ｂ
系
統

6
本
）
又
は

10
本
（
Ａ
系
統

3
本
、
Ｂ
系
統

7
本
）
、
2
台
（
Ａ
系
統

1
台
、
Ｂ
系
統

1
台
）
と
す
る
。
（
添
付
－
２
、
３
）
 

可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
用
）
に
つ
い
て
は

1
個
で
、
加
圧
器
逃
が
し
弁

2
台
(Ａ
、
Ｂ
)の

 動
作
時
間
を
考
慮
し

た
駆
動
容
量
を
備
え
る
よ
う
設
計
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を
１
個
と
す
る
。
（
添
付
－
２
、
３
）
 

上
記
の
設
備
は
全
て
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
が
、
可
搬
型
代
替
電
源
供
給
設
備
及
び
可
搬
型
注
水
設
備
で
な
い

た
め
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
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載
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説
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(2
) 
確
認
事
項
 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し

弁
作
動
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
ボ
ン
ベ
１
次
側
圧
力

に
よ
り
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
 

１
回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器

逃
が
し
弁
作
動
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
可
搬
式
空
気
圧
縮
機

が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
 

１
回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃

が
し
弁
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
バ
ッ
テ
リ
電
圧
に
よ

り
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
 

１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

  

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
、
可
搬
式
空

気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
及
び
可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
用
）
に
つ
い
て
は
、
「
保
安
規
定
変
更
に
係

る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き

3
ヶ
月
に

1
回
、
ボ
ン
ベ
圧
力
の

確
認
等
に
よ
り
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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記
載
内
容
の
説
明
 

(3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
お

よ
び
３
 

A.
 窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し

弁
作
動
用
）
お
よ
び
可
搬
式
空

気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁

作
動
用
）
を
使
用
し
た
加
圧
器

逃
が
し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系

の
減
圧
系
が
動
作
不
能
で
あ
る

場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を

起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
６
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
計
装
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
７
を
検
討
し
、
原

子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
計
装
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

  １
０
日
間
 

B.
 可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃

が
し
弁
用
)を
使
用
し
た
加
圧

器
逃
が
し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却

系
の
減
圧
系
が
動
作
不
能
で
あ

る
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を

起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
６
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
電
気
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能

を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
８
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
９
。
 

お
よ
び
 

B.
3 
電
気
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   ３
０
日
間
 

C.
 条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成
で
き
な
い
場

合
 

C.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
４
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ３
６
時
間
 

※
６
：
残
り
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
基
お
よ
び
非
常
用
直
流
電
源
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

※
７
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

※
８
：
可
搬
式
整
流
器
に
よ
る
電
源
系
を
い
う
。
 

※
９
：「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
及
び
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
を
使
用
し
た
加
圧
器
逃
が

し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系
の
減
圧
系
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件

と
し
て
設
定
す
る
。
具
体
的
に
は
、
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
と
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動

用
）
の
い
ず
れ
か
一
方
が
動
作
可
能
で
あ
れ
ば
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
方
が
機
能
喪
失
し
た
場
合
に
運
転

上
の
制
限
の
逸
脱
と
な
る
。
 

可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
用
)を
使
用
し
た
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系
の
減
圧
系
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備

で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）
、
（
３
）
）
 

A.
1 
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添

付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
 で
あ
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及

び
直
流
電
源
装
置
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
「
４
時
間
」
と
す
る
。
 

A.
2 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

AO
T
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
の
「
72
時
間
」
と
す
る
。
 

注
）
条
件
Ａ
で
は
、
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
及
び
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
の
両

方
が
機
能
喪
失
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
等
の
機
能
の
他
の
Ｓ
Ａ
設
備
は
な
い
。
 

A.
3 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の

AO
T
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
10
日
」
と
す
る
。
 

 B.
1 
A.
1
と
同
じ
。
 

B.
2 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
可
搬
式
整
流
器
に
よ
る

電
源
系
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

AO
T
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
の
「
72
時
間
」

と
す
る
。
 

B.
3 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

AO
T
上
限
で
あ
る
「
30
日
」
と
す
る
。
 

 

C.
1,
C.
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
 

 

補(2)-392



 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

添付-３ 同等な機能を有する設備 

(1) 同等な機能を有することの説明 添付十追補・本文十号 

(2) 同等な機能を有することの説明 添付十（有効性評価） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」参照 
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表 85－５ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

第
1.
3.
10
図
 
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復
 概
略
系
統
（
１
号
炉
）
 

補(2)-394



表 85－５ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

第
1.
3.
10
図
 
窒
素
ボ
ン
ベ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復
 概
略
系
統
（
２
号
炉
）
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表 85－５ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

第
1.
3.
12
図
 
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復
 概
略
系
統
（
１
号
炉
）
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表 85－５ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

第
1.
3.
12
図
 
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
作
動
用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復
 概
略
系
統
（
２
号
炉
）
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表 85－５ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

第
1.
3.
14
図
 
可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復
 概
略
系
統
（
１
号
炉
）
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表 85－５ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

第
1.
3.
14
図
 
可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁
用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復
 概
略
系
統
（
２
号
炉
）
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表 85－５ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

5.5 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

5.5.2.3 容量等 

（中略） 

窒素ボンベ（加圧器逃がし弁作動用）及び可搬式空気圧縮機（加圧器逃がし弁作

動用）は、供給先の加圧器逃がし弁が空気作動式であるため、重大事故等時に想定

される原子炉格納容器圧力と弁全開に必要な圧力の和を設定圧力とし、配管分の加

圧、弁作動回数及びリークしないことを考慮した容量に対して十分な容量を有した

窒素ボンベ8本（Ａ系統2本、Ｂ系統6本）、可搬式空気圧縮機2台（Ａ系統1台、

Ｂ系統 1台）を使用する。保有数は窒素ボンベ 8本（Ａ系統 2本、Ｂ系統 6本）、

可搬式空気圧縮機 2台（Ａ系統 1台、Ｂ系統 1台）、機能要求の無い時期に保守点

検可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として窒素

ボンベ 2本（Ａ系統 1本、Ｂ系統 1本）、可搬式空気圧縮機 1台の合計窒素ボンベ

10本、可搬式空気圧縮機3台を保管する設計とする。 

可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）は、加圧器逃がし弁2台の作動時間を考慮

した容量を有するもの1個を使用する。保有数は1個、機能要求の無い時期に保守

点検可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1

個（1号及び 2号炉共用）の合計2個を分散して保管する設計とする。 

 

  

所要数、必要容量、設備仕様 
関連個所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－５ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

第5.5.2表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備（可搬型）の設備仕様 

 

(1) 窒素ボンベ（加圧器逃がし弁作動用） 

種 類 鋼製容器 

本 数 8（予備2） 

容 量 約 7Nm3（1本当たり） 

最高使用圧力 14.7MPa[gage] 

供 給 圧 力 約 0.84MPa[gage]（供給後圧力） 

 

(2) 可搬式空気圧縮機（加圧器逃がし弁作動用） 

型 式 往復式 

台 数 2（予備1） 

容 量 約 14.4m3/h（1台当たり） 

吐 出 圧 約 0.84MPa[gage] 

 

(3) 可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用） 

型 式 リチウムイオン電池 

個 数 1（１号及び２号炉共用の予備 1） 

容 量 約 780Wh（1個当たり） 

電 圧 約 125V 
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表 85－５ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（２号炉） 

5.5 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

5.5.2.3 容量等 

（中略） 

窒素ボンベ（加圧器逃がし弁作動用）及び可搬式空気圧縮機（加圧器逃がし弁作

動用）は、供給先の加圧器逃がし弁が空気作動式であるため、重大事故等時に想定

される原子炉格納容器圧力と弁全開に必要な圧力の和を設定圧力とし、配管分の加

圧、弁作動回数及びリークしないことを考慮した容量に対して十分な容量を有した

窒素ボンベ10本（Ａ系統3本、Ｂ系統7本）、可搬式空気圧縮機 2台（Ａ系統1台、

Ｂ系統 1台）を使用する。保有数は窒素ボンベ 10本（Ａ系統 3本、Ｂ系統 7本）、

可搬式空気圧縮機 2台（Ａ系統 1台、Ｂ系統 1台）、機能要求の無い時期に保守点

検可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として窒素

ボンベ 2本（Ａ系統 1本、Ｂ系統 1本）、可搬式空気圧縮機 1台の合計窒素ボンベ

12本、可搬式空気圧縮機3台を保管する設計とする。 

可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）は、加圧器逃がし弁2台の作動時間を考慮

した容量を有するもの1個を使用する。保有数は1個、機能要求の無い時期に保守

点検可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1

個（1号及び 2号炉共用）の合計2個を分散して保管する設計とする。 
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表 85－５ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（２号炉） 

第5.5.2表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備（可搬型）の設備仕様 

 

(1) 窒素ボンベ（加圧器逃がし弁作動用） 

種 類 鋼製容器 

本 数 10（予備 2） 

容 量 約 7Nm3（1本当たり） 

最高使用圧力 14.7MPa[gage] 

供 給 圧 力 約 0.84MPa[gage]（供給後圧力） 

 

(2) 可搬式空気圧縮機（加圧器逃がし弁作動用） 

型 式 往復式 

台 数 2（予備1） 

容 量 約 14.4m3/h（1台当たり） 

吐 出 圧 約 0.84MPa[gage] 

 

(3) 可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用） 

型 式 リチウムイオン電池 

個 数 1（１号及び２号炉共用の予備 1） 

容 量 約 780Wh（1個当たり） 

電 圧 約 125V 
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表 85－５ 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補（１・２号炉） 

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

1.3.2.2 サポート系機能喪失時の手順等 

(1) 補助給水ポンプの機能回復 

a. タービン動補助給水ポンプ（現場手動操作）及びタービン動補助給水ポンプ起動

弁（現場手動操作）によるタービン動補助給水ポンプの機能回復 

b. 空冷式非常用発電装置によるタービン動補助給水ポンプの機能回復（タービン動

補助給水ポンプ補助油ポンプへの給電） 

c. 空冷式非常用発電装置による電動補助給水ポンプの機能回復 

(2) 主蒸気大気放出弁の機能回復 

a. 主蒸気大気放出弁（現場手動操作）による主蒸気大気放出弁の機能回復 

b. 窒素ボンベ（主蒸気大気放出弁作動用）による主蒸気大気放出弁の機能回復 

c. 可搬式空気圧縮機（主蒸気大気放出弁作動用）による主蒸気大気放出弁の機能回

復 

d. 大容量ポンプを用いたＢ計器用空気圧縮機（海水冷却）による主蒸気大気放出弁

の機能回復 

(3) 加圧器逃がし弁の機能回復 

a. 窒素ボンベ（加圧器逃がし弁作動用）による加圧器逃がし弁の機能回復 

b. 可搬式空気圧縮機（加圧器逃がし弁作動用）による加圧器逃がし弁の機能回復 

c. 可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）による加圧器逃がし弁の機能回復 

d. 空冷式非常用発電装置及び可搬式整流器による加圧器逃がし弁の機能回復 

e. 大容量ポンプを用いたＢ計器用空気圧縮機（海水冷却）による加圧器逃がし弁の

機能回復 

（以下省略） 

  

同等な機能を有することの説明 
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表 85－５ 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補（１・２号炉） 

 

第
1.
3.
16
図
 
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
機
能
喪
失
又
は
加
圧
器
逃
が
し
弁
機
能
喪
失
に
対
す
る
対
応
手
順
 

（
サ
ポ
ー
ト
系
機
能
喪
失
時
）
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表 85－５ 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 本文十号（１・２号炉） 

第10.2表 重大事故等対策における操作の成立性(1/7) 

No. 対応手段 要員 要員数 想定時間 

1.1 ― ― ― ― 

1.2 

タービン動補助給水ポンプ（現場手動操作）及びタービン動

補助給水ポンプ起動弁（現場手動操作）によるタービン動補

助給水ポンプの機能回復 

運転員等 

（中央制御室、現場） 
3 34分 

主蒸気大気放出弁（現場手動操作）による主蒸気大気放出弁

の機能回復 
1.3にて整備する。 

1.3 

タービン動補助給水ポンプ（現場手動操作）及びタービン動

補助給水ポンプ起動弁（現場手動操作）によるタービン動補

助給水ポンプの機能回復 

1.2にて整備する。 

主蒸気大気放出弁（現場手動操作）による主蒸気大気放出弁

の機能回復 

運転員等 

（中央制御室、現場） 
4 25分 

窒素ボンベ（加圧器逃がし弁作動用）による加圧器逃がし弁

の機能回復 

運転員等 

（中央制御室、現場） 
3 36分 

可搬式空気圧縮機（加圧器逃がし弁作動用）による加圧器逃

がし弁の機能回復 

運転員等 

（中央制御室、現場） 
3 27分 

1.4 

Ｃ、Ｄ内部スプレポンプ（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡ライン使用）

による代替炉心注水 

運転員等 

（中央制御室、現場） 
2 15分 

恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水 
運転員等 

（中央制御室、現場） 
2 25分 

可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水 

運転員等 

（中央制御室、現場） 
2 

5時間 

緊急安全対策要員 18 
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表 85－５ 添付－３（２） 

設置変更許可申請書 添付書類十（有効性評価）（１号炉） 

第
7.
2.
1.
2.
3
図
 
「
雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
温
破
損
）
」
の
作
業
と
所
要
時
間
 

（
外
部
電
源
喪
失
時
に
非
常
用
所
内
交
流
電
源
が
喪
失
し
、
補
助
給
水
機
能
が
喪
失
す
る
事
故
）
(1
/2
) 

同等な機能を有することの説明 
関連箇所を赤枠にて示す。 
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表 85－５ 添付－３（２） 

設置変更許可申請書 添付書類十（有効性評価）（２号炉） 

 

7.2.1.2 格納容器過温破損 

7.2.1.2.1 格納容器破損モードの特徴、格納容器破損防止対策 

１号炉の「7.2.1.2.1 格納容器破損モードの特徴、格納容器破損防止対策」

の記載に同じ。 
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（２）－２－５ 保安規定第 85条 表 85-６「原子炉格納容器スプレイをするための

設備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

(4) 設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置許可基準規則 第五十一条（所要数） 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

(3) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書（設備仕様） 

添付-３ 同等な機能を有する設備 

(1) 同等な機能を有することの説明 添付十追補 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（同等の機能を有することの根拠） 

(3) 設置変更許可申請書 添付十（同等の機能を有することの根拠） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備

分類等」参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

表
８
５
－
６
 
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
等
を
す
る
た
め
の
設
備

 

 ８
５
－
６
－
１

 
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）

 
①
 

 (
1
) 
運
転
上
の
制
限
 
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③

 

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
 

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
※
１
の
１
系
統
以
上
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
※
２
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数

 
⑥

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６

 

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
 

２
台
※
３
 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
 

※
４

 

※
１
：
よ
う
素
除
去
薬
品
タ
ン
ク
を
除
く
。
 

※
２
：
動
作
可
能
と
は
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動
（
系
統
構
成
含
む
）
で
き
る
こ
と
を
い
う
。
 

※
３
：
Ａ
お
よ
び
Ｂ
ま
た
は
Ｃ
お
よ
び
Ｄ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
２
台
を
い
う
。
 

※
４
：
「
８
５
－
１
４
－
３
 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を

定
め
る
。
 

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）

 

 ②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
さ
れ
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
原
子
炉
格
納
容

器
ス
プ
レ
イ
系
は
１
系
統
以
上
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。

 

な
お
、
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
に
設
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
素
除
去
薬
品
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
重
大

事
故
等
の
対
処
に
期
待
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
対
象
設
備
か
ら
は
除
い
て
い
る
。

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

 

「
原
子
炉
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、
原

子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の

冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る

た
め
、
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。［
本
項
は
、
原
子

炉
内
に
溶
融
デ
ブ
リ
が
残
存
し
た
場
合
の
溶
融
デ
ブ
リ
の
冷
却
が
対
象
］

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）
 

「
原
子
炉
の
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(
手
順
等

)」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損

傷
が
発
生
し
た
場
合
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設

け
る

(
手
順
等
を
定
め
る
)
こ
と
。

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）

 

「
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損

傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要

な
設
備
を
設
け
る
(
手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
［
本
項
は
、
基
準
要
求
に
則
り
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
と
は
別
に
、
多
重
性
、
多
様
性
及
び
独
立
性
を
持
つ
内
部
ス
プ

レ
ポ
ン
プ
２
台
を
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
設
定
し
、
運
転
上
の
制
限
を
設
け
る
。］

 

 

④
 
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
は
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
の
溶
融
炉
心
の
冷
却
、
原
子
炉
格

納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在

す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５
お
よ
び
６
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
））

 

 ⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備

 

 ⑥
 
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
は
、

1
系
統
（

2
台
）
で
溶
融
炉
心
の
冷
却
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下

さ
せ
る
の
に
必
要
な
水
量
を
供
給
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を
Ａ
お
よ
び

Ｂ
ま
た
は
Ｃ
お
よ
び
Ｄ
の
い
ず
れ
か

2
台
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）

 

な
お
、
上
記
の
設
備
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
た
め
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
ま
た
、
設
置
許
可

基
準
規
則
第
五
十
一
条
に
お
い
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
設
備
に
つ
い
て
多
重
性
又
は
多
様
性
及
び
独
立

性
、
位
置
的
分
散
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
要
求
は
、
本
項
と
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原

子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系

(8
5
-6

-2
参
照

)
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ

ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
系

(
85

-
6-

3
参
照

)と
で
満
足
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

(
2
) 
確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
原
子
炉
格
納

容
器
ス
プ
レ
イ
系
の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置

に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時

 
当
直
課
長
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異

臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
期
検
査
時

 
発
電
室
長

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
ポ
ン

プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

ま
た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て

は
、
正
し
い
位
置
に
復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
が
手
動

起
動
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

  

⑦
 
適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）

 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）

 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
保
安
規
定
第

58
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
）
で
設
定
さ
れ
て
い
る

の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）

 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
、
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

5
8
条
（
原
子
炉

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
）
で
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
に

つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第

53
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
－
モ
ー
ド
４
－
）
の
確
認
項
目
で
、「
手
動
起
動
可
能
で

あ
る
こ
と
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

な
お
、
「
手
動
起
動
可
能
」
と
は
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
お
り
、
中
央
制
御
室
又
は
現
場
か
ら
手
動

操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
運
転
状
態
に
で
き
る
状
態
を
い
う
。
ま
た
、
ポ
ン
プ
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

は
、
ポ
ン
プ
電
源
の
し
ゃ
断
器
が
接
続
位
置
で
あ
り
、
制
御
電
源
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 
(
3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置

 

適
用

 

モ
ー
ド

 
条

 
件

 
⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置

 
⑨

 
完
了
時
間

 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
原
子
炉
格
納
容

器
ス
プ
レ
イ
系

の
全
て
が
動
作

不
能
で
あ
る
場

合
 

A
.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び

 

A
.
2 
当
直
課
長
お
よ
び
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当

該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対

処
設
備

※
５
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
※
６
措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び

 

A
.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び

 

A
.
4 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

速
や
か
に

 

  速
や
か
に

 

    １
２
時
間

 

 ５
６
時
間

 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６

 

A
. 
原
子
炉
格
納
容

器
ス
プ
レ
イ
系

の
全
て
が
動
作

不
能
で
あ
る
場

合
 

A
.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び

 

A
.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。

 

お
よ
び

 

A
.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水

位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び

 

A
.
4 
当
直
課
長
お
よ
び
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当

該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対

処
設
備
※
５
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
※
６
措
置
を
開
始
す
る
。

 

速
や
か
に

 

  速
や
か
に

 

  速
や
か
に

 

    速
や
か
に

 

※
５
：
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ

ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
系
を
い
う
。

 

※
６
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
ま
た
、
「
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
」
と
は
、
当
該
系
統
に
要
求
さ
れ
る
準
備
時
間
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機

能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
し
、
接
続
口
付
近
ま
で
ホ
ー
ス
を
布
設
す
る
補
完
措
置
が
完
了
し

て
い
る
こ
と
を
含
む
。

 

 

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

設
置
許
可
基
準
規
則
第
四
十
七
条
及
び
第
五
十
条
に
お
い
て
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
で
あ
る
格
納
容

器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
に
対
し
て
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
れ
ば
基
準
要
求
を
満
足
で
き
る

た
め
運
転
上
の
制
限
に
は
抵
触
し
な
い
。

 
 

設
置
許
可
基
準
規
則
第
五
十
一
条
に
お
い
て
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
１
系
統
と
恒
設
代
替
低
圧
注

水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
（
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子

炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
系
を
含
む
）
そ
れ
ぞ
れ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
条
件
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
本
項
で
は
、
原
子
炉

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
の
全
て
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
を
設
定
す
る
。

 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）
、
（
３
）
）

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】

 

A
.
1 
全
て
の
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
が
動
作
不
能
で
あ
る
た
め
、
当
該
系
統
の
い
ず
れ
か
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

A
.
2 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で

整
理
し
た
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注

水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
系
が
該
当
し
、
当
該
措
置
は
、
上
記

A
.1
と
同
じ
く
“
速

や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

 
こ
こ
で
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
も
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
に
て

同
等
の
機
能
を
持
つ
他
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
整
理
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
設
置
許
可
基
準
規
則
第

5
1

条
に
「
多
重
性
又
は
多
様
性
及
び
独
立
性
、
位
置
的
分
散
」
を
要
求
さ
れ
て
い
る
（
本
表
で
は
、
「
恒
設
代
替
低

圧
注
水
ポ
ン
プ
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
」
と
「
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
」
に
よ
り
要
求
を
満
た

し
て
い
る
。
）
こ
と
か
ら
、
「
可
搬
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
」
と
「
恒

設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
」
に
よ
り
要
求
を
満
た
す
よ
う
に
、
可
搬

代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
を
同
等
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
位
置
付
け
る
。
な
お
、
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
は
、
準
備
に
時
間
を
要
す
る
た
め
、
原
子
炉
下
部
注
水
設
備
と
し
て
の
機

能
を
有
す
る
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る

よ
う
に
、
ポ
ン
プ
等
の
設
置
及
び
ホ
ー
ス
を
接
続
口
付
近
ま
で
の
ホ
ー
ス
敷
設
を
事
前
に
実
施
す
る
補
完
措
置
が

必
要
で
あ
る
。
（
添
付
－
３
）

 

 ［
参
考
］

 

①
仕
様

 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

 
 
容
量
：

 
 m

3 /
h
、
揚
程
：

 
 
m 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

 
容
量
：

 
 m

3 /
h
、
揚
程
：

 
 
m 

 

②
注
水
開
始
ま
で
の
時
間

 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

 
約

50
分
（
注
）

 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

 
約

5
時
間

 
→
補
完
措
置
に
よ
り
約

5
0
分
以
内
に
短
縮
す
る
。

 

注
）
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
に
求
め
ら
れ
る
最
も
過
酷
な
原
子
炉
格
納
容
器
破
損
防
止
の
代
表
シ
ー

ケ
ン
ス
で
あ
る
「
過
圧
破
損
」
に
お
け
る
有
効
性
評
価
で
は
、
事
象
発
生
の
約

50
分
後
に
恒
設
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
を
開
始
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

 

補(2)-413



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

 
 A
.
3 
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
全
て
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
、
保
安
規
定
第

5
8
条
（
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
系
）
の
要
求
に
基
づ
き
プ
ラ
ン
ト
を
適
用
モ
ー
ド
外
に
移
行
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
表
で
は
当
該
要
求

に
基
づ
く
措
置
を
設
定
し
て
い
る
。
 

A
.4
 上
記

A.
3
と
同
じ
。
 

 【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A
.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.
2 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を

行
う
。
 

A
.
3 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

A
.
4 
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
“
速

や
か
に
”
開
始
す
る
。
確
認
対
象
は
、
モ
ー
ド
１
～
４
の

A.
2
と
同
様
で
あ
る
。

 

 

補(2)-414



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
６
－
２

 
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
 
－
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
 
①

 

 (
1
) 
運
転
上
の
制
限
 
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③

 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ

る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備

 
⑤

 
所
要
数

 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６

 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
 

１
台
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

 
※
１
 

復
水
タ
ン
ク
 

※
２
 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
 

※
３
 

送
水
車
 

※
４
 

燃
料
油
貯
油
そ
う
 

※
５
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
用
給
油
ポ
ン
プ

 
※
５
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
５
 

※
１
：
「
８
５
－
１
５
－
１
 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運

転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
２
：
「
８
５
－
１
４
－
２
 
復
水
タ
ン
ク
か
ら
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」

に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。

 

※
３
：
「
８
５
－
１
４
－
３
 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を

定
め
る
。
 

※
４
：
「
８
５
－
１
４
－
１
 
海
水
を
用
い
た
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運

転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
５
：
「
８
５
－
１
５
－
７
 
燃
料
油
貯
油
そ
う
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
用
給
油
ポ
ン
プ
お
よ
び
タ
ン
ク
ロ
ー

リ
ー
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。

 

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
 
条
（
１
．
７
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。（
添
付
－
１
）

 
 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
、
２
）

 
 ③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
状
態
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
恒
設
代
替
低
圧

注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
１
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限

と
す
る
。
 

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

 
「
原
子
炉
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(
手
順
等
)
」
と
し
て
、
原

子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の

冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る

た
め
、
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）

 
「
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

(
手
順
等
）
」
と
し
て
、

(1
)格
納
容
器
内
の
冷
却
機
能
が
喪

失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
、

(2
)原
子
炉
格
納
容
器
の

破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
並
び
に
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低
下
さ
せ

る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(
手
順
等
を
定
め
る

)
こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）
 

「
原
子
炉
の
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(
手
順
等

)」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷

が
発
生
し
た
場
合
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(
手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）

 
「
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)
」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損

傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な

設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

 
「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必

要
な
水
源
と
は
別
に
、
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ

と
に
加
え
て
、
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る

十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
、
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(
手
順
等
を
定
め
る

)
こ
と
。
 

 な
お
、
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
、
第
五
十
一
条
（
１
．

８
）
、
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
の
要
求
に
対
し
て
は
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

系
の
機
能
に
も
期
待
し
て
い
る
が
、
当
該
機
能
の
維
持
に
必
要
な
設
備
は
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ

る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
等
の
運
転
上
の
制
限
に
包
含
さ
れ
る
た
め
、
表

8
5-

4(
炉
心
注
水
を
す
る

た
め
の
設
備

)で
運
転
上
の
制
限
は
設
定
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

 ④
 
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
は
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し

た
場
合
の
溶
融
炉
心
の
冷
却
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ

り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
３
．
（
１
））
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 
(
2
) 
確
認
事
項

 
⑦

 

項
 
目

 
確
認
事
項

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

恒
設
代
替
低
圧
注
水

ポ
ン
プ

 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異

臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
揚
程
が

 
 

 

 
 
m
 以
上
、
容
量
が

 
m
3 /
h 
以
上
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。

 

定
期
検
査
時

  
発
電
室
長

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
ポ
ン

プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
当
直
課
長

 

モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
が
手
動

起
動
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
当
直
課
長

 

  

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備

 
 ⑥

 恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
は
、
１
台
で
溶
融
炉
心
の
冷
却
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ

せ
る
の
に
必
要
な
水
量
を
供
給
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

1
台
と
す

る
。
（
添
付
－
３
）

 
な
お
、
上
記
の
設
備
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
り
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
ま
た
、
設
置
許
可
基

準
規
則
第
五
十
一
条
に
お
い
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
設
備
に
つ
い
て
多
重
性
又
は
多
様
性
及
び
独
立

性
、
位
置
的
分
散
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
要
求
は
、
本
項
と
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系

(
85

-
6-

1
参

照
)と
で
満
足
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 
  ⑦

 
適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）

 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）

  

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
確
認
す
る
揚
程
及

び
容
量
は
、
工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
以
下
の
値
を
使
用
す
る
。
（
添
付
－
２
）

 

［
揚
程
］

 
ｍ
以
上

 

［
容
量
］

 
m
3 /
h
以
上

 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）

 
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
に
つ
い
て
は
、

8
5
-6

-
1（
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
）
の
確
認
事
項
と
同
様
の

設
定
と
す
る
。

  

な
お
、「
手
動
起
動
可
能
」
と
は
、
ポ
ン
プ
へ
の
電
源
供
給
等
が
速
や
か
に
可
能
で
あ
り
、
中
央
制
御
室
又
は

現
場
か
ら
手
動
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
制
限
時
間
内
に
運
転
状
態
に
で
き
る
状
態
を
い
う
。
ま
た
、
ポ
ン
プ

へ
の
電
源
供
給
が
速
や
か
に
可
能
と
は
、
ポ
ン
プ
電
源
の
し
ゃ
断
器
ま
で
電
源
供
給
さ
れ
て
お
り
、
し
ゃ
断
器

を
接
続
位
置
と
し
、
制
御
電
源
が
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

(
3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用

 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
.
 恒
設
代
替
低
圧

注
水
ポ
ン
プ
が

動
作
不
能
で
あ

る
場
合
 

A
.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動

し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
と
と

も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
７
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.
2 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機

能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
８
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
９
。

 

お
よ
び
 

A
.
3 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間

 

   ３
０
日

 

B
.
 条
件
Ａ
の
措
置

を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な

い
場
合
 

B
.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間

 

 ５
６
時
間

 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６

 

A
.
 恒
設
代
替
低
圧

注
水
ポ
ン
プ
が

動
作
不
能
で
あ

る
場
合
 

A
.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て

い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
4 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機

能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
８
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
１
０
措
置
を
開
始
す

る
。

 

速
や
か
に

 

  速
や
か
に

 

  速
や
か
に

 

    速
や
か
に

 

※
６
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
７
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
、
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
４
台
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
、
お
よ
び
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系
２
系
統
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
８
：
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
を
い
う
。

 

※
９
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
ま
た
、
「
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
」
と
は
、
当
該
系
統
に
要
求
さ
れ
る
準
備
時
間
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機

能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
し
、
接
続
口
付
近
ま
で
ホ
ー
ス
を
布
設
す
る
補
完
措
置
が
完
了
し

て
い
る
こ
と
を
含
む
。
 

※
10
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

設
置
許
可
基
準
規
則
第
四
十
七
条
、
四
十
九
条
及
び
第
五
十
条
に
お
い
て
は
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に

対
し
て
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
れ
ば
基
準
要
求
を
満
足
で
き

る
た
め
運
転
上
の
制
限
に
は
抵
触
し
な
い
。

  

設
置
許
可
基
準
規
則
第
五
十
一
条
に
お
い
て
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
１
系
統
と
恒
設
代
替
低
圧
注

水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
（
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子

炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
系
を
含
む
）
そ
れ
ぞ
れ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
条
件
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
本
項
で
は
、
恒
設
代

替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
を
設
定
す
る
。

 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
設
置
許
可
基
準
規
則
第
四
十
七
条
、
第
四
十

九
条
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
全
て
の
要
求
を
満
足
で
き
な
い
状
態
と
な
る
。
従
っ
て
、
１
Ｎ
要
求
の
重

大
事
故
緩
和
設
備
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
た
場
合
の
条
件
（
１
Ｎ
未
満
）
を
設
定
す

る
。
 

 ⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）
、
（
３
）
）

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】

  
 

A
.
1 
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変

更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
”
で
あ
る
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
、
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
「

4
時
間
」
と
す
る
。
 

な
お
、
実
起
動
さ
せ
る
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
は
代
替
炉
心
冷
却
系
と
し
て
の
機

能
も
有
し
て
い
る
こ
と
、
炉
心
冷
却
に
寄
与
す
る
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
機
能
が
健
全
で
あ
れ
ば
「
炉
心
の
著
し

い
損
傷
」
に
進
展
す
る
こ
と
を
防
止
で
き
る
こ
と
か
ら
、
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
選
定
し
た
。

 

A
.
2 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で

整
理
し
た
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
、
設

計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
「

7
2
時
間
」
と
す
る
。
 

こ
こ
で
、
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
は
、
準
備
に
時
間
を
有
す
る
た

め
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
よ
う

に
、
ポ
ン
プ
等
の
設
置
及
び
原
子
炉
補
助
建
屋
の
外
側
ま
で
の
ホ
ー
ス
布
設
を
事
前
に
実
施
す
る
補
完
措
置
が

必
要
で
あ
る
。
 

A
.
3 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

A
OT
上
限
の
「

30
日
」
と
す
る
。
 

B
.
1,
B.
2
 既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
 

【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】

  

A
.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.
2 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を

行
う
。
 

A
.
3 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

A
.
4 
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
“
速

や
か
に
”
開
始
す
る
。
確
認
対
象
は
、
モ
ー
ド
１
～
４
の

A
.2
と
同
様
で
あ
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
６
－
３

 
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
 
－
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注

水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

－
 
①
 

 (
1
) 
運
転
上
の
制
限
 
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③

 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ

ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容

器
ス
プ
レ
イ
お
よ
び
原
子
炉
下
部

キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
系
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
系
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備

 
⑤

 
所
要
数

 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６

 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
 

１
台
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

 
※
１
 

復
水
タ
ン
ク
 

※
２
 

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
 

※
３
 

送
水
車
 

※
４
 

燃
料
油
貯
油
そ
う
 

※
５
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
用
給
油
ポ
ン
プ

 
※
５
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
５
 

※
１
：
「
８
５
－
１
５
－
１
 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運

転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
２
：
「
８
５
－
１
４
－
２
 
復
水
タ
ン
ク
か
ら
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」

に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
３
：
「
８
５
－
１
４
－
３
 
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を

定
め
る
。
 

※
４
：
「
８
５
－
１
４
－
１
 
海
水
を
用
い
た
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運

転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
５
：
「
８
５
－
１
５
－
７
 
燃
料
油
貯
油
そ
う
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
用
給
油
ポ
ン
プ
お
よ
び
タ
ン
ク
ロ
ー

リ
ー
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
 
条
（
１
．
７
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。（
添
付
－
１
）

 
 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
、
２
）

 
 ③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
状
態
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
原
子
炉
下
部
キ

ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
１
系
統
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直

接
注
水
系
１
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。

 
 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

 
「
原
子
炉
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(
手
順
等
)
」
と
し
て
、
原

子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の

冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る

た
め
、
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）

 
「
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

(
手
順
等
）
」
と
し
て
、

(1
)格
納
容
器
内
の
冷
却
機
能
が
喪

失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
、

(2
)原
子
炉
格
納
容
器
の

破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
並
び
に
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低
下
さ
せ

る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(
手
順
等
を
定
め
る

)
こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）
 

「
原
子
炉
の
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(
手
順
等

)」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷

が
発
生
し
た
場
合
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(
手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）

 
「
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)
」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損

傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な

設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

 
「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必

要
な
水
源
と
は
別
に
、
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ

と
に
加
え
て
、
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る

十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
、
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(
手
順
等
を
定
め
る

)
こ
と
。
 

 
 ④

 原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ

テ
ィ
直
接
注
水
系
は
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
の
溶
融
炉
心
の
冷
却
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力

及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能

維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び

６
」
と
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 
(
2
) 
確
認
事
項

 
⑦

 

項
 
目

 
確
認
事
項

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ

テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ

 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異

臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
１
号
炉
に
つ

い
て
は
揚
程
が

 
m 
以
上
、
容
量
が

 
m
3
/h

 以

上
、
２
号
炉
に
つ
い
て
は
揚
程
が

 
m
 以
上
、
容

量
が

 
m
3 /
h 
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
期
検
査
時

 
発
電
室
長

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
ポ
ン

プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
当
直
課
長

 

モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
が
手
動

起
動
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
当
直
課
長

 

  

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備

 
 ⑥

 原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
は
、
１
台
で
溶
融
炉
心
の
冷
却
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度

を
低
下
さ
せ
る
の
に
必
要
な
水
量
を
供
給
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

1
台
と
す
る
。
（
添
付
－
３
）

 
な
お
、
上
記
の
設
備
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
り
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
ま
た
、
設
置
許
可
基

準
規
則
第
五
十
一
条
に
お
い
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
設
備
に
つ
い
て
多
重
性
又
は
多
様
性
及
び
独
立

性
、
位
置
的
分
散
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
要
求
は
、
本
項
と
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系

(
85

-
6-

1
参

照
)と
で
満
足
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 
  ⑦

 
適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）

 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）

  

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
確
認
す

る
揚
程
及
び
容
量
は
、
工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
以
下
の
値
を
使
用
す
る
。
（
添
付
－
２
）

 

・
1
号
炉

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

［
揚
程
］

 
ｍ
以
上

 

［
容
量
］

 
m
3 /
h
以
上

 

・
２
号
炉

 

［
揚
程
］

 
ｍ
以
上

 

［
容
量
］

 
m
3 /
h
以
上

 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）

 
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
に
つ
い
て
は
、

8
5
-6

-
1（
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
）
の
確
認
事
項
と
同
様
の

設
定
と
す
る
。

  

な
お
、「
手
動
起
動
可
能
」
と
は
、
ポ
ン
プ
へ
の
電
源
供
給
等
が
速
や
か
に
可
能
で
あ
り
、
中
央
制
御
室
又
は

現
場
か
ら
手
動
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
制
限
時
間
内
に
運
転
状
態
に
で
き
る
状
態
を
い
う
。
ま
た
、
ポ
ン
プ

へ
の
電
源
供
給
が
速
や
か
に
可
能
と
は
、
ポ
ン
プ
電
源
の
し
ゃ
断
器
ま
で
電
源
供
給
さ
れ
て
お
り
、
し
ゃ
断
器

を
接
続
位
置
と
し
、
制
御
電
源
が
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

(
3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用

 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
.
 原
子
炉
下
部
キ

ャ
ビ
テ
ィ
注
水

ポ
ン
プ
が
動
作

不
能
で
あ
る
場

合
 

A
.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動

し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
と
と

も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
７
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.
2 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間

 

 

B
.
 条
件
Ａ
の
措
置

を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な

い
場
合
 

B
.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間

 

 ５
６
時
間

 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６

 

A
.
 原
子
炉
下
部
キ

ャ
ビ
テ
ィ
注
水

ポ
ン
プ
が
動
作

不
能
で
あ
る
場

合
 

A
.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て

い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  速
や
か
に

 

  速
や
か
に

 

   

※
６
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
７
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

設
置
許
可
基
準
規
則
第
四
十
七
条
、
四
十
九
条
及
び
第
五
十
条
に
お
い
て
は
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水

ポ
ン
プ
に
対
し
て
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
れ
ば
基
準
要
求
を

満
足
で
き
る
た
め
運
転
上
の
制
限
に
は
抵
触
し
な
い
。

  

設
置
許
可
基
準
規
則
第
五
十
一
条
に
お
い
て
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
１
系
統
と
原
子
炉
下
部
キ
ャ

ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
系
（
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
を
含
む
）
そ
れ
ぞ
れ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
条
件
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
本
項
で
は
、
原
子
炉

下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
を
設
定
す
る
。
 

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
設
置
許
可
基
準
規
則
第
四
十
七

条
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
全
て
の
要
求
を
満
足
で
き
な
い
状
態
と
な
る
。
従
っ
て
、
１

Ｎ
要
求
の
重
大
事
故
緩
和
設
備
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
た
場
合
の
条
件
（
１
Ｎ
未

満
）
を
設
定
す
る
。
 

 ⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）
、
（
３
）
）

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】

  
 

A
.
1 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
は
第
５
１

条
「
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
」
の
設
備
分
類
で
は
常
設
重
大
事
故
等
緩
和

設
備
の
た
め
、
も
と
も
と
の
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
こ
の
た
め
、
原
子
炉
下
部
キ

ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格

納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
溶
融
し
原
子
炉
格
納
容
器
の
下
部
に
落
下
し
た
炉
心
を
冷
却
す
る
」
こ
と
の

前
段
階
で
あ
る
炉
心
損
傷
防
止
の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す

る
こ
と
と
し
、
具
体
的
に
は
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
「

4
 時

間
」
と
す
る
。

 

A
.
2 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
な
い
た
め
、
完
了
時

間
は
「

7
2 
時
間
」
と
す
る
。

 

B
.
1,
B.
2
 既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
 

な
お
、
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
は
、
ス
プ
レ
イ
系
と
し
て
も
要
求
さ
れ
る
が
、
ス
プ
レ
イ
機
能
で
は

同
等
の
機
能
を
全
て
満
足
す
る
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ

テ
ィ
直
接
注
水
機
能
の
喪
失
と
し
て
整
理
し
た
。
 

 【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】

  

A
.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.
2 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を

行
う
。
 

A
.
3 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
６
－
３
の
２
 
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
）

 
－
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水

ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－

 
①
 

 (
1
) 
運
転
上
の
制
限
 
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③

 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に

よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
系
２
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備

 
⑤

 
所
要
数

 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６

 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
 

１
台
×
２

 

電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
用
）

 
１
台
×
２

 

送
水
車
 

１
台
×
２

 

仮
設
組
立
式
水
槽
 

１
台
×
２

 

燃
料
油
貯
油
そ
う
 

※
１
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
１
 

※
１
：
「
８
５
－
１
５
－
７
の
２
 
燃
料
油
貯
油
そ
う
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
（
３
号
炉
お
よ

び
４
号
炉
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
  

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
 
条
（
１
．
７
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。

 
 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
、
２
）

 
 ③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
状
態
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
可
搬
式
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
２
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の

制
限
と
す
る
。

 
 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

 
「
原
子
炉
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(
手
順
等
)
」
と
し
て
、
原

子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の

冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る

た
め
、
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）

 
「
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

(
手
順
等
）
」
と
し
て
、

(1
)格
納
容
器
内
の
冷
却
機
能
が
喪

失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
、

(2
)原
子
炉
格
納
容
器
の

破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
並
び
に
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低
下
さ
せ

る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(
手
順
等
を
定
め
る

)
こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）
 

「
原
子
炉
の
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(
手
順
等

)」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷

が
発
生
し
た
場
合
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(
手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）

 
「
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)
」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損

傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な

設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

 
「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必

要
な
水
源
と
は
別
に
、
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ

と
に
加
え
て
、
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る

十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
、
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(
手
順
等
を
定
め
る

)
こ
と
。
 

 
 ④

 可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力

及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能

維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ

６
」
を
対
象
と
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）

 
 ⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 
 

 ⑥
 可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
は
、

1
系
統
で
原
子
炉
格
納
容
器

内
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
水
量
を
ス
プ
レ
イ
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
可

搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
を
構
成
す
る
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ

ン
プ
、
電
源
車
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
用
）
、
送
水
車
注
及
び
仮
設
組
立
式
水
槽
は
、
可
搬
型
重
大
事
故

等
対
処
設
備
の
う
ち
可
搬
型
注
水
設
備
（
原
子
炉
建
屋
の
外
か
ら
水
を
供
給
す
る
も
の
）
で
あ
り
、
２
Ｎ
要
求
設

備
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

2
台
と
す
る
。（
添
付
－
３
）

 

 
 

注
）
送
水
車
の
定
格
容
量
は
約

 
m3
/
h
で
あ
り
、
他
の
用
途
と
の
組
合
せ
を
考
慮
し
て
も

1
台
で
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
時
の
仮
設
水
槽
へ
の
補
給
に
必
要
な
海
水

(
14

0
m
3 /
h
)
を
供
給
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。（
添
付
－
３
）
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 
(
2
) 
確
認
事
項

 
⑦

 

項
 
目

 
確
認
事
項

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

可
搬
式
代
替
低
圧

注
水
ポ
ン
プ

 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、

漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
揚
程
が

 
m
 以

上
、
容
量
が

 
m3
/h

 以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

 

１
年
に
１
回

 
タ
ー
ビ
ン

 

保
修
課
長

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回

 
タ
ー
ビ
ン

 

保
修
課
長

 

電
源
車
（
可
搬
式

代
替
低
圧
注
水
ポ

ン
プ
用
）

 

発
電
機
を
起
動
し
、
運
転
状
態
（
電
圧
等
）
に
異
常

が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
年
に
１
回

 
電
気

 

保
修
課
長

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
発
電
機
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回

 
電
気

 

保
修
課
長

 

送
水
車

 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
お

よ
び
漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
吐
出
圧
力
が

  

 
MP

a
[g

a
ge

]
 以
上
、
容
量
が

 
m3
/
h
 以
上
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
年
に
１
回

 
タ
ー
ビ
ン

 

保
修
課
長

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回

 
タ
ー
ビ
ン

 

保
修
課
長

 

仮
設
組
立
式
水
槽

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回

 

タ
ー
ビ
ン

 

保
修
課
長

 

  

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）

 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に

基
づ
き

1
年
に

1
回
、
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
等
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 

 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
性
能
確
認
に
お
い
て
確
認
す
る
揚
程
及
び
容
量
は
、
工
事
計
画
認
可
申
請

書
の
記
載
に
基
づ
き
以
下
の
値
を
使
用
す
る
。

 

［
揚
程
］

 
ｍ
以
上

 

［
容
量
］

 
m
3 /
h
以
上

 

 

送
水
車
の
性
能
確
認
に
お
い
て
確
認
す
る
吐
出
圧
力
及
び
容
量
は
、
工
事
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
以

 

 
 下
の
値
を
使
用
す
る
。（
添
付
－
２
）

 

［
吐
出
圧
力
］

 

系
統
構
成
上
、
最
も
吐
出
圧
力
が
高
く
な
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
と
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
時
の

復
水
タ
ン
ク
若
し
く
は
仮
設
組
立
式
水
槽
へ
の
補
給
又
は
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
移
送
時
の
復
水
タ
ン
ク

へ
の
補
給
を
同
時
使
用
の
場
合
の

 
M
Pa
（
３
号
炉
）
、

 
M
Pa
（
４
号
炉
）
以
上
。

 

 
［
容
量
］

 

系
統
構
成
上
、
最
大
の
容
量
と
な
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
時
の
復
水
タ
ン
ク
若
し
く
は
仮
設
組
立
式
水
槽

へ
の
補
給
又
は
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
移
送
時
の
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
〔

 
m
3 /
h
以
上
〕
、
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
〔

 
m3
/
h
以
上
〕
の
合
計
値

 
m
3 /
h
以
上
。

 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に

 

基
づ
き

3
ヶ
月
に

1
回
、
ポ
ン
プ
・
発
電
機
の
起
動
、
外
観
点
検
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

 

る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

(
3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用

 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
.
 可
搬
式
代
替
低

圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
原

子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
系
の

う
ち
、
動
作
可

能
な
系
統
が
２

系
統
未
満
で
あ

る
場
合
 

A
.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動

し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
他
の
設
備
※
２
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.
2 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持
つ

重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
３
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
※
４
。

 

お
よ
び
 

A
.
3 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。

 

４
時
間
 

    １
０
日

 

   ３
０
日

 

B
.
 可
搬
式
代
替
低

圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
原

子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
系
の

う
ち
、
動
作
可

能
な
系
統
が
１

系
統
未
満
で
あ

る
場
合
 

B
.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動

し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
他
の
設
備
※
２
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び
 

B
.
2 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持
つ

重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
３
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
※
４
。

 

お
よ
び
 

B
.
3 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。

 

４
時
間
 

    ７
２
時
間

 

   ３
０
日

 

C
.
 条
件
Ａ
ま
た
は

Ｂ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場

合
 

C
.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C
.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間

 

 ５
６
時
間

 

  

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
は
、
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作

可
能
な
系
統
が
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
に
な
っ
た
場
合
と
１
Ｎ
未
満
に
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す

る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）
、
（
３
）
）

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】

  
 

A
.1
 対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置

変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対

処
設
備
”
で
あ
る
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
、
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
原
子
炉
補
機

冷
却
水
系
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
「

4
時
間
」
と
す
る
。
 

な
お
、
実
起
動
さ
せ
る
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
8
5-

6
-2
（
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容

 

器
ス
プ
レ
イ
系
）
と
の
整
合
性
を
図
る
観
点
か
ら
、
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
選
定
し
た
。

 

A
.
2 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
 

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
 

整
理
し
た
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
、
設
計
基
 

準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
（
２
Ｎ
未
満

(
１
Ｎ
以
上

)）
の
「

10
日
」
と
す
る
。
 

A
.
3 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

A
OT
上
限
の
「

30
日
」
と
す
る
。
 

 B
.
1 
A.
1
と
同
じ
。
 

B
.
2 
A.
2
と
同
じ
。
完
了
時
間
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
（
１
Ｎ
未
満
）
の
「

7
2
時
 

間
」
と
す
る
。
 

B
.
3 
A.
3
と
同
じ
。
 

 C
.
1,
C.
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

保
安
規
定

 
第

85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

(
3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用

 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６

 

A
.
 可
搬
式
代
替
低

圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
原

子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
系
の

う
ち
、
動
作
可

能
な
系
統
が
２

系
統
未
満
で
あ

る
場
合
 

A
.
1 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て

い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
4 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持
つ

重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
３
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
※
４
。

 

速
や
か
に

 

  速
や
か
に

 

  速
や
か
に

 

    速
や
か
に

 

※
２
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
、
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
２
台
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
、
お
よ
び

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系
統
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

  

※
３
：
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
を
い
う
。
 

※
４
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
前
頁
よ
り
続
き
）

 

【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A
.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.
2 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を
行

う
。

 

A
.
3 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.
4 
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
“
速

や
か
に
”
開
始
す
る
。
確
認
対
象
は
、
モ
ー
ド
１
～
４
の

A
.2
と
同
様
で
あ
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

(4) 設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置許可基準規則 第五十一条（所要数） 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

(3) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書（設備仕様） 

添付-３ 同等な機能を有する設備 

(1) 同等な機能を有することの説明 添付十追補 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（同等の機能を有することの根拠） 

(3) 設置変更許可申請書 添付十（同等の機能を有することの根拠） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」

参照 
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表 85－６ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

第
1
.
8
.
1
図

 
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
に
よ
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
概
略
系
統
（
１
号
炉
）
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表 85－６ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

第
1
.
8
.
1
図

 
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
に
よ
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
概
略
系
統
（
２
号
炉
）
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表 85－６ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

第
1
.
8
.
8
図
 
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
概
略
系
統
（
１
号
炉
）
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表 85－６ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

第
1
.
8
.
8
図
 
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
概
略
系
統
（
２
号
炉
）
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表 85－６ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

第
1
.
8
.
2
図
 
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
 
概
略
系
統
（
１
号
炉
）
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表 85－６ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

第
1
.
8
.
2
図
 
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
 
概
略
系
統
（
２
号
炉
）
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表 85－６ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

第
1
.
6
.
4
図
 
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
概
略
系
統
（
１
号
炉
）
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表 85－６ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

第
1
.
6
.
4
図

 
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
 
概
略
系
統
（
２
号
炉
）
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表 85－６ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（３・４号炉） 
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表 85－６ 添付－１（４） 

設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析）（１・２号炉） 

第
1
.
6
.
1
図
 
機
能
喪
失
原
因
対
策
分
析
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表 85－６ 添付－１（４） 

設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析）（３・４号炉） 
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表 85－６ 添付－２（１） 

設置許可基準規則 第五十一条 

 
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

基
準
に
関
す
る
規
則
の
解
釈
 

第
５
１
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の

設
備
）
 

１
 
第
５
１
条
に
規
定
す
る
「
溶
融
し
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
下
部
に

落
下
し
た
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
」
と
は
、
以
下
に

掲
げ
る
措
置
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
行

う
た
め
の
設
備
を
い
う
。
な
お
、
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し

た
溶
融
炉
心
の
冷
却
は
、
溶
融
炉
心
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
相
互
作
用

(
M
C
C
I
)
を
抑
制
す
る
こ
と
及
び
溶
融
炉
心
が
拡
が
り
原
子
炉
格
納
容

器
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
接
触
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
 

ａ
）
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。
原
子
炉

格
納
容
器
下
部
注
水
設
備
と
は
、
以
下
に
掲
げ
る
措
置
又
は
こ
れ

ら
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
行
う
た
め
の
設
備
を
い

う
。
 

ⅰ
）
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
設
備
（
ポ
ン
プ
車
及
び
耐
圧
ホ

ー
ス
等
）
を
整
備
す
る
こ
と
。
（
可
搬
型
の
原
子
炉
格
納
容
器
下

部
注
水
設
備
の
場
合
は
、
接
続
す
る
建
屋
内
の
流
路
を
あ
ら
か

じ
め
敷
設
す
る
こ
と
。
）
 

ⅱ
）
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
設
備
は
、
多
重
性
又
は
多
様
性

及
び
独
立
性
を
有
し
、
位
置
的
分
散
を
図
る
こ
と
。
（
た
だ
し
、

建
屋
内
の
構
造
上
の
流
路
及
び
配
管
を
除
く
。
）
 

ｂ
）
こ
れ
ら
の
設
備
は
、
交
流
又
は
直
流
電
源
が
必
要
な
場
合
は
代

替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
を
可
能
と
す
る
こ
と
。
 

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

基
準
に
関
す
る
規
則
 

（
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
）
 

第
五
十
一
条
  
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
は
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発

生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た

め
、
溶
融
し
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
下
部
に
落
下
し
た
炉
心
を
冷
却

す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

所要数 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様）（１号炉） 

 

9.7 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

9.7.2 設計方針 

9.7.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器下部の溶融炉心

を冷却するために使用する内部スプレポンプは、設計基準事故時の格納容器

スプレイ注水機能と兼用しており、設計基準事故時に使用する場合の格納容

器スプレイ流量が、炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器へス

プレイすることで、原子炉格納容器最下階フロアから原子炉下部キャビティ

への流入経路として設置している連通管からスプレイ水が流入することによ

り、溶融炉心が落下するまでに原子炉下部キャビティに十分な水量を蓄水で

きる容量に対して十分であることを確認しているため、設計基準事故対処設

備と同仕様で設計する。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器下部の溶融炉心

を冷却するために格納容器スプレイ及び原子炉下部キャビティ注水として使

用する燃料取替用水タンク及び復水タンクは、溶融炉心が落下するまでに原

子炉下部キャビティに蓄水する容量に対して、十分な容量を有する設計とす

る。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器下部の溶融炉心

を冷却するために原子炉下部キャビティ注水として使用する原子炉下部キャ

ビティ注水ポンプ及び恒設代替低圧注水ポンプは、炉心の著しい損傷が発生

した場合において原子炉下部キャビティ注水として、原子炉格納容器の下部

に落下した溶融炉心を冷却するために必要な畜水量に対して十分であること

を確認した容量を有する設計とする。 

  

設備仕様 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様）（１号炉） 

第 9.7.1表 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備（常設）の設備

仕様 

 

(1) 内部スプレポンプ  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器スプレ設備 

・火災防護設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置うず巻式 

台 数 4 

容 量 約 m3/h（1台当たり） 

最 高 使 用 圧 力 2.1MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度 150℃ 

揚 程 約 m 

本 体 材 料 ステンレス鋼 

 

(2) 燃料取替用水タンク  

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却設備 

・原子炉格納容器スプレ設備 

・火災防護設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様）（１号炉） 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置円筒型 

基 数 1 

容 量 約 1,720m3 

最 高 使 用 圧 力 大気圧 

最 高 使 用 温 度 95℃ 

ほ う 素 濃 度 2,600ppm以上 

材 料 ステンレス鋼 

設 置 高 さ E.L.＋17.4m 

距 離 約 58m（炉心より） 

 

(3) 内部スプレクーラ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器スプレ設備 

・火災防護設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  横置 U字管式 

基 数  2 

伝 熱 容 量  約 17MW（1基当たり） 

最 高 使 用 圧 力 

管 側  2.1MPa[gage] 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様）（１号炉） 

胴 側  0.98MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度 

管 側  150℃ 

胴 側  95℃ 

材 料 

管 側  ステンレス鋼 

胴 側  炭素鋼 

 

(4) 恒設代替低圧注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約 m3/h 

揚 程 約 m 

本 体 材 料 ステンレス鋼 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様）（１号炉） 

(5) 原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約 m3/h 

揚 程 約 m 

本 体 材 料 ステンレス鋼 

 

(6) 復水タンク  

兼用する設備は以下のとおり。 

・補給水設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置円筒型 

基 数 1 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様）（１号炉） 

容 量 約 700m3 

材 料 低炭素鋼 

設 置 高 さ E.L.＋5.2m 

距 離 約 100m（炉心より） 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様）（２号炉） 

9.7 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

9.7.2 設計方針 

１号炉の「9.7.2 設計方針」の変更に同じ。 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様）（２号炉） 

第 9.7.1表 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備（常設）の設備

仕様 

 

(1) 内部スプレポンプ  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器スプレ設備 

・火災防護設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置うず巻式 

台 数 4 

容 量 約 m3/h（1台当たり） 

最 高 使 用 圧 力 2.1MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度 150℃ 

揚 程 約 m 

本 体 材 料 ステンレス鋼 

 

(2) 燃料取替用水タンク  

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却設備 

・原子炉格納容器スプレ設備 

・火災防護設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様）（２号炉） 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置円筒型 

基 数 1 

容 量 約 1,720m3 

最 高 使 用 圧 力 大気圧 

最 高 使 用 温 度 95℃ 

ほ う 素 濃 度 2,600ppm以上 

材 料 ステンレス鋼 

設 置 高 さ E.L.＋17.4m 

距 離 約 58m（炉心より） 

 

(3) 内部スプレクーラ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器スプレ設備 

・火災防護設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 横置 U字管式 

基 数 2 

伝 熱 容 量 約 17MW（1基当たり） 

最 高 使 用 圧 力 

管 側 2.1MPa[gage] 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様）（２号炉） 

胴 側 0.98MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度 

管 側 150℃ 

胴 側 95℃ 

材 料 

管 側 ステンレス鋼 

胴 側 炭素鋼 

 

(4) 恒設代替低圧注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約 m3/h 

揚 程 約 m 

本 体 材 料 ステンレス鋼 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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設置変更許可申請書 添付八（設備仕様）（２号炉） 

(5) 原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約 m3/h 

揚 程 約 m 

本 体 材 料 ステンレス鋼 

 

(6) 復水タンク  

兼用する設備は以下のとおり。 

・補給水設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置円筒型 

基 数 1 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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設置変更許可申請書 添付八（設備仕様）（２号炉） 

容 量 約 700m3 

材 料 低炭素鋼 

設 置 高 さ E.L.＋5.2m 

距 離 約 100m（炉心より） 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様）（３・４号炉） 

 

第 9.4.2表 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（可搬型）の設備仕様 
 

(1) 窒素ボンベ（原子炉補機冷却水サージタンク加圧用） 
兼用する設備は以下のとおり。 
・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 
種 類  鋼製容器 
本 数  1（予備 1） 
容 量  約 7Nm3 
最高使用圧力  14.7MPa[gage] 
供 給 圧 力  約 0.1MPa[gage]（供給後圧力） 

 

(2) 大容量ポンプ（３号及び４号炉共用） 
兼用する設備は以下のとおり。 
・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 
・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 
・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 
・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 
・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 
・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 
型 式  うず巻式 
台 数  2※1（予備 1※1,※2） 
容 量  約 m3／h（1台当たり） 
吐 出 圧 力  約 MPa[gage] 

※1 1台で３号炉及び４号炉の同時使用が可能。 
※2 １号、２号、３号及び４号炉共用、既設。 

 

(3) 可搬式代替低圧注水ポンプ 
兼用する設備は以下のとおり。 
・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 
・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 
・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 
型 式  うず巻式 
台 数  2（予備 1※1） 
容 量  約 m3/h（1台当たり） 
揚 程  約 m 

※1 １号、２号、３号及び４号炉共用、既設。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様）（３・４号炉） 

 

(4) 電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 
兼用する設備は以下のとおり。 
・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 
・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 
・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 
台 数  2（予備 1※1） 
容 量  約 610kVA（1台当たり） 

※1 １号、２号、３号及び４号炉共用、既設。 
 

(5) 仮設組立式水槽 
兼用する設備は以下のとおり。 
・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 
・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 
・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 
型 式  組立式水槽 
基 数  2（予備 1※1） 
容 量  約 12m3（1基当たり） 
最高使用圧力  大気圧 
最高使用温度  50℃ 

※1 １号、２号、３号及び４号炉共用、既設。 
 

(6) 送水車 
兼用する設備は以下のとおり。 
・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 
・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 
・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 
・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 
・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 
型 式  水中ポンプ 
台 数  2（予備 1※1） 
容 量  約 m3/h（1台当たり） 

（仮設組立式水槽への供給時） 
吐 出 圧 力  約 MPa[gage] 

（仮設組立式水槽への供給時） 
※1 １号、２号、３号及び４号炉共用、既設。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－６ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（設備仕様）（３・４号炉） 

第 9.5.2表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（可搬型）の設備仕様 

 

(1) 窒素ボンベ（原子炉補機冷却水サージタンク加圧用） 
兼用する設備は以下のとおり。 
・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 
種 類  鋼製容器 
本 数  1（予備 1） 
容 量  約 7Nm3 

最高使用圧力  14.7MPa[gage] 
供 給 圧 力  約 0.1MPa[gage]（供給後圧力） 

 

(2) 大容量ポンプ（３号及び４号炉共用） 
兼用する設備は以下のとおり。 
・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 
・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 
・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 
・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 
・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 
・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 
型 式  うず巻式 
台 数  2※1（予備 1※1,※2） 
容 量  約 m3/h（1台当たり） 
吐 出 圧 力  約 MPa[gage] 

※1 1台で３号炉及び４号炉の同時使用が可能。 
※2 １号、２号、３号及び４号炉共用、既設。 

 

(3) 可搬式代替低圧注水ポンプ 
兼用する設備は以下のとおり。 
・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 
・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 
・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 
型 式  うず巻式 
台 数  2（予備 1※1） 
容 量  約 m3/h（1台当たり） 
揚 程  約 m 

※1 １号、２号、３号及び４号炉共用、既設。 
 

(4) 電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用） 
枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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設置変更許可申請書 添付八（設備仕様）（３・４号炉） 

兼用する設備は以下のとおり。 
・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 
・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 
・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 
台 数  2（予備 1※1） 
容 量  約 610kVA（1台当たり） 

※1 １号、２号、３号及び４号炉共用、既設。 
 

 

(5) 仮設組立式水槽 
兼用する設備は以下のとおり。 
・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 
・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 
・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 
型 式  組立式水槽 
基 数  2（予備 1※1） 
容 量  約 12m3（1基当たり） 
最高使用圧力  大気圧 
最高使用温度  50℃ 

※1 １号、２号、３号及び４号炉共用、既設。 
 

(6) 送水車 
兼用する設備は以下のとおり。 
・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 
・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 
・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 
・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 
・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 
型 式  水中ポンプ 
台 数  2（予備 1※1） 
容 量  約 m3/h（1台当たり） 

（仮設組立式水槽への供給時） 
吐 出 圧 力  約 MPa[gage] 

（仮設組立式水槽への供給時） 
※1 １号、２号、３号及び４号炉共用、既設。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－６ 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書（１号炉） 

3.5 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

3.5.1 ポンプ 

名    称 恒設代替低圧注水ポンプ 

容 量 m３/h/個 以上、 以上（ ） 

揚 程 m 以上、  以上、  以上（ ） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 2.7 

最 高 使 用 温 度 ℃ 95 

原 動 機 出 力 kW/個 160 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用す

る恒設代替低圧注水ポンプは、以下の機能を有する。 

 

恒設代替低圧注水ポンプは、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故

対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は、運転中の1次冷却材喪失事象時において、余熱除去ポンプ及び充てん／高圧注入

ポンプの故障等により炉心注水機能が喪失した場合、格納容器再循環サンプスクリーン閉塞の兆

候が見られた場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合、運転停止中に

おいて余熱除去ポンプ及び余熱除去クーラの故障等により余熱除去設備による崩壊熱除去機能が

喪失した場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合並びに全交流動力電

源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合を想定した代替炉心注水及び発電用原子炉の冷却機能

が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・

防止するための代替炉心注水として、燃料取替用水タンク又は復水タンクを水源とした恒設代替

低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系と余熱除去系間の連絡ラインを介して原子炉へ注水でき

る設計とする。 

また、炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、原子炉容器に残存溶融デブリが存在

する場合、残存溶融デブリを冷却し、原子炉格納容器の破損を防止するための代替格納容器スプ

レイとして、燃料取替用水タンク又は復水タンクを水源とする恒設代替低圧注水ポンプは、格納

容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプレイリングのスプレイノズルより注

水できる設計とする。 
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恒設代替低圧注水ポンプは、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の

収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設

には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要と

なる十分な量の水を供給するために設置する。 

系統構成は、重大事故等により、炉心注水の水源となる燃料取替用水タンクが枯渇又

は破損した場合の代替手段である恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水の水源と

して、代替水源である蒸気タービンの附属設備である復水タンク及び送水車を使用す

る。 

また、格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水タンクが枯渇又は破損した場合の

代替手段である原子炉下部キャビティ注水ポンプ又は恒設代替低圧注水ポンプによる代

替格納容器スプレイの水源として、代替水源である蒸気タービンの附属設備である復水

タンク及び送水車を使用する。 

また、恒設代替低圧注水ポンプは、原子炉又は原子炉格納容器へ水を注水する設計と

する。 

また、重大事故等により、炉心注水及び格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水

タンクが枯渇した場合の復水タンクから燃料取替用水タンクへの補給として、復水タン

クは、復水タンクから燃料取替用水タンクへの移送ライン（内部スプレポンプテストラ

イン）により、恒設代替低圧注水ポンプ又は原子炉下部キャビティ注水ポンプにて燃料

取替用水タンクへ補給できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する恒

設代替低圧注水ポンプは、以下の機能を有する。 

 

恒設代替低圧注水ポンプは、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却

機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下させるために設置する。 

また、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために設置

する。 

これらの系統構成は、1次冷却材喪失事象時において、内部スプレポンプ及び燃料取

替用水タンクの故障等により原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合、全交流動力

電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合又はそれらにより炉心の著しい損傷が発生 
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した場合の代替格納容器スプレイとして、燃料取替用水タンク又は復水タンクを水源と

する恒設代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内上部に

あるスプレイリングのスプレイノズルより原子炉格納容器内にスプレイできる設計とす

る。 

 

恒設代替低圧注水ポンプは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は、代替格納容器スプレイとして、燃料取替用水タンク又は復水タンクを水源

とする恒設代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内上部

にあるスプレイリングのスプレイノズルより原子炉格納容器内にスプレイできる設計とす

る。 

 

恒設代替低圧注水ポンプは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために設置

する。 

系統構成は、原子炉下部キャビティ直接注水及び代替格納容器スプレイによる原子炉下

部キャビティ注水として、燃料取替用水タンク又は復水タンクを水源とする恒設代替低圧

注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプレイリン

グのスプレイノズルより注水し、代替格納容器スプレイ水が原子炉格納容器とフロア最外

周部間の隙間等を通じ、原子炉格納容器最下階フロアまで流下し、さらに連通管を経由し

て原子炉下部キャビティへ流入することで、原子炉下部キャビティ注水ポンプによる原子

炉下部キャビティ直接注水とあわせて原子炉下部キャビティに十分な水量を蓄水できる設

計とする。 

 

恒設代替低圧注水ポンプは、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設に

は、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を供給するために設置する。 

系統構成は、重大事故等により、格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水タンクが

枯渇又は破損した場合の代替手段である原子炉下部キャビティ注水ポンプ又は恒設代替低

圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイの水源として、代替水源である蒸気タービンの

附属設備である復水タンク及び送水車を使用する。 

また、恒設代替低圧注水ポンプは、原子炉又は原子炉格納容器へ水を注水する設計と 
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する。 

また、重大事故等により、格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水タンクが枯

渇した場合の復水タンクから燃料取替用水タンクへの供給として、復水タンクは、復

水タンクから燃料取替用水タンクへの移送ライン（内部スプレポンプテストライン）

により、恒設代替低圧注水ポンプ又は原子炉下部キャビティ注水ポンプにて燃料取替

用水タンクへ供給できる設計とする。 

 

恒設代替低圧注水ポンプの設置個数は、1個とする。 

 

1. 容量 

1.1 原子炉に注水する場合の容量  m３/h/個以上 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用す

る恒設代替低圧注水ポンプの容量は、炉心の著しい損傷の防止の重要事故シーケンス

のうち、中破断LOCA時に高圧注入機能が喪失する事故のうち破断口が小さい場合におい

て、1次冷却材の保有水量を確保し、蒸気発生器において2次冷却材との熱交換を行い、

主蒸気逃がし弁を開として2次系強制冷却を行うことで炉心崩壊熱を除去する場合に、

必要となる原子炉への注水流量が m3/hのため、これを上回る容量として m3/h/個以上

とする。 

 

1.2 原子炉格納容器内にスプレイする場合の容量  m３/h/個以上 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備又は、原子炉冷却系統施設の

うち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として代替格納容器スプレイ時に使用す

る恒設代替低圧注水ポンプの容量は、原子炉格納容器の破損の防止の重要事故シーケン

スのうち、大破断LOCA+非常用炉心冷却設備注水失敗+格納容器スプレイ失敗事象などの

格納容器過圧破損事象や、全交流動力電源喪失+補助給水機能喪失などの格納容器過温破

損事象などにおいて、燃料取替用水タンク又は復水タンクから、ほう酸水、淡水又は海

水を原子炉格納容器内にスプレイし、原子炉格納容器内の放射性物質を低下させ、原子

炉格納容器内の圧力を最高使用圧力近傍で維持するために必要な容量を基に設定する。 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する恒設代替低圧

注水ポンプの容量は、原子炉格納容器内の放射性物質を低下させるために、エアロゾル

の除去効果が確認されているスプレイ液滴径を満足する m３/h/個以上とする。また、

格納容器過温破損事象において m3/hの流量にて評価した結果、原子炉格納容器内の最

高圧力が0.305MPa(gage)となり、原子炉格納容器内の最高温度が138℃となることか 
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ら、原子炉設置変更許可申請書添付書類十において、代替最終ヒートシンクによる格納容器の除

熱手段確立までの間、原子炉格納容器内の放射性物質を低下させ、原子炉格納容器内の圧力を原

子炉格納容器の最高使用圧力近傍で維持することが可能である流量 m3/h以上を当該ポンプの容

量とする。 

 

公称値については、要求される容量と同じ m３/h/個とする。 

 

1.3 復水タンクの水を燃料取替用水タンクに供給する場合の容量  m３/h/個以上 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備又は、原子炉格納施設の

うち圧力低減設備その他の安全設備として使用する恒設代替低圧注水ポンプの容量は、送水車に

よる復水タンクへの補給流量として設定している m3/h/個以上とする。 

 

公称値については、要求される容量と同じ m３/h/個とする。 

 

2. 揚程 

2.1 原子炉に注水する場合の揚程  m以上 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として炉心注水時に使用

する恒設代替低圧注水ポンプの揚程は、ほう酸水及び淡水を原子炉に注水する場合の水源と移送

先の圧力差、静水頭、機器圧損、配管及び弁類圧損を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差  約  m 

静水頭 約  m 

機器圧損 約  m 

配管及び弁類圧損 約  m 

合計 約  m 

 

以上より、原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用す

る恒設代替低圧注水ポンプの揚程は、 m以上とする。 

 

2.2 原子炉格納容器内にスプレイする場合の揚程  m以上 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備又は、原子炉格納施設の

うち圧力低減設備その他の安全設備として代替格納容器スプレイ時に使用する 
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恒設代替低圧注水ポンプの揚程は、ほう酸水及び淡水を原子炉格納容器内にスプレイする場合

の水源と移送先の圧力差、静水頭、機器圧損、配管及び弁類圧損を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差 約  m 

静水頭 約  m 

機器圧損 約  m 

配管及び弁類圧損 約  m 

合計 約  m 

 

以上より、原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備又は、原子炉

格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する恒設代替低圧注水ポンプの揚程は 

 m以上とする。 

 

2.3 復水タンクの水を燃料取替用水タンクに供給する場合の揚程  m以上 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備又は、原子炉格納施設の

うち圧力低減設備その他の安全設備として使用する恒設代替低圧注水ポンプの揚程は、復水タン

クの水を燃料取替用水タンクに供給する場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、機器圧損、配管

及び弁類圧損を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約  m 

静水頭 約  m 

機器圧損 約  m 

配管及び弁類圧損 約  m 

合計 約  m 

 

以上より、原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備又は、原子炉

格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する恒設代替低圧注水ポンプの揚程

は、 m以上とする。 

 

公称値については、要求される最大揚程 mを上回る mとする。 
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名    称 原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

容 量 m３/h/個   以上（ ） 

揚 程 m   以上、  以上、  以上（ ） 

最高使用圧力 MPa 2.7 

最高使用温度 ℃ 95 

原 動 機 出 力 kW/個 160 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使

用する原子炉下部キャビティ注水ポンプは、以下の機能を有する。 

 

原子炉下部キャビティ注水ポンプは、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は、炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、原子炉容器に残存溶融デ

ブリが存在する場合、残存溶融デブリを冷却し、原子炉格納容器の破損を防止するための代

替格納容器スプレイとして、燃料取替用水タンク又は復水タンクを水源とする原子炉下部キ

ャビティ注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプレ

イリングのスプレイノズルより注水できる設計とする。 

 

原子炉下部キャビティ注水ポンプは、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設

には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を供給するために設置する。 

系統構成は、重大事故等により、格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水タンクが枯

渇又は破損した場合の代替手段である原子炉下部キャビティ注水ポンプ又は恒設代替低圧注

水ポンプによる代替格納容器スプレイの水源として、代替水源である蒸気タービンの附属設

備である復水タンク及び送水車を使用する。 

原子炉下部キャビティ注水ポンプは原子炉格納容器へ水を注水する設計とする。 

また、重大事故等により、炉心注水及び格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水タンク

が枯渇した場合の復水タンクから燃料取替用水タンクへの補給として、復水タンクは、復水タ

ンクから燃料取替用水タンクへの移送ライン（内部スプレポンプテストライ 
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2.4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

2.4.1 ポンプ 

名    称 送水車 

容 量 m３/h/個 

使用済燃料ピットへのスプレイ時以外 

  以上、  以上（ ） 

使用済燃料ピットへのスプレイ時 

  以上（ ） 

吐 出 圧 力 MPa 

使用済燃料ピットへのスプレイ時以外 

 以上、 以上、 以上（ ） 

使用済燃料ピットへのスプレイ時 

 以上（ ） 

最 高 使 用圧 力 MPa 1.3 

最 高 使 用温 度 ℃ 40 

個 数 － 2 

原 動 機 出 力 kW/個 147 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備とし

て使用する送水車は、以下の機能を有する。 

 

送水車は、使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料ピットから

の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が低下した場合において使用済

燃料ピット内の燃料体又は使用済燃料を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために

設置する。 

また、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料ピット

の水位が異常に低下した場合において使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩

和し、及び臨界を防止するために設置する。 

これらの系統構成は、可搬型代替注水設備としては、送水車により、可搬式ホースを介し

て燃料ピットへ海水を注水できる設計とする。 

また、可搬型スプレイ設備としては、送水車により、可搬型ホース及びスプレイヘッダを

介して海水を使用済燃料ピットへスプレイできる設計とする。 

 

送水車は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷

に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために設置する。 

 （中略） 
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送水車の保有数量は、2セット2台、故障時による待機除外時のバックアップ用として1台の合

計3台（１・２号機共用の予備1台含む）を分散して保管する。 

 

想定する重大事故等時におけるa～eの機能について、送水車によって使用することが想定さ

れる組み合わせは以下の①～④に区分される。 

a.使用済燃料ピットへの注水 

b.使用済燃料ピットへのスプレイ及び、原子炉補助建屋への放水 

c.格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給 

d.炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給 

e.蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給 

 

① c.格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給 

＋a.使用済燃料ピットへの注水 

恒設代替低圧注水ポンプにより代替格納容器スプレイするために海水を復水タンクへ補給す

るとともに、可搬型ホースを分岐して使用済燃料ピットへの注水を実施する。または復水タ

ンクから燃料取替用水タンクへ水移送するために必要な海水を復水タンクへ補給するととも

に、可搬型ホースを分岐して使用済燃料ピットへの注水を実施する。 

 

② d.炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給＋a.使用済燃料ピットへの注水 

恒設代替低圧注水ポンプにより代替炉心注水するために必要な海水を復水タンクへ補給する

とともに、可搬型ホースを分岐して使用済燃料ピットへの注水を実施する。または可搬式代

替低圧注水ポンプにより代替炉心注水するために必要な海水を仮設組立式水槽へ補給すると

ともに、可搬型ホースを分岐して使用済燃料ピットへの注水を実施する。 

 

③ e.蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給＋a.使用済燃料ピットへの注水 

２次系からの炉心冷却として蒸気発生器への給水に必要な海水を復水タンクへ補給するとと

もに、可搬型ホースを分岐して使用済燃料ピットへの注水を実施する。 

 

④ b.使用済燃料ピットへのスプレイ（注2） 

使用済燃料ピットへのスプレイに同時使用の組み合わせは無く、単体で実施する。 
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1. 容量 

送水車の容量は、以下の重大事故等時におけるa～eの機能を果たすことができる容量を基に

前述の①～④の使用組み合わせを考慮して設定している。 

 

 a．使用済燃料ピットへの注水  m3/h以上 

使用済燃料ピットへの注水容量の最大値については、重大事故等対策有効性評価の中で、使

用済燃料ピット冷却系及び補給水系の故障時の、最大必要容量で m3/hを設定しており、解析

の結果、使用済燃料ピット内の燃料集合体の崩壊熱を除去できることが確認できていることか

ら、これを上回る容量として m3/h以上とする。 

 

ｂ．使用済燃料ピットへのスプレイ（注2）  m3/h以上 

使用済燃料ピットへのスプレイ容量については、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えい

その他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が異常に低下した場合において、スプレイヘ

ッダにて、使用済燃料ピット全体にスプレイすることにより使用済燃料ピット内の燃料体等の

著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止できることを添付資料21「使用済燃料貯蔵槽の冷

却能力に関する説明書」にて確認しており、そのときの容量である m3/h以上とする。なお、

原子炉補助建屋への放水については使用済燃料ピットへのスプレイと同じ使い方であることか

ら容量を同じ m3/h以上とする。 

 

c．格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給  

 m3/h以上 

原子炉格納容器内のスプレイ容量については、重大事故対策有効性評価において、代替最終

ヒートシンクによる格納容器の除熱手段確立までの間、原子炉格納容器内の圧力を原子炉格納

容器の最高使用圧力近傍で維持することが可能である流量 m3/h以上とする。 

 

ｄ．炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給  m3/h以上 

原子炉への注水容量については、重大事故等対策有効性評価の中で、LOCA(2インチ破断)＋

ECCS注入失敗時の最大必要容量で m3/hを上回る m3/hである。 

 

ｅ．蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給  m3/h以上 

全交流電源喪失＋RCPシールLOCA時に必要となる復水タンクへの注水容量については、ストレ

ステスト報告書および審査資料の中において、復水タンク水の枯渇後の崩壊熱に応じた水量と

して最大 m3/hを設定しており、解析の結果、蒸気発生器による炉心冷却の健 
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全性は確保されることが確認できていることから m3/h以上とする。 

 

送水車は以上のa.～e.の機能を同時に実施することが想定される①～④の全ての組み合わせ

に対して、必要な性能を有するものとして、以下のとおりとする。 

 

第１表 送水車の必要容量 

項

目 
機能 

必要な容量 

（m3/h） 

送水車に必要な 

容量（m3/h） 

① 

c．格納容器スプレイ時又は 

  燃料取替用水タンク水移送時の 

復水タンクへの補給 

 . 
 . 

a．使用済燃料ピットへの注水  . 

② 

d．炉心注水時の復水タンク又は 

  仮設組立式水槽への補給 
 . 

 . 

a．使用済燃料ピットへの注水  . 

③ 

e.蒸気発生器への給水時の復水タンク 

への補給 
 . 

 . 

a．使用済燃料ピットへの注水  . 

④ b．使用済燃料ピットへのスプレイ（注2）  .  . 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピッ

トへの注水）として使用する送水車にはａ.の機能が要求されており、同時に使用することを想

定した場合に最大の容量となる組合せである①のc.＋ａ.を上回る容量として、 m3/h/個とす

る。 

 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する送水車

にはb.及びc.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の容量とな

る組合せである①のc.＋a.を上回る容量として、 m3/h/個とする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備として使用する送水車には、e.の機能が要

求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の容量となる組合せである③のe.＋a.

を上回る容量として、 m3/h/個とする。 
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原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他安全設備として使用する送水車には、c.の機能が要

求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の容量となる組合せである①のc.＋a.

を上回る容量として、 m3/h/個とする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピット

へスプレイ）として使用する送水車にはe.の機能が要求されており、④のb.を上回る容量とし

て、 m3/h/個とする。 

 

なお、公称値については、使用済燃料ピットへのスプレイ以外で使用する場合は送水車に要求

される最大容量 m3/h/個を上回る m3/h/個とする。また、使用済燃料ピットへのスプレイで使

用する場合は、送水車に要求される最大容量 m3/h/個を上回る m3/h/個とする。 

 

2. 吐出圧力 

送水車の吐出圧力は、下記のa.～e.の機能を果たすことができる吐出圧力を基に、同時に実施

することが想定される組合せを考慮して設定している。 

 

 

a．使用済燃料ピットへの注水  

送水車の吐出圧力は使用済燃料ピットへ注水する流量 m3/hを確保する場合の水源と移送

先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

・蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給と同時使用の場合 

 約 MPa以上 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa 

合 計 約 MPa 
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    ・炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給と同時使用の場合 

 約 MPa以上 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa 

合 計 約 MPa 

     

 ・格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給と同時

使用の場合                      約 MPa以上 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa 

合 計 約 MPa 

 

b．使用済燃料ピットへのスプレイ（注2） 約 MPa以上 

送水車の吐出圧力は、海水を使用済燃料ピットへスプレイする場合の水源と移送先の圧力

差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差  約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa 

合 計 約 MPa 

 

 

c．格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給 

  約 MPa以上 

    

送水車の吐出圧力は、格納容器スプレイ時に復水タンクへ m3/hの海水を供給する場

合の水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失    

約 MPa 

約 MPa 

合 計 約 MPa 
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d．炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給 約 MPa以上 

送水車の吐出圧力は、代替炉心注水時に仮設組立式水槽へ m3/hの海水を供給する場合の

水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa 

合 計 約 MPa 

 

e．蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給 約 MPa以上 

送水車の吐出圧力は、蒸気発生器への給水時に復水タンクへ m3/hの海水を補給する場合

の水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa 

合 計 約 MPa 

 

送水車は、以上のa.～e.の機能を同時に実施することが想定される①～④の全てに対して、必

要な性能を有するものとして、以下のとおりとする。 

 

第２表 送水車の吐出圧力 

項

目 
機能 

必要な吐出圧力 

（MPa） 

送水車に必要な 

吐出圧力（MPa） 

① 

c．格納容器スプレイ時又は 

  燃料取替用水タンク水移送時の 

復水タンクへの補給 

 . 
 . 

a．使用済燃料ピットへの注水  . 

② 

d．炉心注水時の復水タンク又は 

  仮設組立式水槽への補給 
 . 

 . 

a．使用済燃料ピットへの注水  . 

③ 

e．蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補

給 
 . 

 . 

a．使用済燃料ピットへの注水  . 

④ b．使用済燃料ピットへのスプレイ（注2）  .  . 
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核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピッ

トへの注水）として使用する送水車にはａ.の機能が要求されており、同時に使用することを想

定した場合に最大の圧力となる組合せである②のd.＋a.を上回る圧力として、 MPa とする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する送水車

にはｃ.及びｄ.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の圧力と

なる組合せである②のd.＋a.を上回る圧力として、 MPaとする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備として使用する送水車には、e.の機能が要

求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の圧力となる組合せである③のe.＋a.

を上回る圧力として、 MPaとする。 

 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他安全設備として使用する送水車には、c.の機能が要

求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の圧力となる組合せである①のc.＋a.

を上回る圧力として、 MPaとする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピット

へのスプレイ（注2））として使用する送水車にはｂ.の機能が要求されており、④のｂ.を上回る圧

力として、 MPaとする。 

 

なお、公称値については、使用済燃料ピットへのスプレイ（注2）以外で使用する場合は、送水

車に要求される最大圧力 MPa以上を上回る MPaとする。また、使用済燃料ピットへのスプレ

イ（注2）で使用する場合は、送水車に要求される最大圧力 MPaを上回る MPaとする。 
 

3. 最高使用圧力 

送水車の最大必要吐出圧力は MPaであり、消防法に適合した使用圧力2.6MPa以下の 

1.3MPaを最高使用圧力とする。 

 

4. 最高使用温度 

送水車を重大事故等時において使用する場合の温度は、水源である海水の温度 (注3)が40℃を下

回るため40℃とする。 
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5. 個数 

送水車（原動機含む）は、可搬型代替注水設備として注水ラインを介して使用済燃料ピット

へ海水を注水するため等に必要な個数として2個保管する。 

送水車（原動機含む）の保有数は、必要な個数を2セット2個を分散して保管する。 

 

6. 原動機出力 

送水車の原動機出力は、消防法に適合したポンプを配備することから、そのポンプの原動機出

力が147kW以上であり、原動機出力を147kWとする。 

 

（注1） 復水タンクに補給した水は、蒸気発生器への給水、炉心注水、格納容器スプレイ又は燃

料取替用水タンクへの水移送に用いる。 

 

（注2） 屋外からの原子炉補助建屋への放水についても同じ設計とする。 

 

（注3） 海水の温度は、外気の温度である原子炉設置変更許可申請書添付書類六に示す高浜発電

所における最高の月平均気温である8月の約30.9℃（舞鶴特別地域気象観測所30.6℃、敦

賀特別地域気象観測所30.9℃）を下回る。 
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3.5 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

3.5.1 ポンプ 

名    称 恒設代替低圧注水ポンプ 

容 量 m３/h/個  以上、 以上（ ） 

揚 程 m   以上、  以上、  以上（ ） 

最高使用圧力 MPa 2.7 

最高使用温度 ℃ 95 

原 動 機 出 力 kW/個 160 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使

用する恒設代替低圧注水ポンプは、以下の機能を有する。 

 

恒設代替低圧注水ポンプは、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は、運転中の１次冷却材喪失事象時において、余熱除去ポンプ及び充てん／高圧

注入ポンプの故障等により炉心注水機能が喪失した場合、格納容器再循環サンプスクリーン

閉塞の兆候が見られた場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合、

運転停止中において余熱除去ポンプ及び余熱除去クーラの故障等により余熱除去設備による

崩壊熱除去機能が喪失した場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場

合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合を想定した代替炉心注水及

び発電用原子炉の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための代替炉心注水として、燃料取替用水タンク又

は復水タンクを水源とした恒設代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系と余熱除去系間

の連絡ラインを介して原子炉へ注水できる設計とする。 

また、炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、原子炉容器に残存溶融デブリが

存在する場合、残存溶融デブリを冷却し、原子炉格納容器の破損を防止するための代替格納

容器スプレイとして、燃料取替用水タンク又は復水タンクを水源とする恒設代替低圧注水ポ

ンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプレイリングのスプ

レイノズルより注水できる設計とする。 
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恒設代替低圧注水ポンプは、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等

の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉

施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に

必要となる十分な量の水を供給するために設置する。 

系統構成は、重大事故等により、炉心注水の水源となる燃料取替用水タンクが枯渇

又は破損した場合の代替手段である恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水の水

源として、代替水源である蒸気タービンの附属設備である復水タンク及び送水車を使

用する。 

また、格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水タンクが枯渇又は破損した場合

の代替手段である原子炉下部キャビティ注水ポンプ又は恒設代替低圧注水ポンプによ

る代替格納容器スプレイの水源として、代替水源である蒸気タービンの附属設備であ

る復水タンク及び送水車を使用する。 

また、恒設代替低圧注水ポンプは、原子炉又は原子炉格納容器へ水を注水する設計

とする。 

また、重大事故等により、炉心注水及び格納容器スプレイの水源となる燃料取替用

水タンクが枯渇した場合の復水タンクから燃料取替用水タンクへの補給として、復水

タンクは、復水タンクから燃料取替用水タンクへの移送ライン（内部スプレポンプテ

ストライン）により、恒設代替低圧注水ポンプ又は原子炉下部キャビティ注水ポンプ

にて燃料取替用水タンクへ補給できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する恒

設代替低圧注水ポンプは、以下の機能を有する。 

 

恒設代替低圧注水ポンプは、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却

機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下させるために設置する。 

また、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために設置

する。 

これらの系統構成は、１次冷却材喪失事象時において、内部スプレポンプ及び燃料取

替用水タンクの故障等により原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合、全交流動力

電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合又はそれらにより炉心の著しい損傷が発生 

  
- T2-添4-1-3 -118 - 

補(2)-472



表 85－６ 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書（２号炉） 

した場合の代替格納容器スプレイとして、燃料取替用水タンク又は復水タンクを水源

とする恒設代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内上

部にあるスプレイリングのスプレイノズルより原子炉格納容器内にスプレイできる設計

とする。 

 

恒設代替低圧注水ポンプは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は、代替格納容器スプレイとして、燃料取替用水タンク又は復水タンクを水

源とする恒設代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内

上部にあるスプレイリングのスプレイノズルより原子炉格納容器内にスプレイできる設

計とする。 

 

恒設代替低圧注水ポンプは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

の破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために

設置する。 

系統構成は、原子炉下部キャビティ直接注水及び代替格納容器スプレイによる原子炉

下部キャビティ注水として、燃料取替用水タンク又は復水タンクを水源とする恒設代替

低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプレ

イリングのスプレイノズルより注水し、代替格納容器スプレイ水が原子炉格納容器とフ

ロア最外周部間の隙間等を通じ、原子炉格納容器最下階フロアまで流下し、さらに連通

管を経由して原子炉下部キャビティへ流入することで、原子炉下部キャビティ注水ポン

プによる原子炉下部キャビティ直接注水とあわせて原子炉下部キャビティに十分な水量

を蓄水できる設計とする。 

 

恒設代替低圧注水ポンプは、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の

収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設

には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要と

なる十分な量の水を供給するために設置する。 

系統構成は、重大事故等により、格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水タンク

が枯渇又は破損した場合の代替手段である原子炉下部キャビティ注水ポンプ又は恒設代

替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイの水源として、代替水源である蒸気ター

ビンの附属設備である復水タンク及び送水車を使用する。 

また、恒設代替低圧注水ポンプは、原子炉又は原子炉格納容器へ水を注水する設計と 
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する。 

また、重大事故等により、格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水タンクが枯

渇した場合の復水タンクから燃料取替用水タンクへの供給として、復水タンクは、復

水タンクから燃料取替用水タンクへの移送ライン（内部スプレポンプテストライン）

により、恒設代替低圧注水ポンプ又は原子炉下部キャビティ注水ポンプにて燃料取替

用水タンクへ供給できる設計とする。 

 

恒設代替低圧注水ポンプの設置個数は、1個とする。 

 

1. 容量 

1.1 原子炉に注水する場合の容量  m３/h/個以上 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用す

る恒設代替低圧注水ポンプの容量は、炉心の著しい損傷の防止の重要事故シーケンス

のうち、中破断LOCA時に高圧注入機能が喪失する事故のうち破断口が小さい場合におい

て、1次冷却材の保有水量を確保し、蒸気発生器において2次冷却材との熱交換を行い、

主蒸気逃がし弁を開として2次系強制冷却を行うことで炉心崩壊熱を除去する場合に、

必要となる原子炉への注水流量が m3/hのため、これを上回る容量として m3/h/個以上

とする。 

 

1.2 原子炉格納容器内にスプレイする場合の容量  m３/h/個以上 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備又は、原子炉冷却系統施設の

うち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として代替格納容器スプレイ時に使用

する恒設代替低圧注水ポンプの容量は、原子炉格納容器の破損の防止の重要事故シー

ケンスのうち、大破断LOCA+非常用炉心冷却設備注水失敗+格納容器スプレイ失敗事象な

どの格納容器過圧破損事象や、全交流動力電源喪失+補助給水機能喪失などの格納容器

過温破損事象などにおいて、燃料取替用水タンク又は復水タンクから、ほう酸水、淡

水又は海水を原子炉格納容器内にスプレイし、原子炉格納容器内の放射性物質を低下

させ、原子炉格納容器内の圧力を最高使用圧力近傍で維持するために必要な容量を基

に設定する。 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する恒設代替低圧

注水ポンプの容量は、原子炉格納容器内の放射性物質を低下させるために、エアロゾ

ルの除去効果が確認されているスプレイ液滴径を満足する m３/h/個以上とする。ま

た、格納容器加温破損事象において m3/hの流量にて評価した結果、原子炉格納容器内

の最高圧力が0.305MPa（gage）となり、原子炉格納容器内の最高温度が138℃となること 
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から、原子炉設置変更許可申請書添付書類十において、代替最終ヒートシンクによる格

納容器の除熱手段確立までの間、原子炉格納容器内の放射性物質を低下させ、原子炉格

納容器内の圧力を原子炉格納容器の最高使用圧力近傍で維持することが可能である流量 

 m3/h以上を当該ポンプの容量とする。 

 

公称値については、要求される容量と同じ m３/h/個とする。 

 

1.3 復水タンクの水を燃料取替用水タンクに供給する場合の容量  m３/h/個以上 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備又は、原子炉格

納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する恒設代替低圧注水ポンプの

容量は、送水車による復水タンクへの補給流量として設定している m3/h/個以上とす

る。 

 

公称値については、要求される容量と同じ m３/h/個とする。 

 

2. 揚程 

2.1 原子炉に注水する場合の揚程  m以上 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として炉心注水

時に使用する恒設代替低圧注水ポンプの揚程は、ほう酸水及び淡水を原子炉に注水する

場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、機器圧損、配管及び弁類圧損を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差  約 m 

静水頭 約 m 

機器圧損 約 m 

配管及び弁類圧損 約 m 

合計 約 m 

 

以上より、原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備とし

て使用する恒設代替低圧注水ポンプの揚程は、 m以上とする。 

 

2.2 原子炉格納容器内にスプレイする場合の揚程  m以上 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備又は、原子炉格

納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として代替格納容器スプレイ時に使用する 
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恒設代替低圧注水ポンプの揚程は、ほう酸水及び淡水を原子炉格納容器内にスプレイ

する場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、機器圧損、配管及び弁類圧損を基に設定す

る。 

水源と移送先の圧力差 約 m 

静水頭 約 m 

機器圧損 約 m 

配管及び弁類圧損 約 m 

合計 約 m 

 

以上より、原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備又

は、原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する恒設代替低圧

注水ポンプの揚程は m以上とする。 

 

2.3 復水タンクの水を燃料取替用水タンクに供給する場合の揚程  m以上 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備又は、原子炉格

納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する恒設代替低圧注水ポンプの

揚程は、復水タンクの水を燃料取替用水タンクに供給する場合の水源と移送先の圧力

差、静水頭、機器圧損、配管及び弁類圧損を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約 m 

静水頭 約 m 

機器圧損 約 m 

配管及び弁類圧損 約 m 

合計 約 m 

 

以上より、原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備又

は、原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する恒設代替低圧

注水ポンプの揚程は、 m以上とする。 

 

公称値については、要求される最大揚程 mを上回る mとする。 
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名    称 原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

容 量 m３/h/個   以上（ ） 

揚 程 m   以上、  以上、  以上（ ） 

最高使用圧力 MPa 2.7 

最高使用温度 ℃ 95 

原 動 機 出 力 kW/個 160 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使

用する原子炉下部キャビティ注水ポンプは、以下の機能を有する。 

 

原子炉下部キャビティ注水ポンプは、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は、炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、原子炉容器に残存溶融デ

ブリが存在する場合、残存溶融デブリを冷却し、原子炉格納容器の破損を防止するための代

替格納容器スプレイとして、燃料取替用水タンク又は復水タンクを水源とする原子炉下部キ

ャビティ注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプレ

イリングのスプレイノズルより注水できる設計とする。 

 

原子炉下部キャビティ注水ポンプは、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設

には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を供給するために設置する。 

系統構成は、重大事故等により、格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水タンクが枯

渇又は破損した場合の代替手段である原子炉下部キャビティ注水ポンプ又は恒設代替低圧注

水ポンプによる代替格納容器スプレイの水源として、代替水源である蒸気タービンの附属設

備である復水タンク及び送水車を使用する。 

原子炉下部キャビティ注水ポンプは原子炉格納容器へ水を注水する設計とする。 

また、重大事故等により、炉心注水及び格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水タン

クが枯渇した場合の復水タンクから燃料取替用水タンクへの補給として、復水タンクは、復

水タンクから燃料取替用水タンクへの移送ライン（内部スプレポンプテストラ 
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2.4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

2.4.1 ポンプ 

名    称 送水車 

容 量 m３/h/個 

使用済燃料ピットへのスプレイ時以外 

  以上，  以上（ ） 

使用済燃料ピットへのスプレイ時 

  以上（ ） 

吐 出 圧 力 MPa 

使用済燃料ピットへのスプレイ時以外  

 以上， 以上， 以上（ ） 

使用済燃料ピットへのスプレイ時 

 以上（ ） 

最 高 使 用圧 力 MPa 1.3 

最 高 使 用温 度 ℃ 40 

個 数 － 2 

原 動 機 出 力 kW/個 147 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備とし

て使用する送水車は、以下の機能を有する。 

 

送水車は、使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料ピットから

の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が低下した場合において使用済

燃料ピット内の燃料体又は使用済燃料を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために

設置する。 

また、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料ピット

の水位が異常に低下した場合において使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩

和し、及び臨界を防止するために設置する。 

これらの系統構成は、可搬型代替注水設備としては、送水車により、可搬式ホースを介し

て燃料ピットへ海水を注水できる設計とする。 

また、可搬型スプレイ設備としては、送水車により、可搬型ホース及びスプレイヘッダを

介して海水を使用済燃料ピットへスプレイできる設計とする。 

 

送水車は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷

に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために設置する。 

（中略） 
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ク（注1）へ水を補給できる設計とする。 

 

想定する重大事故等時におけるa～eの機能について、送水車によって使用することが想定さ

れる組み合わせは以下の①～④に区分される。 

a.使用済燃料ピットへの注水 

b.使用済燃料ピットへのスプレイ及び、原子炉補助建屋への放水 

c.格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給 

d.炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給 

e.蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給 

 

① c.格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給 

＋a.使用済燃料ピットへの注水 

恒設代替低圧注水ポンプにより代替格納容器スプレイするために海水を復水タンクへ補給す

るとともに、可搬型ホースを分岐して使用済燃料ピットへの注水を実施する。または復水タ

ンクから燃料取替用水タンクへ水移送するために必要な海水を復水タンクへ補給するととも

に、可搬型ホースを分岐して使用済燃料ピットへの注水を実施する。 

 

② d.炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給＋a.使用済燃料ピットへの注水 

恒設代替低圧注水ポンプにより代替炉心注水するために必要な海水を復水タンクへ補給する

とともに、可搬型ホースを分岐して使用済燃料ピットへの注水を実施する。または可搬式代

替低圧注水ポンプにより代替炉心注水するために必要な海水を仮設組立式水槽へ補給すると

ともに、可搬型ホースを分岐して使用済燃料ピットへの注水を実施する。 

 

③ e.蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給＋a.使用済燃料ピットへの注水 

２次系からの炉心冷却として蒸気発生器への給水に必要な海水を復水タンクへ補給するとと

もに、可搬型ホースを分岐して使用済燃料ピットへの注水を実施する。 

 

④ b.使用済燃料ピットへのスプレイ（注2） 

使用済燃料ピットへのスプレイに同時使用の組み合わせは無く、単体で実施する。 

 

1. 容量 

送水車の容量は、以下の重大事故等時におけるa～eの機能を果たすことができる容量を 
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基に前述の①～④の使用組み合わせを考慮して設定している。 

 

 a．使用済燃料ピットへの注水  m3/h以上 

使用済燃料ピットへの注水容量の最大値については、重大事故等対策有効性評価の中で、使

用済燃料ピット冷却系及び補給水系の故障時の、最大必要容量で m3/hを設定しており、解析

の結果、使用済燃料ピット内の燃料集合体の崩壊熱を除去できることが確認できていることか

ら、これを上回る容量として m3/h以上とする。 

 

ｂ．使用済燃料ピットへのスプレイ（注2）  m3/h以上 

使用済燃料ピットへのスプレイ容量については、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えい

その他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が異常に低下した場合において、スプレイヘ

ッダにて、使用済燃料ピット全体にスプレイすることにより使用済燃料ピット内の燃料体等の

著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止できることを添付資料21「使用済燃料貯蔵槽の冷

却能力に関する説明書」にて確認しており、そのときの容量である m3/h以上とする。なお、

原子炉補助建屋への放水については使用済燃料ピットへのスプレイと同じ使い方であることか

ら容量を同じ m3/h以上とする。 

 

c．格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給  

 m3/h以上 

原子炉格納容器内のスプレイ容量については、重大事故対策有効性評価において、代替最終

ヒートシンクによる格納容器の除熱手段確立までの間、原子炉格納容器内の圧力を原子炉格納

容器の最高使用圧力近傍で維持することが可能である流量 m3/h以上とする。 

 

ｄ．炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給  m3/h以上 

原子炉への注水容量については、重大事故等対策有効性評価の中で、LOCA(2インチ破断)＋

ECCS注入失敗時の最大必要容量で m3/hを上回る m3/hである。 

 

ｅ．蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給  m3/h以上 

全交流電源喪失＋RCPシールLOCA時に必要となる復水タンクへの注水容量については、ストレ

ステスト報告書および審査資料の中において、復水タンク水の枯渇後の崩壊熱に応じた水量と

して最大 m3/hを設定しており、解析の結果、蒸気発生器による炉心冷却の健全性は確保され

ることが確認できていることから m3/h以上とする。 
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送水車は以上のa.～e.の機能を同時に実施することが想定される①～④の全ての組み合わせ

に対して、必要な性能を有するものとして、以下のとおりとする。 

 

第１表 送水車の必要容量 

項

目 
機能 

必要な容量 

（m3/h） 

送水車に必要な 

容量（m3/h） 

① 

c．格納容器スプレイ時又は 

  燃料取替用水タンク水移送時の 

復水タンクへの補給 

 . 
 . 

a．使用済燃料ピットへの注水  . 

② 

d．炉心注水時の復水タンク又は 

  仮設組立式水槽への補給 
 . 

 . 

a．使用済燃料ピットへの注水  . 

③ 

e.蒸気発生器への給水時の復水タンク 

への補給 
 . 

 . 

a．使用済燃料ピットへの注水  . 

④ b．使用済燃料ピットへのスプレイ（注2）  .  . 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピッ

トへの注水）として使用する送水車にはａ.の機能が要求されており、同時に使用することを想

定した場合に最大の容量となる組合せである①のc.＋ａ.を上回る容量として、 m3/h/個とす

る。 

 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する送水車

にはb.及びc.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の容量とな

る組合せである①のc.＋a.を上回る容量として、 m3/h/個とする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備として使用する送水車には、e.の機能が要

求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の容量となる組合せである③のe.＋a.

を上回る容量として、 m3/h/個とする。 

 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他安全設備として使用する送水車には、c.の機能 
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が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の容量となる組合せである①の

c.＋a.を上回る容量として、 m3/h/個とする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピット

へスプレイ）として使用する送水車にはe.の機能が要求されており、④のb.を上回る容量とし

て、 m3/h/個とする。 

 

なお、公称値については、使用済燃料ピットへのスプレイ以外で使用する場合は送水車に要求

される最大容量 m3/h/個を上回る m3/h/個とする。また、使用済燃料ピットへのスプレイで使

用する場合は、送水車に要求される最大容量 m3/h/個を上回る m3/h/個とする。 

 

2. 吐出圧力 

送水車の吐出圧力は、下記のa.～e.の機能を果たすことができる吐出圧力を基に、同時に実施

することが想定される組合せを考慮して設定している。 

 

 

a．使用済燃料ピットへの注水  

送水車の吐出圧力は使用済燃料ピットへ注水する流量 m3/hを確保する場合の水源と移送

先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

・蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給と同時使用の場合 

 約 MPa以上 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa  

合 計 約 MPa 
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   ・炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給と同時使用の場合 

 約 MPa以上 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa  

合 計 約 MPa 

     

 ・格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給と同時

使用の場合                      約 MPa以上 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa  

合 計 約 MPa 

 

b．使用済燃料ピットへのスプレイ（注2） 約 MPa以上 

送水車の吐出圧力は、海水を使用済燃料ピットへスプレイする場合の水源と移送先の圧力

差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差  約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa  

合 計 約 MPa 

 

 

c．格納容器スプレイ時又は燃料取替用水タンク水移送時の復水タンクへの補給 

  約 MPa以上 

    

送水車の吐出圧力は、格納容器スプレイ時に復水タンクへ m3/hの海水を供給する場

合の水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失    

約 MPa 

約 MPa  

合 計 約 MPa 
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d．炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給 約 MPa以上 

送水車の吐出圧力は、代替炉心注水時に仮設組立式水槽へ m3/hの海水を供給する場合の

水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa  

合 計 約 MPa 

 

e．蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給 約 MPa以上 

送水車の吐出圧力は、蒸気発生器への給水時に復水タンクへ m3/hの海水を補給する場合

の水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa  

合 計 約 MPa 

 

送水車は、以上のa.～e.の機能を同時に実施することが想定される①～④の全てに対して、必

要な性能を有するものとして、以下のとおりとする。 

 

第２表 送水車の吐出圧力 

項

目 
機能 

必要な吐出圧力 

（MPa） 

送水車に必要な 

吐出圧力（MPa） 

① c．格納容器スプレイ時又は 

  燃料取替用水タンク水移送時の 

復水タンクへの補給 

 . 
 . 

a．使用済燃料ピットへの注水  . 

② 

d．炉心注水時の復水タンク又は 

  仮設組立式水槽への補給 
 . 

 . 

a．使用済燃料ピットへの注水  . 

③ 

e．蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補

給 
 . 

 . 

a．使用済燃料ピットへの注水  . 

④ b．使用済燃料ピットへのスプレイ（注2）  .  . 
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核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピッ

トへの注水）として使用する送水車にはａ.の機能が要求されており、同時に使用することを想

定した場合に最大の圧力となる組合せである②のd.＋a.を上回る圧力として、 MPa とする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する送水車

にはｃ.及びｄ.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の圧力と

なる組合せである②のd.＋a.を上回る圧力として、 MPaとする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備として使用する送水車には、e.の機能が要

求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の圧力となる組合せである③のe.＋a.

を上回る圧力として、 MPaとする。 

 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他安全設備として使用する送水車には、c.の機能が要

求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の圧力となる組合せである①のc.＋a.

を上回る圧力として、 MPaとする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピット

へのスプレイ（注2））として使用する送水車にはｂ.の機能が要求されており、④のｂ.を上回る圧

力として、 MPaとする。 

 

なお、公称値については、使用済燃料ピットへのスプレイ（注2）以外で使用する場合は、送水

車に要求される最大圧力 MPa以上を上回る MPaとする。また、使用済燃料ピットへのスプレ

イ（注2）で使用する場合は、送水車に要求される最大圧力 MPaを上回る MPaとする。 
 

3. 最高使用圧力 

送水車の最大必要吐出圧力は MPaであり、消防法に適合した使用圧力2.6MPa以下の 

1.3MPaを最高使用圧力とする。 

 

4. 最高使用温度 

送水車を重大事故等時において使用する場合の温度は、水源である海水の温度 (注3)が40℃を下

回るため40℃とする。 
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5. 個数 

送水車（原動機含む）は、可搬型代替注水設備として注水ラインを介して使用済燃料ピットへ

海水を注水するため等に必要な個数として2個保管する。 

送水車（原動機含む）の保有数は、必要な個数を2セット2個を分散して保管する。 

 

6. 原動機出力 

送水車の原動機出力は、消防法に適合したポンプを配備することから、そのポンプの原動機出

力が147kW以上であり、原動機出力を147kWとする。 

 

（注4） 復水タンクに補給した水は、蒸気発生器への給水、炉心注水、格納容器スプレイ又は燃

料取替用水タンクへの水移送に用いる。 

 

（注5） 屋外からの原子炉補助建屋への放水についても同じ設計とする。 

 

（注6） 海水の温度は、外気の温度である原子炉設置変更許可申請書添付書類六に示す高浜発電

所における最高の月平均気温である8月の約30.9℃（舞鶴特別地域気象観測所30.6℃、敦

賀特別地域気象観測所30.9℃）を下回る。 
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1.2 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

1.2.1 ポンプ 

名    称 送水車 

容 量 m３/h/個 

使用済燃料ピットへのスプレイ時以外 

 以上、  以上 ( ) 

使用済燃料ピットへのスプレイ時 

  以上 ( ) 

吐 出 圧 力 MPa 

使用済燃料ピットへのスプレイ時以外 

  以上、  以上 (  

使用済燃料ピットへのスプレイ時 

  以上 ( ) 

最 高 使 用圧 力 MPa 1.4 

最 高 使 用温 度 ℃ 40 

個 数 － 2 

原 動 機 出 力 kW/個 147 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備とし

て使用する送水車は、以下の機能を有する。 

 

送水車は、使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料ピットから

の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が低下した場合において使用済

燃料ピット内の燃料体又は使用済燃料を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために

設置する。 

また、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料ピット

の水位が異常に低下した場合において使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩

和し、及び臨界を防止するために設置する。 

これらの系統構成は、可搬型代替注水設備としては、送水車により、可搬式ホースを介し

て使用済燃料ピットへ海水を注水できる設計とする。 

また、可搬型スプレイ設備としては、送水車により、可搬型ホース及びスプレイヘッダを

介して海水を使用済燃料ピットへスプレイできる設計とする。 

 

送水車は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷

に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために設置する。 

系統構成は、大気への拡散抑制として、海を水源とした送水車によりスプレイヘッダを介

して燃料取扱建屋へ放水を行う設計とする。 

 

送水車は、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するた

めに設置する。 

系統構成は、使用済燃料ピットへの水の補給手段の水源となる燃料取替用水タンクが枯渇

又は破損した場合の使用済燃料ピットへの供給として、使用済燃料ピットは複数の代替淡水

源（淡水貯水槽、２次系純水タンク、１，２号機淡水タンク、淡水タンク又は１次系純水タ

ンク）及び海を水源として使用する。海を水源とした送水車は、可搬型ホースを介して使用

済燃料ピットへ水を供給できる設計とする。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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また、重大事故等の収束に必要となる供給設備のうち、使用済燃料ピットからの大量の水

の漏えいが発生し、使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下端未満かつ水位低

下が継続する場合の使用済燃料ピットへのスプレイの水源として、海を使用する。海を水源

とした送水車は、可搬型ホースを介して使用済燃料ピットへ水を供給できる設計とする。 

  

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使

用する送水車は、以下の機能を有する。 

 

送水車は、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有

する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は、運転中の１次冷却材喪失事象時において余熱除去ポンプ、充てん／高圧注入

ポンプ及び燃料取替用水タンクの故障等により炉心注水機能が喪失した場合、格納容器再循

環サンプスクリーン閉塞の兆候が見られた場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機

能が喪失した場合、運転停止中において余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器の故障等により

余熱除去設備による崩壊熱除去機能が喪失した場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷

却機能が喪失した場合を想定した代替炉心注水として、送水車により海水を補給した仮設組

立式水槽を水源とする可搬式代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系と余熱除去系間の

連絡ラインを介して原子炉へ注水できる設計とする。 

また、代替格納容器スプレイとして、送水車により海水を補給した仮設組立式水槽を水源

とする可搬式代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内上部

にあるスプレイリングのスプレイノズルより注水できる設計とする。 

 

送水車は、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するた

めに設置する。 

系統構成は、重大事故等により、炉心注水及び格納容器スプレイの水源となる燃料取替用

水タンクが枯渇又は破損した場合の代替手段である可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉

心注水及び代替格納容器スプレイの水源として、代替水源である仮設組立式水槽を使用す

る。仮設組立式水槽への供給として、仮設組立式水槽は海を水源として水源からの移送ルー

トを確保する。海を水源とした送水車は、可搬型ホースを介して仮設組立式水槽へ水を供給

できる設計とする。 

また、重大事故等により復水タンクが枯渇した場合の復水タンクへの補給として、復水タ

ンクは複数の代替淡水源（淡水貯水槽、２次系純水タンク、１，２号機淡水タンク又は淡水

タンク）及び海を水源として各水源からの移送ルートを確保する。海を水源とした送水車

は、可搬型ホースを介して復水タンクへ水を補給できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備として使用する送水車は、

以下の機能を有する。 

 

送水車は、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するた

めに設置する。 
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系統構成は、重大事故等により、蒸気発生器２次側への注水手段の水源となる復水タンク

が枯渇した場合の復水タンクへの補給として、復水タンクは複数の代替淡水源（淡水貯水

槽、２次系純水タンク、１，２号機淡水タンク又は淡水タンク）及び海を水源として各水源

からの移送ルートを確保する。海を水源とした送水車は、可搬型ホースを介して復水タンク 

(注1)へ水を補給できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する送水車

は、以下の機能を有する。 

 

送水車は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために設置する。 

また、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原

子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

これらの系統構成は、１次冷却材喪失事象時に格納容器スプレイポンプ及び燃料取替用水

タンクの故障等により原子炉格納容器内の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した

場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した

場合の代替格納容器スプレイとして、送水車により海水を補給した仮設組立式水槽を水源と

する可搬式代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内上部に

あるスプレイリングのスプレイノズルより注水できる設計とする。海を水源とする送水車

は、可搬型ホースを介して仮設組立式水槽へ海水を供給できる設計とする。 

 

送水車は、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するた

めに設置する。 

系統構成は、重大事故等により、格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水タンクが枯

渇又は破損した場合の代替手段である可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレ

イの水源として、代替水源である仮設組立式水槽を使用する。仮設組立式水槽への供給とし

て、仮設組立式水槽は海を水源として水源からの移送ルートを確保する。海を水源とした送

水車は、可搬型ホースを介して仮設組立式水槽へ水を供給できる設計とする。 

また、重大事故等により、復水タンクが枯渇した場合の復水タンクへの補給として、復水

タンクは複数の代替淡水源（淡水貯水槽、２次系純水タンク、１，２号機淡水タンク又は淡

水タンク）及び海を水源として各水源からの移送ルートを確保する。海を水源とした送水車

は、可搬型ホースを介して復水タンク (注1)へ水を補給できる設計とする。 

 

想定する重大事故等時におけるa～eの機能について、送水車によって使用することが想定され

る組み合わせは以下の①～④に区分される。 

a. 使用済燃料ピットへの注水 

b. 使用済燃料ピットへのスプレイ及び燃料取扱建屋への放水 

c. 格納容器スプレイ時の復水タンク若しくは仮設組立式水槽への補給又は燃料取替用水タンク

水移送時の復水タンクへの補給 

d. 炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給 

e. 蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給 

 

① c. 格納容器スプレイ時の復水タンク若しくは仮設組立式水槽への補給又は燃料取替用水タ

ンク水移送時の復水タンクへの補給＋a.使用済燃料ピットへの注水 
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恒設代替低圧注水ポンプ又は可搬式代替低圧注水ポンプにより代替格納容器スプレイす

るために海水を復水タンク又は仮設組立式水槽へ補給するとともに、可搬型ホースを分岐

して使用済燃料ピットへの注水を実施する。または復水タンクから燃料取替用水タンクへ

水移送するために必要な海水を復水タンクへ補給するとともに、可搬型ホースを分岐して

使用済燃料ピットへの注水を実施する。 

 

② d. 炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給＋a. 使用済燃料ピットへの注水 

恒設代替低圧注水ポンプにより代替炉心注水するために必要な海水を復水タンクへ補給

するとともに、可搬型ホースを分岐して使用済燃料ピットへの注水を実施する。または可

搬式代替低圧注水ポンプにより代替炉心注水するために必要な海水を仮設組立式水槽へ補

給するとともに、可搬型ホースを分岐して使用済燃料ピットへの注水を実施する。 

 

③ e. 蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給＋a. 使用済燃料ピットへの注水 

２次系からの炉心冷却として蒸気発生器への給水に必要な海水を復水タンクへ補給する

とともに、可搬型ホースを分岐して使用済燃料ピットへの注水を実施する。 

 

④ b. 使用済燃料ピットへのスプレイ (注2) 

使用済燃料ピットへのスプレイに同時使用の組み合わせは無く、単体で実施する。 

 

1. 容量 

送水車の容量は、以下の重大事故等時におけるa～eの機能を果たすことができる容量を基に前

述の①～④の使用組み合わせを考慮して設定している。 

 

a. 使用済燃料ピットへの注水  m３/h以上 

使用済燃料ピットへの注水容量の最大値については、重大事故等対策有効性評価の中で、

使用済燃料ピット冷却系及び補給水系の故障時の、最大必要容量で m３/hを設定しており、

解析の結果、使用済燃料ピット内の燃料集合体の崩壊熱を除去できることが確認できている

ことから、これを上回る容量として m３/h以上とする。 

 

b. 使用済燃料ピットへのスプレイ (注2)   m３/h以上 

使用済燃料ピットへのスプレイ容量については、使用済燃料ピットからの大量の水の漏え

いその他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が異常に低下した場合において、スプレ

イヘッダにて、使用済燃料ピット全体にスプレイすることにより使用済燃料ピット内の燃料

体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止できることを添付資料11「使用済燃料貯

蔵槽の冷却能力に関する説明書」にて確認しており、そのときの容量である m３/h以上とす

る。なお、燃料取扱建屋への放水については使用済燃料ピットへのスプレイと同じ使い方で

あることから容量を同じ m３/h以上とする。 

 

c. 格納容器スプレイ時の復水タンク若しくは仮設組立式水槽への補給又は燃料取替用水タンク

水移送時の復水タンクへの補給  

 m３/h以上 

原子炉格納容器内のスプレイ容量については、重大事故対策有効性評価において、代替最

終ヒートシンクによる格納容器の除熱手段確立までの間、原子炉格納容器内の圧力を原子炉

格納容器の最高使用圧力近傍で維持することが可能である流量 m３/h以上とする。 

 

d. 炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給  m３/h以上 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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原子炉への注水容量については、重大事故等対策有効性評価の中で、LOCA（2インチ破

断）＋ECCS注入失敗時の最大必要容量で m３/hを上回る m３/hである。 

 

e. 蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給  m３/h以上 

全交流電源喪失＋RCPシールLOCA時に必要となる復水タンクへの注水容量については、ス

トレステスト報告書および審査資料の中において、復水タンク水の枯渇後の崩壊熱に応じた

水量として最大 m３/hを設定しており、解析の結果、蒸気発生器による炉心冷却の健全性は

確保されることが確認できていることから m３/h以上とする。 

 

送水車は以上のa.～e.の機能を同時に実施することが想定される①～④の全ての組み合わせに

対して、必要な性能を有するものとして、以下のとおりとする。 

 

第１表 送水車の必要容量 

項目 機能 
必要な容量 

(m３/h) 

送水車に必要な容

量 (m３/h) 

① 

c. 格納容器スプレイ時の復水タンク若しくは仮設

組立式水槽への補給又は燃料取替用水タンク水

移送時の復水タンクへの補給 

 . 
 . 

a. 使用済燃料ピットへの注水  . 

② 

d. 炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽へ

の補給 
 . 

 . 

a. 使用済燃料ピットへの注水  . 

③ 
e. 蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給  . 

 . 
a. 使用済燃料ピットへの注水  . 

④ b. 使用済燃料ピットへのスプレイ (注2)  .  . 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピット

への注水）として使用する送水車にはa.の機能が要求されており、同時に使用することを想定し

た場合に最大の容量となる組合せである①のc.＋a.を上回る容量として、 m３/h/個とする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する送水車に

はc.及びd.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の容量となる組

合せである①のc.＋a.を上回る容量として、 m３/h/個とする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備として使用する送水車には、e.の機能が要

求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の容量となる組合せである③のe.＋a.

を上回る容量として、 m３/h/個とする。 

 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する送水車には、c.の機能が

要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の容量となる組合せである①のc.＋

a.を上回る容量として、 m３/h/個とする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピット

へスプレイ）として使用する送水車にはe. の機能が要求されており、④のb.を上回る容量とし

て、 m３/h/個とする。 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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なお、公称値については、使用済燃料ピットへのスプレイ以外で使用する場合は送水車に要求

される最大容量 m３/h/個を上回る m３/h/個とする。また、使用済燃料ピットへのスプレイで使

用する場合は、送水車に要求される容量と同じ m３/h/個とする。 

 

2. 吐出圧力 

送水車の吐出圧力は、下記のa.～e.の機能を果たすことができる吐出圧力を基に、同時に実施

することが想定される組合せを考慮して設定している。 

 

a. 使用済燃料ピットへの注水  

送水車の吐出圧力は使用済燃料ピットへ注水する流量 m３/hを確保する場合の水源と移送

先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

・蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給と同時使用の場合 

 約 MPa以上 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa  

合 計 約 MPa 

 

・炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給と同時使用の場合 

 約 MPa以上 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa  

合 計 約 MPa 

 

 

 

 

・格納容器スプレイ時の復水タンク若しくは仮設組立式水槽への補給又は燃料取替用水タ

ンク水移送時の復水タンクへの補給と同時使用の場合 

約 MPa以上 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa  

合 計 約 MPa 

 

b. 使用済燃料ピットへのスプレイ (注2)  

約 MPa以上 

送水車の吐出圧力は、海水を使用済燃料ピットへスプレイする場合の水源と移送先の圧力

差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差  約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa  

合 計 約 MPa 
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c. 格納容器スプレイ時の復水タンク若しくは仮設組立式水槽への補給又は燃料取替用水タンク

水移送時の復水タンクへの補給 

  約 MPa以上 

送水車の吐出圧力は、格納容器スプレイ時に仮設組立式水槽へ140m３/hの海水を供給する

場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失    

約 MPa 

約 MPa  

合 計 約 MPa 

 

 

 

 

 

 

d. 炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給 約 MPa以上 

送水車の吐出圧力は、代替炉心注水時に仮設組立式水槽へ m３/hの海水を供給する場合の

水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa  

合 計 約 MPa 

 

e. 蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給 約 MPa以上 

送水車の吐出圧力は、蒸気発生器への給水時に復水タンクへ m３/hの海水を補給する場合

の水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa  

合 計 約 MPa 

 

送水車は、以上のa.～e.の機能を同時に実施することが想定される①～④の全てに対して、必

要な性能を有するものとして、以下のとおりとする。 
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第２表 送水車の吐出圧力 

項目 機能 
必要な吐出圧力 

(MPa) 

送水車に必要な 

吐出圧力 (MPa) 

① 

c. 格納容器スプレイ時の復水タンク若しくは仮設

組立式水槽への補給又は燃料取替用水タンク水

移送時の復水タンクへの補給 

 . 
 . 

a. 使用済燃料ピットへの注水  . 

② 

d. 炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽へ

の補給 
 . 

 . 

a. 使用済燃料ピットへの注水  . 

③ 
e. 蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給  . 

 . 
a. 使用済燃料ピットへの注水  . 

④ b. 使用済燃料ピットへのスプレイ (注2)  .  . 

 

 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピット

への注水）として使用する送水車にはa. の機能が要求されており、同時に使用することを想定

した場合に最大の圧力となる組合せである①のc.＋a.を上回る圧力として、 MPaとする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する送水車に

はc.及びd.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の圧力となる組

合せである①のc.＋a.を上回る圧力として、 MPaとする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備として使用する送水車には、e.の機能が要

求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の圧力となる組合せである③のe.＋a.

を上回る圧力として、 MPaとする。 

 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する送水車には、c.の機能が

要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の圧力となる組合せである①のc.＋

a.を上回る圧力として、 MPaとする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピット

へのスプレイ (注2)）として使用する送水車にはb.の機能が要求されており、④のb.を上回る圧力

として、 MPaとする。 

 

なお、公称値については、使用済燃料ピットへのスプレイ (注2)以外で使用する場合は、送水車

に要求される最大圧力 MPaを上回る MPaとする。また、使用済燃料ピットへのスプレイ (注2)で

使用する場合は、送水車に要求される最大圧力 MPaを上回る MPaとする。 
 

3. 最高使用圧力 (注3) 

送水車の最大必要吐出圧力は MPaであり、消防法に適合した使用圧力2.6MPa以下の1.4MPaを最

高使用圧力とする。 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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4. 最高使用温度 (注3) 

送水車を重大事故等時において使用する場合の温度は、水源である海水の温度 (注4)が40℃を下

回るため40℃とする。 

 

5. 個数 

送水車（原動機含む）は、可搬型代替注水設備として注水ラインを介して使用済燃料ピットへ

海水を注水するため等に必要な個数として2個保管する。 

送水車（原動機含む）の保有数は、必要な個数を2セット2個を分散して保管する。 

 

6. 原動機出力 

送水車の原動機出力は、消防法に適合したポンプを配備することから、そのポンプの原動機出

力が147kWであり、原動機出力を147kW/個とする。 

 

（注1）復水タンクに補給した水は、蒸気発生器への給水、炉心注水、格納容器スプレイ又は燃料

取替用水タンクへの水移送に用いる。 

 

（注2）屋外からの燃料取扱建屋への放水についても同じ設計とする。 

 

（注3）重大事故等対処設備については、重大事故等時において使用する場合の圧力及び温度を記

載する。 

以降の重大事故等時の最高使用圧力及び最高使用温度についても同様の記載とする。 

 

（注4）海水の温度は、外気の温度である原子炉設置変更許可申請書添付書類六に示す高浜発電所

における最高の月平均気温である8月の約30.9℃（舞鶴特別地域気象観測所30.6℃、敦賀特

別地域気象観測所30.9℃）を下回る。 
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1.2 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

1.2.1 ポンプ 

名    称 送水車 

容 量 

m３/h/個 

使用済燃料ピットへのスプレイ時以外 

  以上、  以上 ( ) 

使用済燃料ピットへのスプレイ時 

  以上 ( ) 

吐 出 圧 力 MPa 

使用済燃料ピットへのスプレイ時以外 

  以上、  以上 ( ) 

使用済燃料ピットへのスプレイ時 

  以上 ( ) 

最 高 使 用圧 力 MPa 1.4 

最 高 使 用温 度 ℃ 40 

個 数 － 2 

原 動 機 出 力 kW/個 147 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備とし

て使用する送水車は、以下の機能を有する。 

 

送水車は、使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料ピットから

の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が低下した場合において使用済

燃料ピット内の燃料体又は使用済燃料を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために

設置する。 

また、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料ピット

の水位が異常に低下した場合において使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩

和し、及び臨界を防止するために設置する。 

これらの系統構成は、可搬型代替注水設備としては、送水車により、可搬式ホースを介し

て使用済燃料ピットへ海水を注水できる設計とする。 

また、可搬型スプレイ設備としては、送水車により、可搬型ホース及びスプレイヘッダを

介して海水を使用済燃料ピットへスプレイできる設計とする。 

 

送水車は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷

に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために設置する。 

系統構成は、大気への拡散抑制として、海を水源とした送水車によりスプレイヘッダを介

して燃料取扱建屋へ放水を行う設計とする。 

 

送水車は、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するた

めに設置する。 

系統構成は、使用済燃料ピットへの水の補給手段の水源となる燃料取替用水タンクが枯渇

又は破損した場合の使用済燃料ピットへの供給として、使用済燃料ピットは複数の代替淡水

源（淡水貯水槽、２次系純水タンク、１，２号機淡水タンク、淡水タンク又は１次系純水タ

ンク）及び海を水源として使用する。海を水源とした送水車は、可搬型ホースを介して使用

済燃料ピットへ水を供給できる設計とする。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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また、重大事故等の収束に必要となる供給設備のうち、使用済燃料ピットからの大量の水

の漏えいが発生し、使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下端未満かつ水位低

下が継続する場合の使用済燃料ピットへのスプレイの水源として、海を使用する。海を水源

とした送水車は、可搬型ホースを介して使用済燃料ピットへ水を供給できる設計とする。 

  

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使

用する送水車は、以下の機能を有する。 

 

送水車は、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有

する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は、運転中の１次冷却材喪失事象時において余熱除去ポンプ、充てん／高圧注入

ポンプ及び燃料取替用水タンクの故障等により炉心注水機能が喪失した場合、格納容器再循

環サンプスクリーン閉塞の兆候が見られた場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機

能が喪失した場合、運転停止中において余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器の故障等により

余熱除去設備による崩壊熱除去機能が喪失した場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷

却機能が喪失した場合を想定した代替炉心注水として、送水車により海水を補給した仮設組

立式水槽を水源とする可搬式代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系と余熱除去系間の

連絡ラインを介して原子炉へ注水できる設計とする。 

また、代替格納容器スプレイとして、送水車により海水を補給した仮設組立式水槽を水源

とする可搬式代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内上部

にあるスプレイリングのスプレイノズルより注水できる設計とする。 

 

送水車は、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するた

めに設置する。 

系統構成は、重大事故等により、炉心注水及び格納容器スプレイの水源となる燃料取替用

水タンクが枯渇又は破損した場合の代替手段である可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉

心注水及び代替格納容器スプレイの水源として、代替水源である仮設組立式水槽を使用す

る。仮設組立式水槽への供給として、仮設組立式水槽は海を水源として水源からの移送ルー

トを確保する。海を水源とした送水車は、可搬型ホースを介して仮設組立式水槽へ水を供給

できる設計とする。 

また、重大事故等により復水タンクが枯渇した場合の復水タンクへの補給として、復水タ

ンクは複数の代替淡水源（淡水貯水槽、２次系純水タンク、１，２号機淡水タンク又は淡水

タンク）及び海を水源として各水源からの移送ルートを確保する。海を水源とした送水車

は、可搬型ホースを介して復水タンクへ水を補給できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備として使用する送水車は、

以下の機能を有する。 

 

送水車は、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するた

めに設置する。 
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系統構成は、重大事故等により、蒸気発生器２次側への注水手段の水源となる復水タンク

が枯渇した場合の復水タンクへの補給として、復水タンクは複数の代替淡水源（淡水貯水

槽、２次系純水タンク、１，２号機淡水タンク又は淡水タンク）及び海を水源として各水源

からの移送ルートを確保する。海を水源とした送水車は、可搬型ホースを介して復水タンク 

(注1)へ水を補給できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する送水車

は、以下の機能を有する。 

 

送水車は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために設置する。 

また、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原

子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

これらの系統構成は、１次冷却材喪失事象時に格納容器スプレイポンプ及び燃料取替用水

タンクの故障等により原子炉格納容器内の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した

場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した

場合の代替格納容器スプレイとして、送水車により海水を補給した仮設組立式水槽を水源と

する可搬式代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内上部に

あるスプレイリングのスプレイノズルより注水できる設計とする。海を水源とする送水車

は、可搬型ホースを介して仮設組立式水槽へ海水を供給できる設計とする。 

 

送水車は、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するた

めに設置する。 

系統構成は、重大事故等により、格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水タンクが枯

渇又は破損した場合の代替手段である可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレ

イの水源として、代替水源である仮設組立式水槽を使用する。仮設組立式水槽への供給とし

て、仮設組立式水槽は海を水源として水源からの移送ルートを確保する。海を水源とした送

水車は、可搬型ホースを介して仮設組立式水槽へ水を供給できる設計とする。 

また、重大事故等により、復水タンクが枯渇した場合の復水タンクへの補給として、復水

タンクは複数の代替淡水源（淡水貯水槽、２次系純水タンク、１，２号機淡水タンク又は淡

水タンク）及び海を水源として各水源からの移送ルートを確保する。海を水源とした送水車

は、可搬型ホースを介して復水タンク (注1)へ水を補給できる設計とする。 

 

想定する重大事故等時におけるa～eの機能について、送水車によって使用することが想定され

る組み合わせは以下の①～④に区分される。 

a. 使用済燃料ピットへの注水 

b. 使用済燃料ピットへのスプレイ及び燃料取扱建屋への放水 

c. 格納容器スプレイ時の復水タンク若しくは仮設組立式水槽への補給又は燃料取替用水タンク

水移送時の復水タンクへの補給 

d. 炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給 

e. 蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給 

 

① c. 格納容器スプレイ時の復水タンク若しくは仮設組立式水槽への補給又は燃料取替用水タ

ンク水移送時の復水タンクへの補給＋a. 使用済燃料ピットへの注水 
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恒設代替低圧注水ポンプ又は可搬式代替低圧注水ポンプにより代替格納容器スプレイす

るために海水を復水タンク又は仮設組立式水槽へ補給するとともに、可搬型ホースを分岐

して使用済燃料ピットへの注水を実施する。または復水タンクから燃料取替用水タンクへ

水移送するために必要な海水を復水タンクへ補給するとともに、可搬型ホースを分岐して

使用済燃料ピットへの注水を実施する。 

 

② d. 炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給＋a. 使用済燃料ピットへの注水 

恒設代替低圧注水ポンプにより代替炉心注水するために必要な海水を復水タンクへ補給

するとともに、可搬型ホースを分岐して使用済燃料ピットへの注水を実施する。または可

搬式代替低圧注水ポンプにより代替炉心注水するために必要な海水を仮設組立式水槽へ補

給するとともに、可搬型ホースを分岐して使用済燃料ピットへの注水を実施する。 

 

③ e. 蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給＋a. 使用済燃料ピットへの注水 

２次系からの炉心冷却として蒸気発生器への給水に必要な海水を復水タンクへ補給する

とともに、可搬型ホースを分岐して使用済燃料ピットへの注水を実施する。 

 

④ b. 使用済燃料ピットへのスプレイ (注2) 

使用済燃料ピットへのスプレイに同時使用の組み合わせは無く、単体で実施する。 

 

1. 容量 

送水車の容量は、以下の重大事故等時におけるa～eの機能を果たすことができる容量を基に前

述の①～④の使用組み合わせを考慮して設定している。 

 

a. 使用済燃料ピットへの注水  ３/h以上 

使用済燃料ピットへの注水容量の最大値については、重大事故等対策有効性評価の中で、

使用済燃料ピット冷却系及び補給水系の故障時の、最大必要容量で m３/hを設定しており、

解析の結果、使用済燃料ピット内の燃料集合体の崩壊熱を除去できることが確認できている

ことから、これを上回る容量として m３/h以上とする。 

 

b. 使用済燃料ピットへのスプレイ (注2)   m３/h以上 

使用済燃料ピットへのスプレイ容量については、使用済燃料ピットからの大量の水の漏え

いその他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が異常に低下した場合において、スプレ

イヘッダにて、使用済燃料ピット全体にスプレイすることにより使用済燃料ピット内の燃料

体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止できることを添付資料11「使用済燃料貯

蔵槽の冷却能力に関する説明書」にて確認しており、そのときの容量である m３/h以上とす

る。なお、燃料取扱建屋への放水については使用済燃料ピットへのスプレイと同じ使い方で

あることから容量を同じ m３/h以上とする。 

 

c. 格納容器スプレイ時の復水タンク若しくは仮設組立式水槽への補給又は燃料取替用水タンク

水移送時の復水タンクへの補給  

 m３/h以上 

原子炉格納容器内のスプレイ容量については、重大事故対策有効性評価において、代替最

終ヒートシンクによる格納容器の除熱手段確立までの間、原子炉格納容器内の圧力を原子炉

格納容器の最高使用圧力近傍で維持することが可能である流量 m３/h以上とする。 

 

d. 炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給  m３/h以上 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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原子炉への注水容量については、重大事故等対策有効性評価の中で、LOCA（2インチ破

断）＋ECCS注入失敗時の最大必要容量で m３/hを上回る m３/hである。 

 

e. 蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給  m３/h以上 

全交流電源喪失＋RCPシールLOCA時に必要となる復水タンクへの注水容量については、スト

レステスト報告書および審査資料の中において、復水タンク水の枯渇後の崩壊熱に応じた水

量として最大 m３/hを設定しており、解析の結果、蒸気発生器による炉心冷却の健全性は確

保されることが確認できていることから m３/h以上とする。 

 

送水車は以上のa.～e.の機能を同時に実施することが想定される①～④の全ての組み合わせに

対して、必要な性能を有するものとして、以下のとおりとする。 

 

第１表 送水車の必要容量 

項目 機能 
必要な容量 

(m３/h) 

送水車に必要な容

量 (m３/h) 

① 

c. 格納容器スプレイ時の復水タンク若しくは仮設

組立式水槽への補給又は燃料取替用水タンク水

移送時の復水タンクへの補給 

 . 
 . 

a. 使用済燃料ピットへの注水  . 

② 

d. 炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽へ

の補給 
 . 

 . 

a. 使用済燃料ピットへの注水  . 

③ 
e. 蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給  . 

 . 
a. 使用済燃料ピットへの注水  . 

④ b. 使用済燃料ピットへのスプレイ (注2)  .  . 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピット

への注水）として使用する送水車にはa.の機能が要求されており、同時に使用することを想定し

た場合に最大の容量となる組合せである①のc.＋a.を上回る容量として、 m３/h/個とする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する送水車に

はc.及びd.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の容量となる組

合せである①のc.＋a.を上回る容量として、 m３/h/個とする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備として使用する送水車には、e.の機能が要

求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の容量となる組合せである③のe.＋a.

を上回る容量として、 m３/h/個とする。 

 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する送水車には、c.の機能が

要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の容量となる組合せである①のc.＋

a.を上回る容量として、 m３/h/個とする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピット

へスプレイ）として使用する送水車にはe.の機能が要求されており、④のb.を上回る容量とし

て、 m３/h/個とする。 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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なお、公称値については、使用済燃料ピットへのスプレイ以外で使用する場合は送水車に要求

される最大容量 m３/h/個を上回る m３/h/個とする。また、使用済燃料ピットへのスプレイで使

用する場合は、送水車に要求される容量と同じ m３/h/個とする。 

 

2. 吐出圧力 

送水車の吐出圧力は、下記のa.～e.の機能を果たすことができる吐出圧力を基に、同時に実施

することが想定される組合せを考慮して設定している。 

 

a. 使用済燃料ピットへの注水  

送水車の吐出圧力は使用済燃料ピットへ注水する流量 m３/hを確保する場合の水源と移送

先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

・蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給と同時使用の場合 

 約 MPa以上 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa 

合 計 約 MPa 

 

・炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給と同時使用の場合 

 約 MPa以上 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa 

合 計 約 MPa 

 

 

 

・格納容器スプレイ時の復水タンク若しくは仮設組立式水槽への補給又は燃料取替用水タ

ンク水移送時の復水タンクへの補給と同時使用の場合 

約 MPa以上 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa 

合 計 約 MPa 

 

b. 使用済燃料ピットへのスプレイ (注2)  

約 MPa以上 

 

送水車の吐出圧力は、海水を使用済燃料ピットへスプレイする場合の水源と移送先の圧力

差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差  約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa 

合 計 約 MPa 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－６ 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書（４号炉） 

c. 格納容器スプレイ時の復水タンク若しくは仮設組立式水槽への補給又は燃料取替用水タンク

水移送時の復水タンクへの補給 

  約 MPa以上 

送水車の吐出圧力は、格納容器スプレイ時に仮設組立式水槽へ m３/hの海水を供給する場

合の水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失    

約 MPa 

約 MPa 

合 計 約 MPa 

 

 

 

 

 

 

d. 炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽への補給 約 MPa以上 

送水車の吐出圧力は、代替炉心注水時に仮設組立式水槽へ m３/hの海水を供給する場合の

水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa 

合 計 約 MPa 

 

e. 蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給 約 MPa以上 

送水車の吐出圧力は、蒸気発生器への給水時に復水タンクへ m３/hの海水を補給する場合

の水源と移送先の圧力差、静水頭、ホース圧力損失を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差 約 MPa 

静水頭 

ホース圧力損失 

約 MPa 

約 MPa 

合 計 約 MPa 

 

送水車は、以上のa.～e.の機能を同時に実施することが想定される①～④の全てに対して、必

要な性能を有するものとして、以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－６ 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書（４号炉） 

第２表 送水車の吐出圧力 

項目 機能 
必要な吐出圧力 

(MPa) 

送水車に必要な 

吐出圧力 (MPa) 

① 

c. 格納容器スプレイ時の復水タンク若しくは仮設

組立式水槽への補給又は燃料取替用水タンク水

移送時の復水タンクへの補給 

 . 
 . 

a. 使用済燃料ピットへの注水  . 

② 

d. 炉心注水時の復水タンク又は仮設組立式水槽へ

の補給 
 . 

 . 

a. 使用済燃料ピットへの注水  . 

③ 
e. 蒸気発生器への給水時の復水タンクへの補給  . 

 . 
a. 使用済燃料ピットへの注水  . 

④ b．使用済燃料ピットへのスプレイ (注2)  .  . 

 

 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピット

への注水）として使用する送水車にはa.の機能が要求されており、同時に使用することを想定し

た場合に最大の圧力となる組合せである①のc.＋a.を上回る圧力として、 MPaとする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する送水車に

はc.及びd.の機能が要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の圧力となる組

合せである①のc.＋a.を上回る圧力として、 MPaとする。 

 

原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備として使用する送水車には、e.の機能が要

求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の圧力となる組合せである③のe.＋a.

を上回る圧力として、 MPaとする。 

 

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する送水車には、c.の機能が

要求されており、同時に使用することを想定した場合に最大の圧力となる組合せである①のc.＋

a.を上回る圧力として、 MPaとする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（使用済燃料ピット

へのスプレイ (注2)）として使用する送水車にはb.の機能が要求されており、④のb.を上回る圧力

として、 MPaとする。 

 

なお、公称値については、使用済燃料ピットへのスプレイ (注2)以外で使用する場合は、送水車

に要求される最大圧力 MPa以上を上回る MPaとする。また、使用済燃料ピットへのスプレイ (注

2)で使用する場合は、送水車に要求される最大圧力 MPaを上回る MPaとする。 
 

3. 最高使用圧力 (注3) 

送水車の最大必要吐出圧力は MPaであり、消防法に適合した使用圧力2.6MPa以下の1.4MPaを最

高使用圧力とする。 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－６ 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書（４号炉） 

4. 最高使用温度 (注3) 

送水車を重大事故等時において使用する場合の温度は、水源である海水の温度 (注4)が40℃を下

回るため40℃とする。 

 

5. 個数 

送水車（原動機含む）は、可搬型代替注水設備として注水ラインを介して使用済燃料ピットへ

海水を注水するため等に必要な個数として2個保管する。 

送水車（原動機含む）の保有数は、必要な個数を2セット2個を分散して保管する。 

 

6. 原動機出力 

送水車の原動機出力は、消防法に適合したポンプを配備することから、そのポンプの原動機出

力が147kWであり、原動機出力を147kW/個とする。 

 

（注1）復水タンクに補給した水は、蒸気発生器への給水、炉心注水、格納容器スプレイ又は燃料

取替用水タンクへの水移送に用いる。 

 

（注2）屋外からの燃料取扱建屋への放水についても同じ設計とする。 

 

（注3）重大事故等対処設備については、重大事故等時において使用する場合の圧力及び温度を記

載する。 

以降の重大事故等時の最高使用圧力及び最高使用温度についても同様の記載とする。 

 

（注4）海水の温度は、外気の温度である原子炉設置変更許可申請書添付書類六に示す高浜発電所

における最高の月平均気温である8月の約30.9℃（舞鶴特別地域気象観測所30.6℃、敦賀特

別地域気象観測所30.9℃）を下回る。 
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表 85－６ 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補（１・２号炉） 

第 1.8.1表 重大事故等時における対応手段と整備する手順 

（格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却）（１／２） 

 
  

同等な機能を有することの説明 
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表 85－６ 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補（１・２号炉） 

1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

1.8.1 対応手段と設備の選定 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

a. 格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

(a) 交流動力電源及び原子炉補機冷却機能健全時の対応手段及び設備 

ⅱ. 重大事故等対処設備と多様性拡張設備 

格納容器スプレイに使用する設備のうち、内部スプレポンプ及び燃料

取替用水タンクは、いずれも重大事故等対処設備と位置づける。 

原子炉下部キャビティ直接注水に使用する設備のうち、原子炉下部キ

ャビティ注水ポンプ、空冷式非常用発電装置、燃料取替用水タンク、復

水タンク、燃料油貯油そう、空冷式非常用発電装置用給油ポンプ及びタ

ンクローリーは、いずれも重大事故等対処設備と位置づける。 

代替格納容器スプレイに使用する設備のうち、恒設代替低圧注水ポン

プ、空冷式非常用発電装置、燃料取替用水タンク、復水タンク、燃料油

貯油そう、空冷式非常用発電装置用給油ポンプ及びタンクローリーは、

いずれも重大事故等対処設備と位置づける。 

これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備を

すべて網羅している。 

以上の重大事故等対処設備により格納容器下部に落下した溶融炉心を

冷却する。また、以下の設備はそれぞれに示す理由から多様性拡張設備

と位置づける。 

 

（原子炉下部キャビティ直接注水） 

・ 電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ、１，２号機淡水タンク 

消火を目的として配備しているが、火災が発生していなければ

原子炉下部キャビティ直接注水の代替手段として有効である。 

・  燃料取替用水ポンプ、燃料取替用水タンク 
原子炉下部キャビティ注水ポンプに比べ小流量であること、ま

た系統構成に時間を要するが、原子炉下部キャビティ直接注水の

代替手段として有効である。 
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表 85－６ 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補（１・２号炉） 

 

（代替格納容器スプレイ） 
・ 電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ、１，２号機淡水タンク 

消火を目的として配備しているが、火災が発生していなければ

格納容器スプレイの代替手段として有効である。 

・ 可搬式代替低圧注水ポンプ、電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ

用）、仮設組立式水槽、送水車 

可搬型ホース等の運搬及び接続作業に最短でも約5時間を要す

るが、格納容器スプレイの代替手段であり、長期的な事故収束手

段として有効である。 
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表 85－６ 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補（１・２号炉） 
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表 85－６ 添付－３（２） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

第 5.6.1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備（常設）の設備仕様  

 

(3) 恒設代替低圧注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約 m3/h 

揚 程 約 m 

本 体材 料 ステンレス鋼 

 

(4) 原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約 m3/h 

揚 程 約 m 

本 体材 料 ステンレス鋼 

 

  

同等な機能を有することの説明 

関連箇所を下線にて示す。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 

補(2)-509



表 85－６ 添付－３（２） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

第 5.6.2表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備（可搬型）の設備仕様 

 

(1) 可搬式代替低圧注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 2（予備 1※1） 

容 量 約 m3/h（1台当たり） 

揚 程 約 m 

※1 １号、２号、３号及び４号炉共用、既設。 

 

(5) 大容量ポンプ（１号及び２号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 2※1（予備 1※1,※2） 

容 量 約 m3/h（1台当たり） 

吐 出 圧 力 約 MPa[gage] 

※1 1台で１号炉及び２号炉の同時使用が可能。 

※2 １号、２号、３号及び４号炉共用、既設。 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－６ 添付－３（２） 

設置変更許可申請書 添付八（２号炉） 

5.6 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

5.6.3 主要設備及び仕様 

第 5.6.1 表を除き、１号炉の「5.6.3 主要設備及び仕様」の変更に同じ。

ただし、共用設備は除く。第 5.6.1表についても変更する。 
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表 85－６ 添付－３（２） 

設置変更許可申請書 添付八（２号炉） 

第 5.6.1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備（常設）の設備仕様 

 

(3) 恒設代替低圧注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約 m3/h 

揚 程 約 m 

本 体材料 ステンレス鋼 

 

(4) 原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約 m3/h 

揚 程 約 m 

本 体 材 料 ステンレス鋼

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－６ 添付－３（３） 

設置変更許可申請書 添付十（１号炉） 

7.2.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

7.2.1.1 格納容器過圧破損 

7.2.1.1.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価 

(3) 操作時間余裕の把握 

操作遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパ

ラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内での操作時間余

裕を評価する。 

恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ操作及び原子

炉下部キャビティ注水ポンプによる原子炉下部キャビティ直接注水操

作の操作時間余裕を確認するため、解析上の開始時間は事象発生の約

50 分後であるのに対し、事象発生の 60 分後に開始する場合の感度解

析を実施した。その結果、第 7.2.1.1.26図及び第 7.2.1.1.27図に示

すとおり、原子炉格納容器圧力及び温度はそれぞれ原子炉格納容器の

最高使用圧力の 2 倍(0.522MPa[gage])及び 200℃に対して十分余裕が

あり、事象発生から60分以上の操作時間余裕があることを確認した。 

（以下省略） 

 

 

同等な機能を有することの説明 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－６ 添付－３（３） 

設置変更許可申請書 添付十（２号炉） 

7.2.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

7.2.1.1 格納容器過圧破損 

7.2.1.1.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価 

(3) 操作時間余裕の把握 

１号炉の「7.2.1.1.3(3) 操作時間余裕の把握」の記載に同じ。 
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（２）－２－６ 保安規定第 85条 表 85-７「原子炉格納容器内自然対流冷却をする

ための設備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

(4) 設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

(3) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

添付-３ 同等な機能を有する設備 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備

分類等」参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 
表
８
５
－
７

 
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
を
す
る
た
め
の
設
備

 

 ８
５
－
７
－
１

 
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）

 
①

 

 (
1
) 
運
転
上
の
制
限

 
 

項
 
目

 
②

 
運
転
上
の
制
限

 
③

 

原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷

却
系

 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
系

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
※
１
 

適
用
モ
ー
ド

 
④

 
設

 
備

 
⑤

 
所
要
数

 
⑥

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６

 

Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト

 
１
基

 

１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ

  
 

２
台
※
２
 

１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ

 
２
基
※
３
 

１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク

 
１
基

 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
加
圧
用
）

 
１
本

 

海
水
ポ
ン
プ

 
２
台
※
４
 

可
搬
型
温
度
計
測
装
置
（
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ

ッ
ト
入
口
温
度
／
出
口
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
用
）

 
※
５

 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動
（
系
統
構
成
含
む
）
で
き
る
こ
と
、
ま
た
は
運
転
中
で
あ
る
こ
と
を

い
う
。

 

※
２
：
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
２
台
。

 

※
３
：
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
２
基
。

 

※
４
：
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
海
水
ポ
ン
プ
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
２
台
。

 

※
５
：
「
８
５
－
１
６
－
１

 
計
装
設
備
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。

 

  

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条

 （
１
．
６
）

 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条

 （
１
．
７
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）

 

 ②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 

 ③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系
を
用
い
た
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
系

1
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
及
び
１
次
系

冷
却
水
タ
ン
ク
の
加
圧
に
必
要
な
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
窒
素
ボ
ン
ベ
（
１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク

加
圧
用
）

1
系
統

(1
本

)が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。

 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）

 

「
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

(手
順
等
）
」
と
し
て
、

(
1)
格
納
容
器
内
の
冷
却
機
能
が

喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
、

(2
)原
子
炉
格
納
容

器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
並
び
に
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低

下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(
手
順
等
を
定
め
る

)
こ
と
。

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）

 

「
原
子
炉
の
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等

)
」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷

が
発
生
し
た
場
合
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る

)
こ
と
。

 

 ④
 
原
子
炉
補
機
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
系
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た

め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
」
と
す
る
。
（
保
安
規

定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）

 

 ⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備

 

 ⑥
 
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
に
係
る
有
効
性
評
価
で
は
、
Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
の
使
用

を
前
提
条
件
と
し
て
い
る
た
め
、
Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
を
運
転
上
の
制
限
の
対
象
設
備
と
し
所
要

数
は

1
基
と
す
る
。

 

１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
及
び
１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ
は
、
Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
通
水
可
能
な

１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
及
び
１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ
を
運
転
上
の
制
限
の
対
象
設
備
と
し
所
要
数
は
そ
れ
ぞ
れ

2

台
及
び

2
基
と
す
る
。
海
水
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

2
基
の
１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ
に
通
水
可
能
な
海
水
ポ
ン
プ
を

運
転
上
の
制
限
の
対
象
設
備
と
し
所
要
数
は

2
台
と
す
る
。

 

ま
た
、
原
子
炉
補
機
冷
却
系
の
運
転
に
必
要
と
な
る
、
１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
と
沸
騰
防
止
の
観
点
か
ら
１
次

系
冷
却
水
タ
ン
ク
を
加
圧
す
る
た
め
の
窒
素
ボ
ン
ベ
を
運
転
上
の
制
限
の
対
象
設
備
と
し
所
要
数
は
そ
れ
ぞ
れ

1

基
及
び

1
本
と
す
る
。（
添
付
－
２
）

 

１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
及
び
海
水
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
時
の
格
納
容
器

循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
通
水
が

1
基
な
の
で

 
 

 
3 /
h（

2
号
炉
：

 
 

 
 m

3
/
h）
を
確
保
で
き
れ
ば
よ
く
、

１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
（

 
 

 
m3
/
h
/台
）

1
台
で
供
給
が
可
能
で
あ
る
が
、
炉
心
冷
却
に
必
要
な
補
機
を
含
め

た
除
熱
量
を
確
保
し
、
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
の
温
度
を
維
持
す
る
た
め
、
１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ

2
台
及
び
海

水
ポ
ン
プ
は

2
台
必
要
と
な
る
。
（
添
付
－
２
）
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 
   (
2
) 
確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

Ａ
格
納
容
器
循
環
冷

暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
 

外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

定
期
検
査
時

 
原
子
炉

 

保
修
課
長
 

１
次
系
冷
却
水
ポ
ン

プ
お
よ
び
１
次
系
冷

却
水
ク
ー
ラ
 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
原
子
炉
補
機
冷

却
水
系
の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時

 
当
直
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
ポ
ン
プ
ま
た
は
１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ
の
切
替

を
行
っ
た
場
合
は
、
切
替
の
際
に
操
作
し
た
弁
が
正

し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

切
替
の
都
度

 
当
直
課
長
 

１
次
系
冷
却
水
タ
ン

ク
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１

回
 

当
直
課
長
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
１
次

系
冷
却
水
タ
ン
ク
加

圧
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
ボ
ン
ベ
１
次
側
圧
力
に
よ
り
使
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１

回
 

原
子
炉

 

保
修
課
長
 

 (
2
) 
確
認
事
項
（
続
き
）
 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

海
水
ポ
ン
プ

 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
原
子
炉
補
機
冷

却
海
水
系
の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。

 

定
期
検
査
時

 
当
直
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
ポ
ン
プ
ま
た
は
１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ
の
切
替

を
行
っ
た
場
合
は
、
切
替
の
際
に
操
作
し
た
弁
が
正

し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

切
替
の
都
度

 
当
直
課
長
 

  

な
お
、
上
記
の
設
備
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
又
は
原
子
炉
建
屋
内
に
配
備
さ
れ
た
可
搬
型
重
大
事
故
等

対
処
設
備
で
あ
り
、
全
て
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
 

 ⑦
 
適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）

 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）

 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
及
び
１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ
に
つ
い
て
は
保
安
規
定

第
6
7
条
（
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
）
に
、
海
水
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
保
安
規
定
第

6
8
条
（
原
子
炉
補
機
冷
却

海
水
系
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
の
損
傷
の
有
無
に
つ
い
て
外
観
点
検
に
よ
り

確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）

 
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
、
１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
及
び
１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ
に
つ
い
て
は
保
安
規
定

第
6
7
条
（
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
）
に
、
海
水
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
保
安
規
定
第

6
8
条
（
原
子
炉
補
機
冷
却

海
水
系
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
加
圧
用
）
に
つ
い
て
は
、
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可

搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き

3
ヶ
月
に

1
回
、
ボ
ン
ベ
圧
力
に
よ

り
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
頻
度
に
つ

い
て
は
、
既
存
の
保
安
規
定
設
備
（
ポ
ン
プ
、
フ
ァ
ン
等
）
で
の
確
認
頻
度
が

1
ヶ
月
に

1
回
で
設
定
さ
れ
て

い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
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定
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条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 
(
3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用

 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置

 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
.
 原
子
炉
格
納
容

器
内
自
然
対
流

冷
却
系
が
動
作

不
能
で
あ
る
場

合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
Ａ
お
よ
び
Ｂ
ま
た
は
Ｃ
お
よ
び

Ｄ
の
い
ず
れ
か
２
台
の
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
を

起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
６
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
７
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
※
８
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

     ７
２
時
間

 

   ３
０
日

 

B
.
 条
件
Ａ
の
措
置

を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な

い
場
合
 

B
.1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.2
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間

 

 ５
６
時
間

 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６

 

A
.
 原
子
炉
格
納
容

器
内
自
然
対
流

冷
却
系
が
動
作

不
能
で
あ
る
場

合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.3
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水

位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.4
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
７
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
※
８
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  速
や
か
に

 

  速
や
か
に

 

    速
や
か
に

 

※
６
：
残
り
の
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
２
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

※
７
：
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
を
い
う
。
 

※
８
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

 

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
系
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と

な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。
 

  

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）
、
（
３
）
）

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】

  

A
.
1 
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変

更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対

処
設
備
”
で
あ
る
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
「

4
時
間
」
と
す
る
。
 

A
.
2 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力

で
整
理
し
た
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
が
該
当
し
、
完
了
時
間
は
対
応

す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

A
OT
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「

72
時
間
」

と
す
る
。

 

な
お
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
準
備
時
間
（

20
分
）
は
、
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格

納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
の
準
備
時
間
（

6
7
分
）
内
で
あ
る
た
め
補
完
措
置
の
必
要
は
な
い
。（
添
付
－
３
）

 

A
.
3 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

A
OT
上
限
の
「

30
日
」
と
す
る
。
 

B
.
1,
B.
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
 

 
 

【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A
.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.
2
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を

行
う
。
 

A
.
3
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

A
.
4 
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
“
速

や
か
に
”
開
始
す
る
。
確
認
対
象
は
、
モ
ー
ド
１
～
４
の

A
.2
と
同
様
で
あ
る
。
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８
５
－
７
－
２

 
大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
お
よ
び
代
替
補
機
冷
却
（
１
号
炉
お

よ
び
２
号
炉
）
 
①
 

 (
1
) 
運
転
上
の
制
限
 
 

項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格

納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
系
お
よ

び
代
替
補
機
冷
却
系

 

大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
海
水
供
給
系
※
１
２
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
 

適
用
モ
ー
ド

 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数

 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６

 

大
容
量
ポ
ン
プ

 
１
台
×
２
※
２
 

Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
 

※
３
 

燃
料
油
貯
油
そ
う
 

※
４
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
４
 

可
搬
型
温
度
計
測
装
置
（
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房

ユ
ニ
ッ
ト
入
口
温
度
／
出
口
温
度

(
Ｓ
Ａ
)
用
）

 
※
５
 

Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
 

※
６
 

Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
海
水
冷
却
）
 

※
６
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

 
※
７
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
用
給
油
ポ
ン
プ

 
※
４
 

※
１
：
海
水
供
給
系
と
は
、
大
容
量
ポ
ン
プ
か
ら
海
水
管
接
続
口
ま
で
を
い
う
。
 

※
２
：
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
の
合
計
所
要
数
 

※
３
：
「
８
５
－
７
－
１
 
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
（
１
号
炉
お
よ
び

２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
４
：
「
８
５
－
１
５
－
７
 
燃
料
油
貯
油
そ
う
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
用
給
油
ポ
ン
プ
お
よ
び
タ
ン
ク
ロ
ー

リ
ー
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。

 

※
５
：
「
８
５
－
１
６
－
１
 
計
装
設
備
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
６
：
「
８
５
－
４
－
６
 
代
替
再
循
環
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
７
：
「
８
５
－
１
５
－
１
 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運

転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

  

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条

 （
１
．
５
）

 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
 （
１
．
６
）

 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条

 （
１
．
７
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
 （
１
．
９
）
が
該
当
す
る
。（
添
付
－
１
）

 

 ②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
大
容

量
ポ
ン
プ
を
用
い
た
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
及
び
代
替
補
機
冷
却
の
た
め
の
海
水
供
給
系

2
系
統

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）

 

「
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
最

終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格

納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る
)
こ
と
。
［
代
替
海
水
供
給
設
備
（
大
容
量
ポ
ン
プ
）
を
使
用
し
た
格
納
容
器
循
環
冷
暖

房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
自
然
対
流
冷
却
及
び
Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
、
Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
へ
の
代
替

補
機
冷
却
が
該
当
］
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）

 

「
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

(手
順
等
）
」
と
し
て
、

(
1)
格
納
容
器
内
の
冷
却
機
能
が

喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
、

(2
)原
子
炉
格
納
容

器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
並
び
に
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低
下

さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(手
順
等
を
定
め
る

)
こ
と
。
[
CC

W
機
能
喪
失
時
に
お
け
る
代
替
海

水
供
給
設
備
（
大
容
量
ポ
ン
プ
）
を
使
用
し
た
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
自
然
対
流
冷
却
が

該
当

] 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）
 

「
原
子
炉
の
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)
」
と
し
て
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷

が
発
生
し
た
場
合
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を
定
め
る
)
こ
と
。

[全
交
流
電
源
喪
失
、
C
CW
機
能
喪
失
時
に
お
け
る
代
替
海
水
供
給
設
備
（
大

容
量
ポ
ン
プ
）
を
使
用
し
た
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
自
然
対
流
冷
却
が
該
当

] 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）

 

「
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(
手
順
等

)」
と
し
て
、
炉
心
の
著

し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
、
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な

設
備
を
設
け
る

(
手
順
等
を
定
め
る

)
こ
と
。
［
本
項
で
は
格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
冷
却
器
の

冷
却
が
該
当
］

 

 

④
 
大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
系
及
び
代
替
補
機
冷
却
系
は
、
原
子
炉
格
納
容
器

内
の
冷
却
等
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し

て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
」
と
す

る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）
 

 ⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 

(
2
) 
確
認
事
項

 
⑦

 

項
 
目

 
確
認
事
項

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

大
容
量
ポ
ン
プ

 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
運
転
状
態
に
異
常
が
な
い
こ

と
、
お
よ
び
吐
出
圧
力
が

 
 

 
 
MP

a
 
以
上
、
容

量
が

  
  
m
3 /
h
 以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
年
に
１
回

 
タ
ー
ビ
ン

 

保
修
課
長

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回

 
タ
ー
ビ
ン

 

保
修
課
長

 

  

⑥
 
大
容
量
ポ
ン
プ
の
定
格
吐
出
圧
力
は

  
  

M
Pa
・
定
格
流
量
は

 
 
 

m
3 /
h/
台
で
あ
り
、

1
号
炉
及
び

2
号
炉

の
合
計
で
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
及
び
代
替
補
機
冷
却
に
必
要
な
吐
出
圧
力
（

 
 

M
Pa
）
・
容
量

（
 
 
 
m
3 /
h
）
を

1
台
で
供
給
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
大
容
量
ポ
ン
プ
は
可
搬
型
重
大
事
故
等
対

処
設
備
の
う
ち
可
搬
型
注
水
設
備
（
原
子
炉
建
屋
の
外
か
ら
水
を
供
給
す
る
も
の
）
で
あ
り
２
Ｎ
要
求
設
備
に

該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
を

2
台
と
す
る
。
（
添
付
－
２
）

 

 ⑦
 
適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）

 

ａ
. 
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に

基
づ
き

1
年
に

1
回
、
ポ
ン
プ
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 

ｂ
. 
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に

基
づ
き

3
ヶ
月
に

1
回
、
ポ
ン
プ
を
起
動
す
る
こ
と
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 

(
3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用

 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置

 
⑨

 
完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
.
 動
作
可
能
な
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る

海
水
供
給
系
が
２

系
統
未
満
で
あ
る

場
合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を

起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
８
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.2
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
９
を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。

 

４
時
間
 

    １
０
日

 

   ３
０
日

 

B
.
 動
作
可
能
な
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る

海
水
供
給
系
が
１

系
統
未
満
で
あ
る

場
合
 

B
.1
 
当
直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を

起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
８
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び
 

B
.2
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
９
を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.3
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
動
作
不
能
と
な
っ
て

い
る
当
該
系
の
少
な
く
と
も
１
系
統
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。

 

４
時
間
 

    ７
２
時
間

 

   １
０
日

 

C
.
 条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ

の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き

な
い
場
合
 

C
.1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C
.2
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間

 

 ５
６
時
間

 

  

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
海
水
供
給
系
は
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
モ
ー
ド
１
～
４
に
お
い
て
は
、
動
作
可

能
な
系
統
数
が
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
に
な
っ
た
場
合
と
１
Ｎ
未
満
に
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す

る
。
モ
ー
ド
５
，
６
に
お
い
て
は
、
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
１
Ｎ
未
満
と
で
要
求
さ
れ
る
措
置
が
同
じ
に

な
る
た
め
２
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）
、
（
３
）
）

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】

  

A
.
1 
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変

許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
”
で
あ
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
、
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
が
該
当
し
、
動

作
可
能
確
認
の
完
了
時
間
は
「

4
時
間
」
と
す
る
。
 

A
.
2 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
す
る
場
合
の

AO
T
上
限

(２
Ｎ
未
満
１
Ｎ
以
上
)
の

「
10
日
」
と
す
る
。

 

A
.
3 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

A
OT
上
限
の
「

30
日
」
と
す
る
。
 

 B
.
1 
A.
1
と
同
じ
。
 

B
.
2 
A.
2
と
同
じ
。
た
だ
し
、
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「

7
2
時
間
」
と
す
る
。
 

B
.3
 
当
該
系
統
の
少
な
く
と
も

1
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
た
だ
し
、
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た

め
「
1
0
日
」
と
す
る
。
 

 C
.1
,C
.2
 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 

(
3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用

 

モ
ー
ド
 

条
 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置

 
⑨

 
完
了
時
間
 

モ
ー
ド
５
 

お
よ
び
６

 

A
.
 動
作
可
能
な
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る

海
水
供
給
系
が
２

系
統
未
満
で
あ
る

場
合
 

A
.1
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.3
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水

位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.4
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
９
を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

速
や
か
に

 

  速
や
か
に

 

  速
や
か
に

 

    速
や
か
に

 

※
８
：
残
り
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
基
、
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
２
系
統
お
よ
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系

統
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

※
９
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

  

 【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A
.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.
2
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を

行
う
。
 

A
.
3
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

A
.
4 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

(4) 設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付十（有効性評価） 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

(3) 工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類

等」参照 
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表 85－７ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

 

第
1
.
7.
1
図
 
Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
 
概
略
系
統
（
１
号
炉
）
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表 85－７ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

 

 

第
1
.
7.
1
図
 
Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
 
概
略
系
統
（
２
号
炉
）
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表 85－７ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

第
1
.
7
.
4
図
 
大
容
量
ポ
ン
プ
を
用
い
た
Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
 
概
略
系
統
（
1
号
炉
）
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表 85－７ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

  

 

第
1
.
7
.
4
図
 
大
容
量
ポ
ン
プ
を
用
い
た
Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
 
概
略
系
統
（
2
号
炉
）
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表 85－７ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

] 

 

第
1
.
5.
6
図

 
大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
補
機
冷
却
水
（
海
水
）
通
水
 
概
略
系
統
（
１
号
炉
）
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表 85－７ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

 

第
1
.
5.
6
図

 
大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
補
機
冷
却
水
（
海
水
）
通
水
 
概
略
系
統
（
２
号
炉
）
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設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 
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設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 
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設置変更許可申請書 添付十追補（機能喪失原因対策分析）（１・２号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
1
.
6.
1
図
 
機
能
喪
失
原
因
対
策
分
析
 

補(2)-533



 

 

第
7
.
2
.
1
.
1
.
2
表
 
「
雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
破
損
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の
主
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大
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Ｏ
Ｃ
Ａ
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び
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器
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プ
レ
イ
注
入
機
能
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喪
失
す
る
事
故
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項
目
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要
解
析
条
件

 
条
件
設
定
の
考
え
方

 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 す る 機 器 条 件  

原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
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次
冷
却
材
ポ
ン
プ
電
源
電
圧
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（
定
格
値
の

6
5%
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間

1
.
2
秒
）

 

ト
リ
ッ
プ
設
定
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に
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差
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ポ
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作
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。
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。
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（
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保
持
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力
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炉
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へ
の
注
水
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
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く
し
、
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損
傷
の
タ
イ
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を
早
め
る
観
点
か
ら
最

低
保
持
圧
力
を
設
定
。

 

ア
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タ

 

保
有
水
量

 

2
9
.0
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1
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当
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り
）

 

（
最
低
保
有
水
量
）

 

炉
心
へ
の
注
水
量
を
少
な
く
し
、
炉
心
損
傷
の
タ
イ
ミ
ン
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を
早
め
る
観
点
か
ら
最
低
保
有
水

量
を
設
定
。
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設
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替
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で
き
る
値
と
し
て
設
定
。
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し
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設
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。
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容
器
循
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暖
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1
基

 

 

1
基
当
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り
の
除
熱
特
性
：

 

1
0
0
℃
～
約
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3
℃
、

 

約
8
.
1
MW
～
約

13
.
9
MW

 

設
計
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に
余
裕
を
考
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し
た
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さ
い
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を
設
定
。

 

静
的
触
媒
式

 

水
素
再
結
合
装
置
及
び

 

原
子
炉
格
納
容
器

 

水
素
燃
焼
装
置

 

効
果
を
期
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せ
ず

 
原
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炉
格
納
容
器
圧
力
の
観
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で
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し
く
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る
よ
う
に
、
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原
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格
納
容
器
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燃
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置
の
効
果
に
つ
い
て
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い
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所要数、必要容量 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－７ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

 

 

第 9.5.1表 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（常設）の設備仕様 

  

(1) 格納容器循環冷暖房ユニット 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器換気及びその他の設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型 式  冷却コイル内蔵型 

基 数 1（格納容器内自然対流冷却時Ａ号機使用） 

伝 熱 容 量  約 15.3MW 

最 高 使 用 温 度 

管 側  161℃ 

最 高 使 用 圧 力 

管 側  1.2MPa[gage] 

 

(2) １次系冷却水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉補機冷却水設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型 式 うず巻式  

台 数 4 

容 量 約 m3/h（1台当たり） 

揚 程 約 m 

最 高 使 用 圧 力 0.98MPa[gage]  

最 高 使 用 温 度 161℃ 

本 体 材 料 炭素鋼  

 

  

設備仕様 

関連箇所を赤枠にて示す。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－７ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

 

(3) １次系冷却水クーラ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉補機冷却水設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型 式 横置 1通路式 

基 数 3 

伝 熱 容 量 約 10MW（1基当たり） 

最 高 使 用 温 度 

管 側 40℃ 

胴 側 161℃ 

最 高 使 用 圧 力   

管 側 0.7MPa[gage] 

胴 側 0.98MPa[gage] 

材 料    

管 側 アルミブラス 

胴 側 炭素鋼 

 

(4) １次系冷却水タンク  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉補機冷却水設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型 式 横置円筒型  

基 数 1 

容 量 約 8m3 

通 常 水 容 量 約 4m3 

最 高 使 用 圧 力 0.34MPa[gage]  

最 高 使 用 温 度 95℃ 

材 料 炭素鋼  
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表 85－７ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

 

(5) 海水ポンプ  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉補機冷却海水設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型 式 斜流式 

台 数 4 

容 量 約 m3/h（1台当たり）  

揚 程 約 m 

本 体 材 料 ステンレス鋼 

 

(6) 海水ストレーナ  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置円筒型  

基 数 4 

最 高 使 用 圧 力 1.2MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度 40℃ 

材 料 炭素鋼 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－７ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

 

(7) 恒設代替低圧注水ポンプ  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約 m3/h 

揚 程 約 m 

本 体 材 料 ステンレス鋼 

 

(8) 原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約 m3/h 

揚 程 約 m 

本 体 材 料 ステンレス鋼 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－７ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

 

(9) 燃料取替用水タンク  

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却設備 

・原子炉格納容器スプレ設備 

・火災防護設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置円筒型  

基 数 1 

容 量 約 1,720m3 

最 高 使 用 圧 力 大気圧 

最 高 使 用 温 度 95℃ 

ほ う 素 濃 度 2,600ppm以上 

材 料 ステンレス鋼 

設 置 高 さ E.L.＋17.4m 

距 離 約 58m（炉心より） 
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設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

 

(10) 復水タンク  

兼用する設備は以下のとおり。 

・補給水設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置円筒型  

基 数 1 

容 量 約 700m3 

材 料 低炭素鋼 

設 置 高 さ E.L.＋5.2m 

距 離 約 100m（炉心より） 
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設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

 

第 9.5.2表 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（可搬型）の 

設備仕様 

 

(1) 窒素ボンベ（１次系冷却水タンク加圧用）  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

種 類 鋼製容器 

本 数 1（予備 1） 

容 量 約 7Nm3（1本当たり） 

最 高 使 用 圧 力 14.7MPa[gage] 

供 給 圧 力 約 0.12MPa[gage]（供給後圧力） 

 

(2) 大容量ポンプ（１号及び２号炉共用）  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 2※1（予備 1※1,※2） 

容 量 約 m3/h（1台当たり） 

吐 出 圧 力 約 MPa[gage] 

※1 1台で１号炉及び２号炉の同時使用 

が可能。 

※2 １号、２号、３号及び４号炉共用、 

既設。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(3) 送水車 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式  水中ポンプ 

台 数  2（予備 1※1） 

容 量  約 m3/h（1台当たり） 

（復水タンクへの補給時） 

吐 出 圧 力  約 MPa[gage] 

（復水タンクへの補給時） 

※1 １号、２号、３号及び４号炉共用、 

既設。 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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9.5 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

9.5.2 設計方針 

9.5.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

内部スプレポンプ、内部スプレクーラ及び内部スプレポンプ格納容器サ

ンプＢ側入口弁の故障等により原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場

合における格納容器内自然対流冷却として使用するＡ格納容器循環冷暖房

ユニットは、重大事故等時に崩壊熱による原子炉格納容器内の圧力及び温

度の上昇に対して、Ａ格納容器循環冷暖房ユニットに原子炉補機冷却水又

は海水を通水させることで、格納容器内自然対流冷却の圧力損失を考慮し

ても原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることができる容量を有

する設計とする。 

内部スプレポンプ、内部スプレクーラ及び内部スプレポンプ格納容器サ

ンプＢ側入口弁の故障等により原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場

合における格納容器内自然対流冷却として使用する１次系冷却水ポンプ、

１次系冷却水クーラ、１次系冷却水タンク及び海水ポンプは、設計基準事

故時の原子炉補機冷却系の機能と兼用しており、設計基準事故時に使用す

る場合の原子炉補機冷却水流量が、炉心崩壊熱により加圧及び加熱された

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な原子炉補機冷

却水流量に対して十分であることを確認しているため、設計基準事故対処

設備と同仕様で設計する。 

窒素ボンベ（１次系冷却水タンク加圧用）は、格納容器内自然対流冷却

を実施する際に、原子炉補機冷却水の沸騰を防止するため１次系冷却水タ

ンク気相部を必要な圧力まで加圧できる容量を有するものを 1 セット 1 本

使用する。保有数は 1 セット 1 本、機能要求の無い時期に保守点検可能で

あるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 本

の合計 2本を保管する設計とする。 

また、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合における

格納容器内自然対流冷却として使用する大容量ポンプは、格納容器内自然

対流冷却として使用し、１号炉及び２号炉で同時使用した場合に必要な容
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量を有するものを 1 セット 1 台使用する。保有数は、１号炉及び２号炉で

2 セット 2 台（１号及び２号炉共用）、保守点検内容は目視点検等であり、

保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時の

バックアップ用として 1 台（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）の

合計 3台を分散して保管する設計とする。 

内部スプレポンプ及び燃料取替用水タンクの故障等により原子炉格納容

器内の冷却機能が喪失した場合における代替格納容器スプレイとして使用

する恒設代替低圧注水ポンプ及び原子炉下部キャビティ注水ポンプは、炉

心崩壊熱により原子炉格納容器の破損を防止するために必要なスプレイ流

量に対して十分であることを確認した容量を有する設計とする。 

内部スプレポンプ及び燃料取替用水タンクの故障等により原子炉格納容

器内の冷却機能が喪失した場合における代替格納容器スプレイとして使用

する燃料取替用水タンク及び復水タンクは、原子炉格納容器へのスプレイ

量に対し、海水を補給するまでの間、十分な容量を有する設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の圧力及び

温度を低下させるために格納容器内自然対流冷却として使用するＡ格納容

器循環冷暖房ユニット、１次系冷却水ポンプ、１次系冷却水クーラ、１次

系冷却水タンク、海水ポンプ及び大容量ポンプは、Ａ格納容器循環冷暖房

ユニットに原子炉補機冷却水又は海水を通水させることで、自然対流冷却

の圧力損失を考慮しても原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるこ

とができる容量を有する設計とする。 

また、代替格納容器スプレイとして使用する恒設代替低圧注水ポンプ及

び原子炉下部キャビティ注水ポンプは、炉心の著しい損傷が発生した場合

の原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要なスプレイ流

量に対して十分であることを確認した容量を有する設計とする。 

送水車は、重大事故等時において、復水タンクへの補給量に対し、海水

を補給することにより水源を確保できる容量を有するものを 1 セット１台

使用する。保有数は 2 セット 2 台、保守点検内容は目視点検等であり、保

守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバ
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ックアップ用として 1 台（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）の合

計 3台を分散して保管する設計とする。 

恒設代替低圧注水ポンプ及び原子炉下部キャビティ注水ポンプを用いた

代替格納容器スプレイは、格納容器内自然対流冷却とあわせて代替格納容

器スプレイを行うことにより原子炉格納容器内の放射性物質濃度を低下で

きる設計とする。 
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9.6 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

9.6.2 設計方針 

9.6.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器の破損を防止

するために格納容器スプレイとして使用する内部スプレポンプは、設計基

準事故時の原子炉格納容器の冷却による減圧機能と兼用しており、設計基

準事故時に使用する場合のスプレイ流量が、炉心の著しい損傷が発生した

場合の原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要なスプレ

イ流量に対して十分であることを確認しているため、設計基準事故対処設

備と同仕様で設計する。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器の破損を防止

するために格納容器スプレイとして使用する燃料取替用水タンクは、設計

基準事故時の原子炉格納容器の冷却による減圧機能と兼用しており、設計

基準事故時に使用する場合のタンク容量が、炉心の著しい損傷が発生した

場合の原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要なタンク

容量に対して十分であることを確認しているため、設計基準事故対処設備

と同仕様で設計する。 

代替格納容器スプレイとして使用する燃料取替用水タンク及び復水タン

クは、原子炉格納容器へのスプレイ量に対し、海水を補給するまでの間、

十分な容量を有する設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器の破損を防止

するために格納容器内自然対流冷却として使用するＡ格納容器循環冷暖房

ユニットは、格納容器循環冷暖房ユニットに原子炉補機冷却水又は海水を

通水させることで、Ａ格納容器内自然対流冷却の圧力損失を考慮しても原

子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることができる容量を有する設

計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器の破損を防止

するために格納容器内自然対流冷却として使用する１次系冷却水ポンプ、

１次系冷却水クーラ、１次系冷却水タンク及び海水ポンプは、設計基準事
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故時の原子炉補機冷却系の機能と兼用しており、設計基準事故時の原子炉

補機冷却水流量が、炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器内

の圧力及び温度を低下させるために必要な原子炉補機冷却水流量に対して

十分であることを確認しているため、設計基準事故対処設備と同仕様で設

計する。 

窒素ボンベ（１次系冷却水タンク加圧用）は、格納容器内自然対流冷却

を実施する際に、原子炉補機冷却水の沸騰を防止するため１次系冷却水タ

ンク気相部を必要な圧力まで加圧できる容量を有するものを 1 セット 1 本

使用する。保有数は 1 セット 1 本、機能要求の無い時期に保守点検可能で

あるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 本

の合計 2本を保管する設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器の破損を防止

するために代替格納容器スプレイとして使用する恒設代替低圧注水ポンプ

及び原子炉下部キャビティ注水ポンプは、炉心の著しい損傷が発生した場

合の圧力及び温度を低下させるために必要なスプレイ流量に対して十分で

あることを確認した容量を有する設計とする。 

送水車は、重大事故等時において、復水タンクへの補給量に対し、海水

を補給することにより水源を確保できる容量を有するものを 1 セット１台

使用する。保有数は 2 セット 2 台、保守点検内容は目視点検等であり、保

守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバ

ックアップ用として 1 台（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）の合

計 3台を分散して保管する設計とする。 

大容量ポンプは、重大事故等時において、格納容器内自然対流冷却とし

て使用し、１号炉及び２号炉で同時使用した場合に必要な容量を有するも

のを 1セット 1台使用する。保有数は、１号炉及び２号炉で 2セット 2台

（１号及び２号炉共用）、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中

でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアッ

プ用として 1 台（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）の合計 3 台を

分散して保管する設計とする。 
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5.9 原子炉補機冷却設備 

5.9.1原子炉補機冷却水設備 

この設備は、冷却される原子炉補機と冷却海水との間の熱媒体として働く

中間冷却系で、１次系冷却水ポンプ、１次系冷却水クーラ、１次系冷却水タ

ンク、冷却される原子炉補機及び 2 系統の母管から分岐した配管からなり、

これらの 2 系統は、１次系冷却水クーラ及びポンプを含め必要な場合には互

いに分離し得る閉回路を構成し、放射性物質の漏入を監視するための放射線

モニタを設置する。 

冷却水には純水を使用し、各原子炉補機より熱を除去した後、冷却水ポン

プによって冷却水クーラに至り、ここで海水と熱交換を行って再び原子炉補

機にもどる。この設備によって冷却されるのは、余熱除去クーラ、非再生ク

ーラ、サンプルクーラ、使用済燃料ピットクーラ、封水クーラ、余剰抽出水

クーラ及び冷却材ポンプである。また、１次系冷却水ポンプは非常用母線よ

り給電し、かつ、非常用電源の単一故障時においても安全上必要な原子炉補

機への冷却水を確保し得るよう設計する。さらに原子炉補機冷却水設備は、

基準津波、溢水及び外部人為事象により安全性を損なわないよう設計する。 

この系統は、第 5.2.1図のとおりである。 

主要機器の設計仕様の概要は、次のとおりである。 

 

１次系冷却水クーラ 

型 式  横置１通路式 

基 数  3 

伝 熱 容 量  約 10MW（1基当たり） 

最高使用圧力 

管 側  0.7MPa[gage] 

胴 側  0.98MPa[gage] 

最高使用温度 

管 側  40℃ 

胴 側  95℃ 

材 料 

補(2)-549



表 85－７ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

 

管 側  アルミブラス 

胴 側  炭素鋼 

 

１次系冷却水ポンプ 

型 式  うず巻式 

台 数  4 

容 量  約 m3/h（1台当たり） 

揚 程  約 m 

最高使用圧力  0.98MPa[gage] 

最高使用温度  95℃ 

本 体 材 料  炭素鋼 

 

１次系冷却水タンク 

型 式  横置円筒型 

基 数  1 

容 量  約 8m3  

通 常 水 容 量  約 4m3 

最高使用圧力  0.34MPa[gage] 

最高使用温度  95℃ 

本 体 材 料  炭素鋼 

 

5.9.2 原子炉補機冷却海水設備 

この設備は、原子炉補機冷却水設備を冷却するもので、海水ポンプで海水

を１次系冷却水クーラに送り原子炉補機冷却水を冷却する。また、配管は 2

系統の母管から分岐し、これらの 2 系統は、海水ポンプを含め必要な場合に

は互いに分離し得る構成とする。 

交流電源喪失時には、非常用電源から海水ポンプに電力を供給し、かつ、

非常用電源の単一故障時においても、この設備の運転を継続して原子炉系統

施設の冷却及び安全を確保する。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 

補(2)-550



表 85－７ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

 

また、基準津波、溢水及び外部人為事象により安全性を損なわないよう設

計する。 

系統構成は、第 5.9.1図のとおりとする。 

系統機器の仕様は、下記のとおりとする。 

 

海水ポンプ 

型 式  斜流式 

台 数  4 

容 量  約 3,200m3/h（１台当たり） 

揚 程  約 30m 

本 体 材 料  ステンレス鋼 

 

 

補(2)-551



表 85－７ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（２号炉） 

 

9.5 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

9.5.3 主要設備及び仕様 

第 9.5.1表を除き、１号炉の「9.5.3 主要設備及び仕様」の変更に同じ。

ただし、共用設備は除く。第 9.5.1表についても変更する。 
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第 9.5.1表 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（常設）の設備仕様 

 

(1) 格納容器循環冷暖房ユニット 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器換気及びその他の設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型 式 冷却コイル内蔵型 

基 数 1（格納容器内自然対流冷却時Ａ号機使 

 用） 

伝 熱 容 量 約 14.2MW 

最 高 使 用 温 度 

管 側 161℃ 

最 高 使 用 圧 力 

管 側 1.2MPa[gage] 

 

(2) １次系冷却水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉補機冷却水設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型 式 うず巻式  

台 数 4 

容 量 約 m3/h（1台当たり） 

揚 程 約 m 

最 高 使 用 圧 力 0.98MPa[gage]  

最 高 使 用 温 度 161℃ 

本 体 材 料 炭素鋼  

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－７ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（２号炉） 

 

(3) １次系冷却水クーラ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉補機冷却水設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型 式 横置１通路式 

基 数 3 

伝 熱 容 量 約 10MW（1基当たり） 

最 高 使 用 温 度 

管 側 40℃ 

胴 側 161℃ 

最 高 使 用 圧 力   

管 側 0.7MPa[gage] 

胴 側 0.98MPa[gage] 

材 料    

管 側 アルミブラス 

胴 側 炭素鋼 

 

(4) １次系冷却水タンク  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉補機冷却水設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型 式 横置円筒型  

基 数 1 

容 量 約 8m3 

通 常 水 容 量 約 4m3 

最 高 使 用 圧 力 0.34MPa[gage]  

最 高 使 用 温 度 95℃ 

材 料 炭素鋼  
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表 85－７ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（２号炉） 

 

(5) 海水ポンプ  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉補機冷却海水設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型 式 斜流式 

台 数 4 

容 量 約 m3/h（1台当たり）  

揚 程 約 m 

本 体 材 料 ステンレス鋼  

 

(6) 海水ストレーナ  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置円筒型  

基 数 4 

最 高 使 用 圧 力 1.2MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度 40℃ 

材 料 炭素鋼 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－７ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（２号炉） 

 

(7) 恒設代替低圧注水ポンプ  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約 m3/h 

揚 程 約 m 

本 体 材 料 ステンレス鋼 

 

 

(8) 原子炉下部キャビティ注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約 m3/h 

揚 程 約 m 

本 体 材 料 ステンレス鋼 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－７ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（２号炉） 

 

(9) 燃料取替用水タンク  

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却設備 

・原子炉格納容器スプレ設備 

・火災防護設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置円筒型  

基 数 1 

容 量 約 1,720m3 

最 高 使 用 圧 力 大気圧 

最 高 使 用 温 度 95℃ 

ほ う 素 濃 度 2,600ppm以上 

材 料 ステンレス鋼 

設 置 高 さ E.L.＋17.4m 

距 離 約 58m（炉心より） 
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表 85－７ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（２号炉） 

 

(10) 復水タンク  

兼用する設備は以下のとおり。 

・補給水設備 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式 たて置円筒型  

基 数 1 

容 量 約 700m3 

材 料 低炭素鋼 

設 置 高 さ E.L.＋5.2m 

距 離 約 72m（炉心より） 
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表 85－７ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（２号炉） 

 

9.5 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

9.5.2 設計方針 

9.5.2.3 容量等 

１号炉の「9.5.2.3 容量等」の変更に同じ。ただし、共用設備は除く。 

 

 

9.6 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

9.6.2 設計方針 

9.6.2.3 容量等 

１号炉の「9.6.2.3 容量等」の変更に同じ。ただし、共用設備は除く。 

 

 

5.9 原子炉補機冷却設備 

5.9.1 原子炉補機冷却水設備 

１号炉の「5.9.1 原子炉補機冷却水設備」の変更に同じ。 

 

5.9.2 原子炉補機冷却海水設備 

１号炉の「5.9.2 原子炉補機冷却海水設備」の変更に同じ。 
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表 85－７ 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書（１号炉） 

 

 

名    称 A格納容器循環冷暖房ユニット 

容      量 MW/個 15.3 

管
側 

最高使用圧力 MPa 1.2 

最高使用温度 ℃ 161 

胴
側 

最高使用圧力 MPa － 

最高使用温度 ℃ 155 

伝 熱 面 積 m２/個 8,303.4以上（8,303.4） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

格納容器循環冷暖房ユニットは、通常運転時において冷却コイルに1次系冷却水を通水

し、格納容器循環ファンによる強制循環によって、原子炉格納容器内の機器、配管等から

の放熱量を除去するために設計交換熱量1.16MWを有する設計としており、原子炉格納容器

内に格納容器循環冷暖房ユニットを3個設置する。なお、格納容器循環冷暖房ユニットは、

通常運転時は2個使用する。 

格納容器循環冷暖房ユニット（A、B、C格納容器循環冷暖房ユニット）は、制御棒駆動装

置冷暖房ユニットとあいまって原子炉冷却材圧力バウンダリに属する配管から1次冷却材の

漏えい（0.23m3/h）が生じた場合において、漏えいに伴い原子炉格納容器内に放出される

蒸気を凝縮するために必要な冷却能力を有する設計とする。 

なお、原子炉格納容器内の蒸気を凝縮させ漏えいを監視する装置については、資料23

「原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」に示す。 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用するA格

納容器循環冷暖房ユニットは、以下の機能を有する。 

A格納容器循環冷暖房ユニットは、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ

熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損

（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送するために設置する。 

系統構成は、海水ポンプ及び1次系冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失した場合又は全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪

失した場合は、A格納容器循環冷暖房ユニットの冷却水供給として、大容量ポンプに

より1次系冷却水系統を介して、A格納容器循環冷暖房ユニットへ海水を直接供給でき

る設計とする。 

 

- T1-添 4-1-7-291 - ～ - T1-添 4-1-7-294 - 
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表 85－７ 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書（１号炉） 

 

 

A格納容器循環冷暖房ユニットは、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内

の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器

内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

また、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は、A格納容器循環冷暖房ユニットへの冷却水供給として、1次系冷却水の

沸騰防止のため、1次系冷却水タンクを窒素加圧し、1次系冷却水ポンプによりA格納

容器循環冷暖房ユニットへ1次系冷却水を供給できる設計とする。  

また、海水ポンプ及び1次系冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合又は全交流動力電源及び1次系冷却機能が喪失した場合

は、A格納容器循環冷暖房ユニットの冷却水供給として、大容量ポンプにより1次系冷

却水系統を介して、A格納容器循環冷暖房ユニットへ海水を直接供給できる設計とす

る。 

また、原子炉格納容器内雰囲気温度の上昇により自動動作するダクト開放機構を有

し、重大事故等時において原子炉格納容器の最高使用圧力及び最高使用温度を下回る

飽和温度にて確実に開放することで格納容器内自然対流冷却ができる設計とする。 

格納容器循環冷暖房ユニットは、3個設置しているもののうち重大事故等対処設備と

して1個（A格納容器循環冷暖房ユニット）を使用する。 

1. 容量 

重大事故等時にA格納容器循環冷暖房ユニットに求められる性能は、原子炉格納容器内に

放出されるエネルギを継続的に原子炉格納容器外に排出して、原子炉格納容器内圧力及び

温度を過度に上昇させず、原子炉格納容器の健全性を維持することである。 

A格納容器循環冷暖房ユニットの除熱量は、対処する事故シーケンスにおける原子炉格納

容器内の雰囲気温度等により異なるが、重大事故等時の使用状態での除熱量を踏まえ、有

効性評価の判断基準である原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍時での飽和蒸気での解析条

件を基に設定する。 

A格納容器循環冷暖房ユニットの容量は、原子炉格納容器内の最高使用圧力の2倍時

（0.522MPa、153℃）に原子炉補機冷却水（設計温度35℃）又は海水（設計温度30℃）を包

活する冷却水温度35℃を通常運転時の定格容量である169.5m3/hで通水する場合に得られる

除熱量を基に容量を設定する。 

このA格納容器循環冷暖房ユニットによる重大事故等時条件下における除熱量の評価手法

は、電力共同研究による実証試験により確認されているため、A格納容器循環冷暖房ユニッ

トの容量は、上記評価手法により評価された除熱量に基づき15.3MW/個とする。 

電力共同研究による実証試験の詳細については、添付資料36「原子炉格納施設の設計条

件に関する説明書」に示す。 
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表 85－７ 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書（１号炉） 

 

 

 

2. 最高使用圧力 

2.1 最高使用圧力（管側） 

A格納容器循環冷暖房ユニット(管側)を重大事故等時において使用する場合の圧力

は、大容量ポンプの重大事故等時における使用圧力と同じ1.2MPaとする。 

2.2 最高使用圧力（胴側） 

A格納容器循環冷暖房ユニット（胴側）を重大事故等時において使用する場合の圧

力は、格納容器循環ファンが停止し、格納容器循環冷暖房ユニット（胴側）の内外面

に有意な差圧は発生しないため設定しない。 

3. 最高使用温度 

3.1 最高使用温度（管側） 

A格納容器循環冷暖房ユニット（管側）を重大事故等時において使用する場合の温

度は1次系冷却水クーラ（胴側）の重大事故等時における使用温度と同じ161℃とす

る。 

3.2 最高使用温度（胴側） 

A格納容器循環冷暖房ユニット（胴側）を重大事故等時において使用する場合の温

度は、原子炉格納容器の重大事故等時における使用温度138℃を上回る155℃とする。 

4. 伝熱面積 

設計基準対象施設として使用する格納容器循環冷暖房ユニットに内蔵する冷却コイル

の伝熱面積は、出力運転時の原子炉格納容器内雰囲気温度を49℃以下に維持できる処理

風量（5,250m3/min）において容量1.163MW（設計熱交換量）を満足できることをメーカ

が設計段階において確認した伝熱面積（コイル9基分）の8,303.4m2/個以上とする。 

A格納容器循環冷暖房ユニットを重大事故等時において使用する場合の伝熱面積は、

設計基準対象施設の伝熱面積を基に評価しており、設計基準対象施設と同仕様で設計

し、8,303.4m2/個以上とする。 

公称値については、要求される伝熱面積と同じ8,303.4m2/個とする。 
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表 85－７ 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書（２号炉） 

 

 

名    称 A格納容器循環冷暖房ユニット 

容      量 MW/個 14.2  

管
側 

最高使用圧力 MPa 1.2 

最高使用温度 ℃ 161 

胴
側 

最高使用圧力 MPa － 

最高使用温度 ℃ 155 

伝熱面積 m２/個 5,907.6 以上 (5,907.6) 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

格納容器循環冷暖房ユニットは、通常運転時において冷却コイルに1次系冷却水を通水

し、格納容器循環ファンによる強制循環によって、原子炉格納容器内の機器、配管等から

の放熱量を除去するために設計交換熱量1.00MWを有する設計としており、原子炉格納容器

内に格納容器循環冷暖房ユニットを3個設置する。なお、格納容器循環冷暖房ユニットは、

通常運転時は2個使用する。 

格納容器循環冷暖房ユニット（A、B、C格納容器循環冷暖房ユニット）は、制御棒駆動装

置冷暖房ユニットとあいまって原子炉冷却材圧力バウンダリに属する配管から1次冷却材の

漏えい（0.23m3/h）が生じた場合において、漏えいに伴い原子炉格納容器内に放出される

蒸気を凝縮するために必要な冷却能力を有する設計とする。 

なお、原子炉格納容器内の蒸気を凝縮させ漏えいを監視する装置については、資料23

「原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」に示す。 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用するA格

納容器循環冷暖房ユニットは、以下の機能を有する。 

A格納容器循環冷暖房ユニットは、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒー

トシンクへ熱を輸送するために設置する。 

系統構成は、海水ポンプ及び1次系冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失した場合又は全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪

失した場合は、A格納容器循環冷暖房ユニットの冷却水供給として、大容量ポンプに

より1次系冷却水系統を介して、A格納容器循環冷暖房ユニットへ海水を直接供給でき

る設計とする。 

- T2-添 4-1-5-288 - ～ - T2-添 4-1-5-291 - 
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A格納容器循環冷暖房ユニットは、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内

の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器

内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

また、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は、A格納容器循環冷暖房ユニットへの冷却水供給として、1次系冷却水の

沸騰防止のため、1次系冷却水タンクを窒素加圧し、1次系冷却水ポンプによりA格納

容器循環冷暖房ユニットへ1次系冷却水を供給できる設計とする。  

また、海水ポンプ及び1次系冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合又は全交流動力電源及び1次系冷却機能が喪失した場合

は、A格納容器循環冷暖房ユニットの冷却水供給として、大容量ポンプにより1次系冷

却水系統を介して、A格納容器循環冷暖房ユニットへ海水を直接供給できる設計とす

る。 

また、原子炉格納容器内雰囲気温度の上昇により自動動作するダクト開放機構を有

し、重大事故等時において原子炉格納容器の最高使用圧力及び最高使用温度を下回る

飽和温度にて確実に開放することで格納容器内自然対流冷却ができる設計とする。 

格納容器循環冷暖房ユニットは、3個設置しているもののうち重大事故等対処設備と

して1個（A格納容器循環冷暖房ユニット）を使用する。 

1. 容量 

重大事故等時にA格納容器循環冷暖房ユニットに求められる性能は、原子炉格納容器内に

放出されるエネルギを継続的に原子炉格納容器外に排出して、原子炉格納容器内圧力及び

温度を過度に上昇させず、原子炉格納容器の健全性を維持することである。 

A格納容器循環冷暖房ユニットの除熱量は、対処する事故シーケンスにおける原子炉格納 

容器内の雰囲気温度等により異なるが、重大事故等時の使用状態での除熱量を踏まえ、有

効性評価の判断基準である原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍時での飽和蒸気での解析条

件を基に設定する。 

A格納容器循環冷暖房ユニットの容量は、原子炉格納容器内の最高使用圧力の2倍時

（0.522MPa、153℃）に原子炉補機冷却水（設計温度35℃）又は海水（設計温度30℃）を包

活する冷却水温度35℃を通常運転時の定格容量である155.4m3/hで通水する場合に得られる

除熱量を基に容量を設定する。 

このA格納容器循環冷暖房ユニットによる重大事故等時条件下における除熱量の評価手法

は、電力共同研究による実証試験により確認されているため、A格納容器循環冷暖房ユニッ

トの容量は、上記評価手法により評価された除熱量に基づき14.2MW/個とする。 

電力共同研究による実証試験の詳細については、添付資料36「原子炉格納施設の設計条

件に関する説明書」に示す。 
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2. 最高使用圧力 

2.1 最高使用圧力（管側） 

A格納容器循環冷暖房ユニット（管側）を重大事故等時において使用する場合の圧

力は、大容量ポンプの重大事故等時における使用圧力と同じ1.2MPaとする。 

2.2 最高使用圧力（胴側） 

A格納容器循環冷暖房ユニット（胴側）を重大事故等時において使用する場合の圧

力は、格納容器循環ファンが停止し、格納容器循環冷暖房ユニット（胴側）の内外面

に有意な差圧は発生しないため設定しない。 

3. 最高使用温度 

3.1 最高使用温度（管側） 

A格納容器循環冷暖房ユニット（管側）を重大事故等時において使用する場合の温度

は1次系冷却水クーラ（胴側)の重大事故等時における使用温度と同じ161℃とする。 

 

3.2 最高使用温度(胴側) 

A格納容器循環冷暖房ユニット（胴側）を重大事故等時において使用する場合の温

度は、原子炉格納容器の重大事故等時における使用温度138℃を上回る155℃とする。 

4. 伝熱面積 

設計基準対象施設として使用する格納容器循環冷暖房ユニットに内蔵する冷却コイル

の伝熱面積は、出力運転時の原子炉格納容器内雰囲気温度を49℃以下に維持できる処理

風量（4,920m3/min）において容量0.995MW（設計熱交換量）を満足できることをメーカ

が設計段階において確認した伝熱面積（コイル9基分）の5,907.6m2/個以上とする。 

A格納容器循環冷暖房ユニットを重大事故等時において使用する場合の伝熱面積は、

設計基準対象施設の伝熱面積を基に評価しており、設計基準対象施設と同仕様で設計

し、5,907.6m2/個以上とする。 

公称値については、要求される伝熱面積と同じ5,907.6m2/個とする。 
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名    称 大容量ポンプ (１・２号機共用) 

容 量 m３/h/個   以上（  ） 

吐 出 圧 力 MPa   以上（  ） 

最高使用圧力 MPa 1.2 

最高使用温度 ℃ 40 

原 動 機 出 力 kW/個 1,193 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備として使用する大容量ポ

ンプは、以下の機能を有する。 

 

大容量ポンプは、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故

対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合並びに1次系

冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合を

想定した代替補機冷却として、海を水源とする大容量ポンプは、Aa、Ab海水ストレー

ナブロー配管（注1）又は原子炉補機冷却系統海水連絡配管と可搬型ホースを接続するこ

とで、原子炉補機冷却水系統を介して、B充てん／高圧注入ポンプ、B余熱除去ポンプ

の原子炉補機冷却系へ海水を直接供給し、代替補機冷却ができる設計とする。  

 

大容量ポンプは、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機

能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい

損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸

送するために設置する。 

系統構成は、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合並びに1次系

冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合を

想定した代替補機冷却として、海を水源とする大容量ポンプは、Aa､Ab海水ストレー

ナブロー配管（注1）又は原子炉補機冷却系統海水連絡配管と可搬型ホースを接続するこ

とで、原子炉補機冷却水系統を介して、B充てん／高圧注入ポンプ、B余熱除去ポンプ

の原子炉補機冷却系へ海水を直接供給し、代替補機冷却ができる設計とする。  

また、海水ポンプ及び1次系冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合並びに全交流動力電源が喪失した場合における1次冷却

材喪失事象時の格納容器内自然対流冷却として、海を水源とする大容量ポンプは、

Aa、Ab海水ストレーナブロー配管（注1）又は原子炉補機冷却系統海水連絡配管と可搬型

ホースを接続することで、原子炉補機冷却系を介して、A格納容器循環冷暖房ユニッ

トへ海水を直接供給できる設計とする。 

- T1-添 4-1-3-277 - ～ - T1-添 4-1-3-281 - 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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大容量ポンプは、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失

した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させるために設置する。 

また、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

これらの系統構成は、海水ポンプ及び1次系冷却水ポンプの故障等により全交流動

力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機

冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合を想定した格納容器内自然対流

冷却として、海を水源とする大容量ポンプは、Aa、Ab海水ストレーナブロー配管（注1）

又は原子炉補機冷却系統海水連絡配管と可搬型ホースを接続することで、原子炉補機

冷却系を介して、A格納容器循環冷暖房ユニットへ海水を直接供給できる設計とす

る。 

 

大容量ポンプは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を

防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は、海水ポンプ及び1次系冷却水ポンプの故障等により全交流動力電源及

び原子炉補機冷却機能が喪失した場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能

が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合を想定した格納容器内自然対流冷却とし

て、海を水源とする大容量ポンプは、Aa、Ab海水ストレーナブロー配管（注1）又は原子

炉補機冷却系統海水連絡配管と可搬型ホースを接続することで、原子炉補機冷却系を

介して、A格納容器循環冷暖房ユニットへ海水を直接供給できる設計とする。 

 

大容量ポンプは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内におけ

る水素による爆発による破損を防止する必要がある場合には、水素爆発による原子炉格

納容器の破損を防止するために設置する。 

 

 

系統構成は、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合並びに1次系

冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合を

想定した代替補機冷却として、海を水源とする大容量ポンプは、Aa、Ab海水ストレー

ナブロー配管（注1）又は原子炉補機冷却系統海水連絡配管と可搬型ホースを接続するこ

とで、原子炉補機冷却水系統を介して、24時間経過した後の格納容器雰囲気ガスサン

プリング冷却器の原子炉補機冷却系へ海水を直接供給し、代替補機冷却ができる設計

とする。 
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大容量ポンプは、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を供給するために設置する。 

系統構成は、海を水源とする大容量ポンプは、Aa、Ab海水ストレーナブロー配管（注

1）又は原子炉補機冷却系統海水連絡配管と可搬型ホースを接続することで、原子炉補機

冷却系に海水を直接供給し、代替補機冷却ができる設計とする。  

 

大容量ポンプの保有数は、１・２号機で2セット2個、故障時による待機除外時のバック

アップ用として1個（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設及び原子炉格納施設の大容量ポン

プ（放水砲用）の予備と共用）の合計3個を分散して保管する。 

なお、大容量ポンプは、定格容量 m３/h/個、吐出圧力 MPaの水中ポンプにて海水を取

水し、うず巻形ポンプまで送水する設計とし、水中ポンプは2個設置する。 

 

1. 容量 

大容量ポンプの容量は、各機器に供給する冷却海水流量を基に設定する。大容量ポンプ

が供給する冷却海水流量は、第1表に示すとおり通水流量の合計が m3/h/個となり、大容

量ポンプの容量は m3/h/個以上とする。 

 

第1表 必要冷却海水流量 

機器 

１号機 ２号機 

設計冷却海水流量 

（m３/h） 
台数 

設計冷却海水流量 

（m３/h） 
台数 

格納容器循環冷暖房ユニット  . 1  . 1 

余熱除去ポンプ  . 1  . 1 

充てん／高圧注入ポンプ  . 1  . 1 

格納容器雰囲気ガスサンプリング冷

却器 
 . 1  . 1 

冷却海水流量の合計 
 .m３/h  .m３/h 

 .m３/h 

 

公称値については、要求される容量 m3/h/個を上回る m3/h/個とする。 

 

 

 

 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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2. 吐出圧力 

大容量ポンプの吐出圧力は、原子炉格納容器内の圧力を原子炉格納容器の最高使用圧力

近傍で維持するときの移送先圧力、静水頭、機器圧損、配管・ホース及び弁類圧損を基に

設定する。 

 

項  目 圧力損失 (MPa) 

移送先圧力  . 

静水頭  . 

機器圧損  . 

配管・ホース及び弁類圧損  . 

合  計  . 

 

静水頭について、定格吐出圧力 MPaの水中ポンプにて水源である海から海水（高さ-

0.01m）を取水し、大容量ポンプのうず巻形ポンプまで送水することから、大容量ポンプの

設置高さ（3.5m）から送水先であるA格納容器循環冷暖房ユニット出口配管までの値とす

る。 

 

以上より、大容量ポンプの吐出圧力は、 MPa以上とする。 

 

公称値については、要求される吐出圧力 MPaを上回る MPaとする。 

 

3. 最高使用圧力 

大容量ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は、ポンプ吐出圧力を電気的

に1.2MPaに制限していることから、その制限値である1.2MPaとする。 

 

4. 最高使用温度 

大容量ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は、水源である海水の温度 (注

2)が40℃を下回るため、40℃とする。 

 

5. 原動機出力 

大容量ポンプの原動機出力は、定格容量が m３/h時の軸動力を基に設定する。 

大容量ポンプの定格容量が m３/h、吐出圧力が約 MPa、その時の同ポンプの必要軸動

力は1,193kWとなる。 

以上より、大容量ポンプの原動機出力は1,193kW/個とする。 

 

（注1）２号機では、A海水供給母管 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－７ 添付－２（３） 

工事計画認可申請書 設定根拠に関する説明書（１・２号炉） 

 

 

（注2）淡水及び海水の温度は、外気の温度である原子炉設置許可申請書添付書類六に示す高

浜発電所における最高の月平均気温である8月の約30.9℃(舞鶴特別地域気象観測所

30.6℃、敦賀特別地域気象観測所30.9℃)を下回る。 
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表 85－７ 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補（１・２号炉） 
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（２）－２－７ 保安規定第 85条 表 85-8「蒸気発生器２次側による炉心冷却 

（注水）をするための設備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十 有効性評価（所要数、必要数） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分

類等」参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA 条文） 
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定

 
第

8
5
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 
表
８
５
－
８

 
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
（
注
水
）
を
す
る
た
め
の
設
備

 

 ８
５
－
８
－
１

 
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
（
注
水
）
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）

 
①

 

 (
1
) 
運
転
上
の
制
限

 

項
 
目

 
②

 
運
転
上
の
制
限

 
③

 

復
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
補
助
給

水
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ
の

給
水
系

 

(
1)

 モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に

使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
）
に
お
い
て
、
復
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た

電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ
の
給
水
系
１
系
統
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
※
１
 

ま
た
は

 

(
2)

 モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
復
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ
の
給
水
系
１

系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
※
１
※
２
※
３
 

適
用
モ
ー
ド

 
④

 
設

 
備

 
⑤

 
所
要
数

 
⑥

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め

に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
）

 

電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

 
１
台

 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

 
１
台

 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
起
動
弁
（
現
場
手

動
操
作
）

 
１
台

 

蒸
気
発
生
器

 
３
基

 

復
水
タ
ン
ク

 
※
４

 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

 
※
５

 

燃
料
油
貯
油
そ
う

 
※
６

 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
用
給
油
ポ
ン
プ

 
※
６

 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

 
※
６

 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動
（
系
統
構
成
含
む
）
で
き
る
こ
と
、
ま
た
は
運
転
中
で
あ
る
こ
と
を

い
う
。

 

※
２
：
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
起
動
時
の
モ
ー
ド
３
に
お
い
て
試
運
転
に
係
る
調
整

を
行
っ
て
い
る
場
合
、
運
転
上
の
制
限
は
適
用
し
な
い
。

 

※
３
：
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
と
は
、
現
場
手
動
に
よ
る
起
動
を
含
む
。

 

※
４
：
「
８
５
－
１
４
－
２

 
復
水
タ
ン
ク
か
ら
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に

お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。

 

※
５
：
「
８
５
－
１
５
－
１

 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運
転

上
の
制
限
を
定
め
る
。

 

※
６
：
「
８
５
－
１
５
－
７

 
燃
料
油
貯
油
そ
う
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
用
給
油
ポ
ン
プ
お
よ
び
タ
ン
ク
ロ
ー

リ
ー
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。

 

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
五
条

 （
１
．
２
）

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
六
条

 （
１
．
３
）

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条

 （
１
．
４
）

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条

 （
１
．
５
）
が
該
当
す
る
。（
添
付
－
１
）

 
 ②

 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 ③

 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
補
助
給

水
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ
の
給
水
系

1
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。

 
 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
五
条
（
１
．
２
）

 
「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」
と
し

て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
高
圧
の
状
態
に
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原

子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(
手

順
等
を
定
め
る

)こ
と
。

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
六
条
（
１
．
３
）

 
「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
対

処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
減
圧
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を

減
圧
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(
手
順
等
を
定
め
る

)
こ
と
。

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

 
「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と

し
て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
に
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る

原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(
手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）

 
「
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

有
す
る
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び

原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備

を
設
け
る

(
手
順
等
を
定
め
る

)
こ
と
。

 
 

④
 補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ
の
給
水
系
は
、
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却
に
必
要

な
設
備
で
あ
り
、
蒸
気
発
生
器
に
よ
る
熱
除
去
が
可
能
な
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て

い
る
場
合
）」
（
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
駆
動
用
の
蒸
気
条
件
が
整
う
「
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ

び
３
」
）
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
１
）
）

 
 ⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備

 
 ⑥

 
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
に
係
る
有
効
性
評
価
で
は
、
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
強
制
冷
却
時
の
解
析
条
件
と

し
て
蒸
気
発
生
器
へ
の
注
水
量
を

7
5m

3 /
h
と
し
て
い
る
た
め
、
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
（
起
動
弁
含

む
）
の
所
要
数
を

1
台

(定
格
容
量

 
約

 
 
 
m
3 /
h
）
、
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
所
要
数
を

1
台

(
定
格
容
量

 
約

  
m
3 /
h
/台

)と
す
る
。
蒸
気
発
生
器
は
全
て
の
蒸
気
発
生
器
に
期
待
す
る
た
め
所
要
数
を

3
基
と
す
る
。
（
添

付
－
２
）

 
な
お
、
上
記
の
設
備
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
り
、
全
て
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

8
5
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 
(
2
) 
確
認
事
項

 
⑦

 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度

 
担
 
当

 

補
助
給
水
系

 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
補
助
給
水
系
の

流
路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

定
期
検
査
時
 

当
直
課
長
 

電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を
起
動
さ
せ
、
異
常
な
振

動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な

振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱

除
去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
）
に
お
い

て
、
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
、
ポ
ン
プ
を

起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま

た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て
は
、
正

し
い
位
置
に
復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
当
直
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
７
。
ま
た
、
確

認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て
は
、
正
し
い
位

置
に
復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
当
直
課
長
 

※
７
：
モ
ー
ド
３
に
お
い
て
、
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
の
確
認
は
、
起
動
弁
の
開

閉
確
認
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）

 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
補
助
給
水
系
に
つ
い
て
は
保
安
規
定
第

65
条
（
補
助
給
水
系
）
で
設
定
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
、
定
期
的
に
確
認
す
る
）

  

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
、
補
助
給
水
系
に
つ
い
て
は
保
安
規
定
第

6
5
条
（
補
助
給
水
系
）
で
設
定
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

  

補(2)-575



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明

 
保
安
規
定
 
第

8
5
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 
(
3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用

 

モ
ー
ド

 
条

 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
お

よ
び
３
 

A
.
 動
作
可
能
な
復
水
タ

ン
ク
を
水
源
と
し
た

電
動
補
助
給
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
蒸
気
発
生

器
へ
の
給
水
系
が
１

系
統
未
満
お
よ
び
 

動
作
可
能
な
復
水
タ

ン
ク
を
水
源
と
し
た

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給

水
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸

気
発
生
器
へ
の
給
水

系
が
１
系
統
未
満
で

あ
る
場
合
 

A
.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に

 

A
.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

１
２
時
間
 

A
.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
４
に
す
る
。
 

３
６
時
間
 

モ
ー
ド
４

（
蒸
気
発

生
器
が
熱

除
去
の
た

め
に
使
用

さ
れ
て
い

る
場
合
）
 

A
.
 動
作
可
能
な
復
水
タ

ン
ク
を
水
源
と
し
た

電
動
補
助
給
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
蒸
気
発
生

器
へ
の
給
水
系
が
１

系
統
未
満
で
あ
る
場

合
 

A
.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に

 

A
.
2 
当
直
課
長
は
、
余
熱
除
去
系
１
系
統
以
上

に
よ
る
熱
除
去
の
た
め
の
操
作
を
開
始
す

る
。
 

速
や
か
に

 

  

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ
の
給
水
系
は
､
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
系
統
数
が

１
Ｎ
未
満
に
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 

具
体
的
に
は
、
モ
ー
ド
１
、
２
及
び
３
に
お
い
て
は
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
１
系
統
又
は
タ
ー
ビ
ン
動
補
助

給
水
ポ
ン
プ

1
系
統
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、
両
方
の
系
統
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す

る
。
モ
ー
ド
４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
）
に
つ
い
て
は
、
電
動
補
助
給
水

ポ
ン
プ
１
系
統
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、
当
該
の
系
統
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．
（
２
）
、
（
３
）
）

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
】
 

A
.
1 
全
て
の
補
助
給
水
系
が
動
作
不
能
で
あ
る
た
め
、
当
該
系
統
の
い
ず
れ
か
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.
2 
補
助
給
水
系
全
て
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
、
保
安
規
定
第

65
条
（
補
助
給
水
系
）
の
要
求
に
基
づ
き

プ
ラ
ン
ト
を
適
用
モ
ー
ド
外
に
移
行
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
表
で
は
当
該
要
求
に
基
づ
く
措
置
を
設
定
し
て
い

る
。

 

A
.
3 
上
記

A.
2
と
同
じ
。

 

 【
モ
ー
ド
４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
）
】
 

A
.
1 
動
作
可
能
な
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
補
助
給
水
系
が

1
系
統
未
満
で
あ
る
た
め
、
当
該
系
統
を
動
作

可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

A
.
2 
補
助
給
水
系
全
て
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
、
保
安
規
定
第

65
条
（
補
助
給
水
系
）
の
要
求
に
基
づ
き

余
熱
除
去
系

1
系
統
以
上
に
よ
る
熱
除
去
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
表
で
も
当
該
要
求
に

基
づ
く
措
置
を
設
定
し
て
い
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十 有効性評価（所要数、必要数） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類等」

参照 
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表 85－８ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

第
1
.
4.
3
5
図

 
補
助
給
水
ポ
ン
プ
及
び
主
蒸
気
大
気
放
出
弁
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
 
概
略
系
統
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表 85－８ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

第 5.4.1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備（常設）の設備仕様 

 

(5) タービン動補助給水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・補助給水ポンプ 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約 m3/h 

揚 程 約 m 

本 体材料 炭素鋼 

 

  

設備仕様 

関連箇所を赤枠にて示す。 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－８ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

(6) 電動補助給水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・補助給水ポンプ 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型 式 うず巻式 

台 数 2 

容 量 約 m3/h（1台当たり） 

揚 程 約 m 

本 体 材 料 合金鋼 

 

(10) タービン動補助給水ポンプ起動弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

型 式 電動式 

個 数 2 

最高使用圧力 7.48MPa[gage] 

最高使用温度 291℃ 

材 料 炭素鋼 

 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－８ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（２号炉） 

第 5.4.1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備（常設）の設備仕様 

 

(5) タービン動補助給水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・補助給水ポンプ 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型 式 うず巻式 

台 数 1 

容 量 約 m3/h 

揚 程 約 m 

本 体 材 料 炭素鋼 

 

  

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－８ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（２号炉） 

(6) 電動補助給水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・補助給水ポンプ 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型 式 うず巻式 

台 数 2 

容 量 約 m3/h（1台当たり） 

揚 程 約 m 

本 体 材 料 合金鋼 

 

(10) タービン動補助給水ポンプ起動弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

型 式 電動式 

個 数 2 

最高使用圧力 7.48MPa[gage] 

最高使用温度 291℃ 

材 料 炭素鋼 

 

 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第
7
.
1
.
2
.
2
表
 
「
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
」
の
主
要
解
析
条
件
 

（
外
部
電
源
喪
失
＋
非
常
用
所
内
交
流
電
源
喪
失
＋
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
＋
Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
ー
ル
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）
(2
/3
) 

 
項
目

 
主
要
解
析
条
件

 
条
件
設
定
の
考
え
方

 

事 故 条 件  

起
因
事
象

 
外
部
電
源
喪
失

 
外
部
電
源
喪
失
が
発
生
す
る
も
の
と
し
て
設
定
。

 

安
全
機
能
の
喪
失

 

に
対
す
る
仮
定

 

非
常
用
所
内
交
流
電
源
喪
失
 

原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失

 

非
常
用
所
内
交
流
電
源
が
喪
失
し
、
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
が
喪
失
す
る
も
の
と

し
て
設
定
。

 

外
部
電
源

 
外
部
電
源
な
し

 
起
因
事
象
と
し
て
、
外
部
電
源
が
喪
失
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

 

Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
ー
ル
部
か
ら
の

 

漏
え
い
率
（
初
期
）

 

定
格
圧
力
に
お
い
て

 

約
1
09

m
3 /
h
（

4
8
0
gp

m
）（

1
台
当
た
り
）
相
当
と
な

る
口
径

 

約
1
.6

c
m（
約

0
.6
イ
ン
チ
）
（

1
台
当
た
り
）

 

（
事
象
発
生
時
か
ら
の
漏
え
い
を
想
定
）

 

W
C
A
P
-1

5
6
03
に
お
け
る
最
大
の
漏
え
い
率
の
値
と
し
て
設
定
。

 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 す る 機 器 条 件  

原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
信
号

 
１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ
電
源
電
圧
低

 

（
定
格
値
の

6
5%
、
応
答
時
間

1
.2
秒
）

 

ト
リ
ッ
プ
設
定
値
に
計
装
誤
差
を
考
慮
し
た
低
い
値
と
し
て
、
解
析
に
用
い
る
ト

リ
ッ
プ
限
界
値
を
設
定
。
検
出
遅
れ
や
信
号
発
信
遅
れ
時
間
等
を
考
慮
し
て
、
応

答
時
間
を
設
定
。

 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水

 

ポ
ン
プ

 

事
象
発
生
の

6
0
秒
後
に
注
水
開
始

 
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
作
動
時
間
は
、
信
号
遅
れ
と
ポ
ン
プ
の
定
速
達

成
時
間
に
余
裕
を
考
慮
し
て
設
定
。

 

 
m
3
/h
（
蒸
気
発
生
器

3
基
合
計
）

 
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

1
台
運
転
時
に
、

3
基
の
蒸
気
発
生
器
へ
注
水
さ

れ
る
流
量
か
ら
設
定
。

 

主
蒸
気
大
気
放
出
弁
容
量

 
定
格
ル
ー
プ
流
量
（
ル
ー
プ
当
た
り
）
の

1
0
%（

1
個

当
た
り
）
 

定
格
運
転
時
に
お
い
て
、
設
計
値
と
し
て
各
ル
ー
プ
に
設
置
し
て
い
る
主
蒸
気
大

気
放
出
弁

1
個
当
た
り
定
格
主
蒸
気
流
量
（
ル
ー
プ
当
た
り
）
の
約

1
0
%
を
処
理

で
き
る
流
量
と
し
て
設
定
。

 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
持
圧
力

 
4
.
0
4
MP

a
［

g
a
g
e］

 

（
最
低
保
持
圧
力
）
 

炉
心
へ
の
注
水
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
遅
く
す
る
最
低
の
圧
力
と
し
て
設
定
。

 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
有
水
量

 
2
9
.0

m
3 （

1
基
当
た
り
）

 

（
最
低
保
有
水
量
）

 
最
低
の
保
有
水
量
を
設
定
。

 

恒
設
代
替
低
圧
注
水

 

ポ
ン
プ
の
原
子
炉
へ
の

 

注
水
流
量

 

 
m
3
/h

 

想
定
す
る
流
出
流
量
に
対
し
て
、
１
次
冷
却
材
圧
力

0
.
7
MP

a
[
ga

g
e
]到
達
時
点
で

炉
心
注
水
を
開
始
す
る
こ
と
に
よ
り
、
炉
心
損
傷
防
止
が
可
能
な
流
量
と
し
て
設

定
。

 

所要数、必要容量 

関連箇所を赤枠にて示す。 
表 85－８ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十 有効性評価（１号炉） 

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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第
7
.
1
.
2
.
2
表
 
「
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
」
の
主
要
解
析
条
件
 

（
外
部
電
源
喪
失
＋
非
常
用
所
内
交
流
電
源
喪
失
＋
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
＋
Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
ー
ル
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）
(2
/3
) 

 
項
目

 
主
要
解
析
条
件

 
条
件
設
定
の
考
え
方

 

事 故 条 件  

起
因
事
象

 
外
部
電
源
喪
失

 
外
部
電
源
喪
失
が
発
生
す
る
も
の
と
し
て
設
定
。

 

安
全
機
能
の
喪
失

 

に
対
す
る
仮
定

 

非
常
用
所
内
交
流
電
源
喪
失
 

原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失

 

非
常
用
所
内
交
流
電
源
が
喪
失
し
、
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
が
喪
失
す
る
も
の
と

し
て
設
定
。

 

外
部
電
源

 
外
部
電
源
な
し

 
起
因
事
象
と
し
て
、
外
部
電
源
が
喪
失
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

 

Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
ー
ル
部
か
ら
の

 

漏
え
い
率
（
初
期
）

 

定
格
圧
力
に
お
い
て

 

約
1
09

m
3 /
h
（

4
8
0
gp

m
）（

1
台
当
た
り
）
相
当
と
な

る
口
径

 

約
1
.6

c
m（
約

0
.6
イ
ン
チ
）
（

1
台
当
た
り
）

 

（
事
象
発
生
時
か
ら
の
漏
え
い
を
想
定
）

 

W
C
A
P
-1

5
6
03
に
お
け
る
最
大
の
漏
え
い
率
の
値
と
し
て
設
定
。

 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 す る 機 器 条 件  

原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
信
号

 
１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ
電
源
電
圧
低

 

（
定
格
値
の

6
5%
、
応
答
時
間

1
.2
秒
）

 

ト
リ
ッ
プ
設
定
値
に
計
装
誤
差
を
考
慮
し
た
低
め
の
値
と
し
て
、
解
析
に
用
い
る

ト
リ
ッ
プ
限
界
値
を
設
定
。
検
出
遅
れ
や
信
号
発
信
遅
れ
時
間
等
を
考
慮
し
た
遅

め
の
値
と
し
て
、
応
答
時
間
を
設
定
。

 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水

 

ポ
ン
プ

 

事
象
発
生
の

6
0
秒
後
に
注
水
開
始

 
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
作
動
時
間
は
、
信
号
遅
れ
と
ポ
ン
プ
の
定
速
達

成
時
間
に
余
裕
を
考
慮
し
て
設
定
。

 

 
m
3
/h
（
蒸
気
発
生
器

3
基
合
計
）

 
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

1
台
運
転
時
に
、

3
基
の
蒸
気
発
生
器
へ
注
水
さ

れ
る
流
量
か
ら
設
定
。

 

主
蒸
気
大
気
放
出
弁
容
量

 
定
格
ル
ー
プ
流
量
（
ル
ー
プ
当
た
り
）
の

1
0
%（

1
個

当
た
り
）
 

定
格
運
転
時
に
お
い
て
、
設
計
値
と
し
て
各
ル
ー
プ
に
設
置
し
て
い
る
主
蒸
気
大

気
放
出
弁

1
個
当
た
り
定
格
主
蒸
気
流
量
（
ル
ー
プ
当
た
り
）
の
約

1
0
%
を
処
理

で
き
る
流
量
と
し
て
設
定
。

 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
持
圧
力

 
4
.
0
4
MP

a
［

g
a
g
e］

 

（
最
低
保
持
圧
力
）
 

炉
心
へ
の
注
水
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
遅
く
す
る
最
低
の
圧
力
と
し
て
設
定
。

 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
有
水
量

 
2
9
.0

m
3 （

1
基
当
た
り
）

 

（
最
低
保
有
水
量
）

 
最
低
の
保
有
水
量
を
設
定
。

 

恒
設
代
替
低
圧
注
水

 

ポ
ン
プ
の
原
子
炉
へ
の

 

注
水
流
量

 

 
m
3
/h

 

想
定
す
る
流
出
流
量
に
対
し
て
、
１
次
冷
却
材
圧
力

0
.
7
MP

a
[
ga

g
e
]到
達
時
点
で

炉
心
注
水
を
開
始
す
る
こ
と
に
よ
り
、
炉
心
損
傷
防
止
が
可
能
な
流
量
と
し
て
設

定
。

 

 

表 85－８ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十 有効性評価（２号炉） 

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

 

補(2)-584



 

 

（２）－２－８ 保安規定第 85条 表 85-９ 「蒸気発生器２次側による炉心冷却

（蒸気放出）をするための設備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付十 有効性評価（所要数、必要容量） 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備

分類等」参照 

 

  

補(2)-585



 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

 

補(2)-586



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条

 
条
文

  
記
載
内
容
の
説
明

  
表
８
５
－
９

 
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
）
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 ８
５
－
９
－
１
 
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
）
 
①

 

 (
1)

 運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
※
１
に
よ
る
蒸
気

放
出
系
 

手
動
で
の
開
弁
が
で
き
る
こ
と
（
現
場
手
動
含
む
）
 

適
用
モ
ー
ド

 
④
 

設
 
備

 
⑤

 
所
要
数

 
⑥
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め

に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
）
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
 

３
個

 

※
１
：
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
に
つ
い
て
は
主
蒸
気
大
気
放
出
弁
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ
い
て
は
主
蒸
気
逃

が
し
弁
を
い
う
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
。
 

  

①
 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
五
条
 
（
１
．
２
）

 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
六
条
 
（
１
．
３
）

 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
 
（
１
．
４
）

 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条

 
（
１
．
５
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）

 

 

②
 運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
主
蒸
気

逃
が
し
弁
に
よ
る
蒸
気
放
出
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
五
条
（
１
．
２
）
 

「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(
手
順
等

)」
と
し

て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
高
圧
の
状
態
に
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子

炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を

定
め
る

)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
六
条
（
１
．
３
）
 

「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
)
」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
減
圧
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧

す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
(
手
順
等
を
定
め
る

)こ
と
。

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）
 

「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(
手
順
等

)」
と
し

て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
に
あ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子

炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

(手
順
等
を

定
め
る

)こ
と
。
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）
 

「
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備

(
手
順
等
)
」
と
し
て
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

有
す
る
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原

子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設

け
る
(
手
順
等
を
定
め
る
)
こ
と
。

 
 

④
 主
蒸
気
逃
が
し
弁
に
よ
る
蒸
気
放
出
系
は
、
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却
に
必
要
な
設
備
で
あ

り
、
蒸
気
発
生
器
に
よ
る
熱
除
去
が
可
能
な
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場

合
）
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
１
）
）

 

 

⑤
 ②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備
。
な
お
、
主
蒸
気
逃
が
し
弁
の
現
場
手
動
操
作
に
つ
い
て
は
、
設
備
と
し
て
主
蒸
気

逃
が
し
弁
に
包
含
さ
れ
る
た
め
、
設
備
に
は
「
主
蒸
気
逃
が
し
弁
」
の
み
を
記
載
し
、
運
転
上
の
制
限
に
「
現
場

手
動
含
む
」
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

 

  

な
お
、
上
記
の
設
備
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
た
め
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。

 

補(2)-587



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条

 
条
文

  
記
載
内
容
の
説
明

  
 

⑥
 全
交
流
動
力
電
源
喪
失
に
係
る
有
効
性
評
価
で
は
、
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
強
制
冷
却
時
の
解
析
条
件
と

し
て
主
蒸
気
逃
が
し
弁
の
所
要
数
を

3
個
（
定
格
主
蒸
気
流
量
の

1
0％
）
と
し
て
い
る
た
め
、
所
要
数
を

3
個

と
す
る
。
（
添
付
－
２
）
 

  

(
2)

 確
認
事
項
 
⑦
 

項
 
目

 
確
認
事
項

 
頻
 
度

 
担

 
当

 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
が
手
動
で
開
弁
で
き
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時

 
計
装

 

保
修
課
長
 

  

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）

 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）

 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
主
蒸
気
逃
が
し
弁
に
つ
い
て
は
第

6
4
条
（
主
蒸
気
逃
が
し
弁
）
で
設
定
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

  

(
3)

 要
求
さ
れ
る
措
置

 

適
用
 

モ
ー
ド

 
条

 
件

 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨

 
完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
（
蒸
気

発
生
器
が

熱
除
去
の

た
め
に
使

用
さ
れ
て

い
る
場

合
）
 

A
. 
主
蒸
気
逃
が
し
弁
１

個
以
上
が
手
動
で
開

弁
で
き
な
い
場
合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起

動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と

と
も
に
そ
の
他
の
設
備
※
２
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。

  

４
時
間

 

    ７
２
時
間
 

B
. 
条
件
Ａ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合

 

B
.1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

B
.2
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
４
（
蒸
気
発
生
器
が

熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
場

合
）
に
す
る
。

 

１
２
時
間
 

 ３
６
時
間
 

※
２
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
、
加
圧
器
逃
が
し
弁
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
に
つ
い
て
は
２
台
、
３
号
炉

お
よ
び
４
号
炉
に
つ
い
て
は
３
台
）
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
、
非
常
用
直
流
電
源
、
原
子
炉
補
機
冷
却

海
水
系
２
系
統
お
よ
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系
統
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

  

⑧
 運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
は
、
設
置
個
数

(
3
個

)の
全
て
が
手
動
開
操
作
で
き
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
た
め
、
主

蒸
気
逃
が
し
弁
１
個
以
上
が
手
動
で
開
弁
で
き
な
い
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。
 

 

⑨
 要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
．（
２
）
、（
３
）
）

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
）
】
 

A
.
1
 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
の
技
術
的
能
力
で

整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
、
加
圧
器
逃
が
し

弁
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
、
非
常
用
直
流
電
源
、
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
が
該

当
し
、
完
了
時
間
は
「
4
時
間
」
と
す
る
。
 
 

A
.
2
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
た
場
合
の

AO
T
上
限
で
あ
る
「

72
時
間
」
と
す
る
。

 
B
.1
,B
.2
 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付十 有効性評価（所要数、必要容量） 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類

等」参照 
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表 85－９ 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

第
1
.
4.
3
5
図

 
補
助
給
水
ポ
ン
プ
及
び
主
蒸
気
大
気
放
出
弁
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
 
概
略
系
統
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表 85－９ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付十 有効性評価（１号炉） 

 

7.1.2 全交流動力電源喪失  

7.1.2.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策 

(1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス 

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」において、炉心損傷

防止対策の有効性を確認する事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理

及び評価項目の設定」に示すとおり、「外部電源喪失時に非常用所内交

流電源が喪失する事故」のみである。 

 

(2) 事故シーケンスグループの特徴及び炉心損傷防止対策の基本的考え方 

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」では、原子炉の出力

運転中に、送電系統又は所内主発電設備の故障等により、外部電源が喪

失し、常用系補機である１次冷却材ポンプ等が機能喪失するとともに、

非常用所内交流電源系統が機能喪失する。このため、緩和措置がとられ

ない場合には、電動補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水、高圧注

入系及び低圧注入系による炉心注水、１次系冷却水ポンプによる最終ヒ

ートシンクへの熱の輸送、中央制御室からの主蒸気大気放出弁操作によ

る１次冷却系の減温、減圧及び復水タンクへの補給ができなくなる。ま

た、従属的に原子炉補機冷却機能喪失が発生し、補機冷却水が必要な機

器に期待できなくなるとともに、ＲＣＰシール部へのシール水注水機能

及びサーマルバリアの冷却機能が喪失することから、ＲＣＰシール部か

らの１次冷却材の漏えい等により１次冷却系保有水量の減少が生じ、炉

心損傷に至る。 

したがって、本事故シーケンスグループでは、２次冷却系を強制的に

減圧することにより１次冷却系を減温、減圧し、炉心注水を行うことに

より、炉心損傷を防止する。長期的には、最終的な熱の逃がし場へ熱の

輸送を行うことによって除熱を行う。 

 

（以下省略） 

  

所要数、必要容量 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－９ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付十 有効性評価（１号炉） 

 

7.1.2.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 

(2) 有効性評価の条件 

本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第

7.1.2.2 表及び第 7.1.2.3 表に示す。また、主要な解析条件について、

本重要事故シーケンス特有の解析条件を以下に示す。 

a. 事故条件 

(a) 起因事象 

起因事象として、外部電源喪失が発生するものとする。 

(b) 安全機能の喪失に対する仮定 

非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する

ものとする。 

(c) 外部電源 

「(a) 起因事象」に示すとおり、外部電源無しを想定する。 

(d) ＲＣＰシール部からの漏えい率 

ＲＣＰシール部からの漏えい率は、全シールの機能喪失を仮定

し、WCAP-15603 における最大の漏えい率の値として、１次冷却材

ポンプ 1台当たり、定格圧力において約 109m3/h（480gpm相当）と

し、その漏えい率相当となる口径約 1.6cm（約 0.6インチ）を設定

する。また、１次冷却材ポンプ 3 台からの漏えいを考慮するもの

とする。なお、ラビリンス部の抵抗のみを考慮した場合において

も、ラビリンス部の構造健全性が維持されることを確認している。 

ＲＣＰシールＬＯＣＡの発生を想定しない場合のＲＣＰシール

部が健全な場合の漏えい率は、１次冷却系への注水が必要となら

ない漏えい率として、WCAP-15603 のうちシールが健全な場合の漏

えい率の値として、１次冷却材ポンプ 1 台当たり、定格圧力にお

いて約 4.8m3/h（21gpm 相当）とし、その漏えい率相当となる口径

約 0.3cm（約 0.13 インチ）を設定する。また、１次冷却材ポンプ

3台からの漏えいを考慮するものとする。 
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表 85－９ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付十 有効性評価（１号炉） 

 

b. 重大事故等対策に関連する機器条件 

(a) タービン動補助給水ポンプ 

タービン動補助給水ポンプ 1 台が自動起動し、解析上は事象発

生の 60秒後に 3基の蒸気発生器に合計 75m3/hの流量で注水するも

のとする。 

(b) 主蒸気大気放出弁 

２次冷却系強制冷却として主蒸気大気放出弁 3 個を使用するも

のとし、容量は設計値として、各ループに設置している主蒸気大

気放出弁 1個当たり定格主蒸気流量（ループ当たり）の 10%を処理

するものとする。 

(c) アキュムレータ 

蓄圧注入系のパラメータとして初期保持圧力については、蓄圧

注入のタイミングを遅くすることで、１次冷却系保有水量の回復

が遅れることから最低保持圧力を用いる。また、初期保有水量に

ついては、最低保有水量を用いる。 

アキュムレータ保持圧力（最低保持圧力）4.04MPa[gage] 

アキュムレータ保有水量（最低保有水量）29.0m3（1基当たり） 

(d) 恒設代替低圧注水ポンプの原子炉への注水流量 

運転員等による炉心注水操作を実施するに当たっての余裕を考

慮した時点として、安定状態到達後に１次冷却材温度及び圧力の

維持を行う１次冷却材圧力 0.7MPa[gage]到達時点を選定し、この

時点で炉心注水を開始することにより、想定する漏えい流量に対

して炉心損傷防止が可能な流量として、30m3/hを設定する。 

(e) ＲＣＰシール部からの漏えい停止 

ＲＣＰシールＬＯＣＡが発生しない場合において、１次冷却材

ポンプ封水戻りライン逃がし弁の閉止圧力である0.83MPa[gage]で

漏えいが停止するものとする。 

c. 重大事故等対策に関連する操作条件 

運転員等操作に関する条件として、「6.3.5 運転員等の操作時間に

対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。 
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表 85－９ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付十 有効性評価（１号炉） 

 

(a) ２次冷却系強制冷却は、主蒸気大気放出弁の現場開操作に必要

な移動、操作等の時間を考慮して、事象発生の 40分後に開始す

るものとする。 

（以下省略）
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第
7
.
1
.
2
.
3
表
 
「
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
」
の
主
要
解
析
条
件
 

（
外
部
電
源
喪
失
＋
非
常
用
所
内
交
流
電
源
喪
失
＋
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
）
(
2
/
3
)
 

項
目

 
主
要
解
析
条
件

 
条
件
設
定
の
考
え
方

 

事 故 条 件  

起
因
事
象

 
外
部
電
源
喪
失

 
外
部
電
源
喪
失
が
発
生
す
る
も
の
と
し
て
設
定
。
 

安
全
機
能
の
喪
失

 

に
対
す
る
仮
定
 

非
常
用
所
内
交
流
電
源
喪
失

 

原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失

 

非
常
用
所
内
交
流
電
源
が
喪
失
し
、
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
す
る
も
の
と
し

て
設
定
。

 

外
部
電
源

 
外
部
電
源
な
し

 
起
因
事
象
と
し
て
、
外
部
電
源
が
喪
失
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
 

Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
ー
ル
部
か
ら
の
 

漏
え
い
率
（
初
期
）

 

定
格
圧
力
に
お
い
て

 

約
4
.
8
m
3 /
h（

2
1g

p
m
）（

1
台
当
た
り
）

 

相
当
と
な
る
口
径

 

約
0
.3

c
m（
約

0
.
13
イ
ン
チ
）

 

（
1
台
当
た
り
）

 

（
事
象
発
生
時
か
ら
の
漏
え
い
を
想
定
）

 

W
C
A
P
-1

5
6
03
の
う
ち
シ
ー
ル
が
健
全
な
場
合
の
漏
え
い
率
の
値
と
し
て
設
定
。

 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 す る 機 器 条 件  

原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
信
号

 
１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ
電
源
電
圧
低

 

（
定
格
値
の

6
5%
、
応
答
時
間

1
.2
秒
）

 

ト
リ
ッ
プ
設
定
値
に
計
装
誤
差
を
考
慮
し
た
低
い
値
と
し
て
解
析
に
用
い
る
ト
リ

ッ
プ
限
界
値
を
設
定
。
検
出
遅
れ
や
信
号
発
信
遅
れ
時
間
等
を
考
慮
し
て
、
応
答

時
間
を
設
定
。

 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水

 

ポ
ン
プ

 

事
象
発
生
の

6
0
秒
後
に
注
水
開
始

 
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
作
動
時
間
は
、
信
号
遅
れ
と
ポ
ン
プ
の
定
速
達

成
時
間
に
余
裕
を
考
慮
し
て
設
定
。

 

7
5
m
3 /
h（
蒸
気
発
生
器

3
基
合
計
）

 
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

1
台
運
転
時
に
、
3
基
の
蒸
気
発
生
器
へ
注
水
さ

れ
る
流
量
か
ら
設
定
。

 

主
蒸
気
大
気
放
出
弁
容
量

 
定
格
ル
ー
プ
流
量
（
ル
ー
プ
当
た
り
）
の

1
0
%（

1
個

当
た
り
）

 

定
格
運
転
時
に
お
い
て
、
設
計
値
と
し
て
各
ル
ー
プ
に
設
置
し
て
い
る
主
蒸
気
大

気
放
出
弁

1
個
当
た
り
定
格
主
蒸
気
流
量
（
ル
ー
プ
当
た
り
）
の
約

1
0
%
を
処
理

で
き
る
流
量
と
し
て
設
定
。

 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
持
圧
力

 
4
.
0
4
MP

a
［

g
a
g
e］

 

（
最
低
保
持
圧
力
）

 
炉
心
へ
の
注
水
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
遅
く
す
る
最
低
の
圧
力
と
し
て
設
定
。

 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
有
水
量

 
2
9
.0

m
3 （

1
基
当
た
り
）

 

（
最
低
保
有
水
量
）

 
最
低
の
保
有
水
量
を
設
定
。

 

漏
え
い
停
止
圧
力

 
0
.
8
3
MP

a
[
ga

g
e
] 

１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ
封
水
戻
り
ラ
イ
ン
に
設
置
し
て
い
る
逃
が
し
弁
の
閉
止
圧
力

を
基
に
設
定
。

 

表 85－９ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付十 有効性評価（１号炉） 
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表 85－９ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付十 有効性評価（２号炉） 

 

7.1.2 全交流動力電源喪失 

7.1.2.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策 

１号炉の「7.1.2.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策」

の記載に同じ。 

 

7.1.2.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 

(1) 有効性評価の方法 

１号炉の「7.1.2.2(1) 有効性評価の方法」の記載に同じ。 

 

(2) 有効性評価の条件 

第 7.1.2.2表及び第 7.1.2.3表を除いて１号炉の「7.1.2.2(2) 有効性

評価の条件」の記載に同じ。 

（以下省略） 
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1
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3
表
 
「
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
」
の
主
要
解
析
条
件
 

（
外
部
電
源
喪
失
＋
非
常
用
所
内
交
流
電
源
喪
失
＋
原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
）
(
2
/
3
)
 

項
目

 
主
要
解
析
条
件

 
条
件
設
定
の
考
え
方

 

事 故 条 件  

起
因
事
象

 
外
部
電
源
喪
失

 
外
部
電
源
喪
失
が
発
生
す
る
も
の
と
し
て
設
定
。

 

安
全
機
能
の
喪
失

 

に
対
す
る
仮
定

 

非
常
用
所
内
交
流
電
源
喪
失
 

原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失

 

非
常
用
所
内
交
流
電
源
が
喪
失
し
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原
子
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
す
る
も
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と

し
て
設
定
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外
部
電
源
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部
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源
な
し

 
起
因
事
象
と
し
て
、
外
部
電
源
が
喪
失
す
る
も
の
と
し
て
い
る
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シ
ー
ル
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か
ら
の

 

漏
え
い
率
（
初
期
）
 

定
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圧
力
に
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て

 

約
4
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8
m
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h（
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1g
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m
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1
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当
た
り
）

 

相
当
と
な
る
口
径
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0
.3

c
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0
.
13
イ
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1
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当
た
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象
発
生
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ら
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漏
え
い
を
想
定
）

 

W
C
AP

-
1
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0
3
の
う
ち
シ
ー
ル
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健
全
な
場
合
の
漏
え
い
率
の
値
と
し
て
設

定
。

 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 す る 機 器 条 件  

原
子
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ト
リ
ッ
プ
信
号

 
１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ
電
源
電
圧
低

 

（
定
格
値
の

6
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、
応
答
時
間

1
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秒
）

 

ト
リ
ッ
プ
設
定
値
に
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装
誤
差
を
考
慮
し
た
低
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の
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し
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に
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る

ト
リ
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プ
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界
値
を
設
定
。
検
出
遅
れ
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発
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遅
れ
時
間
等
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し
た
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め
の
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し
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応
答
時
間
を
設
定
。

 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水

 

ポ
ン
プ

 

事
象
発
生
の

6
0
秒
後
に
注
水
開
始
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ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
作
動
時
間
は
、
信
号
遅
れ
と
ポ
ン
プ
の
定
速

達
成
時
間
に
余
裕
を
考
慮
し
て
設
定
。

 

7
5
m
3 /
h（
蒸
気
発
生
器

3
基
合
計
）

 
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

1
台
運
転
時
に
、

3
基
の
蒸
気
発
生
器
へ
注
水

さ
れ
る
流
量
か
ら
設
定
。

 

主
蒸
気
大
気
放
出
弁
容
量

 
定
格
ル
ー
プ
流
量
（
ル
ー
プ
当
た
り
）
の

1
0
%（

1
個

当
た
り
）
 

定
格
運
転
時
に
お
い
て
、
設
計
値
と
し
て
各
ル
ー
プ
に
設
置
し
て
い
る
主
蒸
気

大
気
放
出
弁

1
個
当
た
り
定
格
主
蒸
気
流
量
（
ル
ー
プ
当
た
り
）
の
約

1
0
%を

処
理
で
き
る
流
量
と
し
て
設
定
。

 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
持
圧
力

 
4
.
0
4
MP

a
［
g
a
g
e］

 

（
最
低
保
持
圧
力
）
 

炉
心
へ
の
注
水
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
遅
く
す
る
最
低
の
圧
力
と
し
て
設
定
。

 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
保
有
水
量

 
2
9
.0

m
3 （

1
基
当
た
り
）

 

（
最
低
保
有
水
量
）

 
最
低
の
保
有
水
量
を
設
定
。

 

漏
え
い
停
止
圧
力

 
0
.
8
3
MP

a
[
ga

g
e
] 

１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ
封
水
戻
り
ラ
イ
ン
に
設
置
し
て
い
る
逃
が
し
弁
の
閉
止
圧

力
を
基
に
設
定
。

 

 

表 85－９ 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付十 有効性評価（２号炉） 
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表 85－９ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

 

 

第 5.5.1表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備（常設）の設備仕

様 

 

(7) 主蒸気大気放出弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・主蒸気系統 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型 式 空気作動式 

個 数 3 

口 径 6B 

容 量 約 170t/h（1個当たり） 

最高使用圧力 7.48MPa[gage] 

最高使用温度 291℃ 

本 体材料 炭素鋼 

 

 

設備仕様 

関連箇所を赤枠にて示す。 
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表 85－９ 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付八（２号炉） 

 

第 5.5.1表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備（常設）の設備仕

様 

 

(7) 主蒸気大気放出弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・主蒸気系統 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型 式 空気作動式 

個 数 3 

口 径 6B 

容 量 約 170t/h（1個当たり） 

最高使用圧力 7.48MPa[gage] 

最高使用温度 291℃ 

本 体材料 炭素鋼 
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（２）－２－９ 保安規定第 85条 表 85-10「水素爆発による原子炉格納容器の破

損を防止するための設備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十追補・添付十（所要数、必要容量） 

添付-３ 同等な機能を有する設備 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 

（同等の機能を有することの根拠） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備

分類等」参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

表
８
５
－
１
０

 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

 ８
５
－
１
０
－
１
 
水
素
濃
度
低
減
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
 
①

 

 (
1
) 
運
転
上
の
制
限
 
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③

 

水
素
濃
度
低
減
 

(
1
) 
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

(
2
) 
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置
の
所
要
数
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
 

(
3
) 
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

(
4
) 
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置
の
所
要
数
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド
 
④
 

設
 
備

 
⑤

 
所
要
数
 
⑥

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
お
よ
び
６

 

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
 

５
基

 

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置
 

５
個

 

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置

 
１
２
個
 

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置

 
１
２
個
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

※
１
 

燃
料
油
貯
油
そ
う
 

※
２
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
用
給
油
ポ
ン
プ
 

※
２
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
２
 

※
１
：
「
８
５
－
１
５
－
１
 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運

転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
２
：
「
８
５
－
１
５
－
７
 
燃
料
油
貯
油
そ
う
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
用
給
油
ポ
ン
プ
お
よ
び
タ
ン
ク
ロ
ー

リ
ー
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。

 
  

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）

 

 ②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
静
的
触

媒
式
水
素
再
結
合
装
置
と
同
装
置
の
作
動
状
況
を
確
認
す
る
温
度
監
視
装
置
、
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置

と
同
装
置
の
作
動
状
況
を
確
認
す
る
温
度
監
視
装
置
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す

る
。
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）
 

「
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等

)
」
と
し
て
、
炉
心
の
著

し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必

要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 ④
 静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
は
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た

場
合
に
お
い
て
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉

格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド

は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）

 

 ⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備

 

 ⑥
 水
素
燃
焼
に
係
る
有
効
性
評
価
で
は
、
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
に
つ
い
て

5
基
の
動
作
を
期
待
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
運
転
上
の
制
限
の
対
象
設
備
と
し
て
所
要
数
を

5
基
と
す
る
。
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置

は
解
析
に
お
い
て
は
水
素
濃
度
の
観
点
で
厳
し
く
な
る
よ
う
効
果
は
期
待
せ
ず
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
合
計

12

個
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
動
作
状
況
確
認
の
た
め
の
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
動
作
監
視
装
置
及

び
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
動
作
監
視
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
（
添
付
－
２
）
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保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

(
2
) 
確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当

 

静
的
触
媒
式
水
素
再

結
合
装
置
 

装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

原
子
炉

 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

静
的
触
媒
式
水
素
再

結
合
装
置
温
度
監
視

装
置
 

機
能
検
査
を
実
施
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

計
装
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
装
置
が
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
値
に

よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

原
子
炉
格
納
容
器
水

素
燃
焼
装
置
 

装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

電
気
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
装
置
の
外
観
点
検
※
３
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

原
子
炉
格
納
容
器
水

素
燃
焼
装
置
温
度
監

視
装
置
 

機
能
検
査
を
実
施
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

計
装
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
装
置
が
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
値
に

よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

※
３
：
ル
ー
プ
室
内
、
加
圧
器
室
内
お
よ
び
ド
ー
ム
部
を
除
く
。
 

 

⑦
 適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）

 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）

 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
に
つ
い

て
は
、
水
素
を
実
際
に
燃
焼
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
装
置
の
外
観
点
検
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
温
度
監
視
装
置
に
つ
い
て
は
機
能
検
査
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）

 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
、
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
に
つ
い

て
は
、
定
期
検
査
時
の
確
認
と
同
様
、
装
置
の
外
観
点
検
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
温
度
監
視
装
置
に
つ
い
て
は
、
指
示
値
に
よ
り
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
の
確
認
（
振
切
れ
や
他
の

計
器
と
の
差
異
の
有
無
等
の
確
認
）
を
行
う
。
頻
度
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
保
安
規
定
設
備
（
ポ
ン
プ
、
フ
ァ

ン
等
）
の
確
認
頻
度
が
１
ヶ
月
に
１
回
で
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
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明
 

 

保
安
規
定

 第
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条
 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

(
3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置

 
⑨

 
完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
静
的
触
媒
式
水
素
再

結
合
装
置
の
所
要
数

の
１
基
以
上
が
動
作

不
能
で
あ
る
場
合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を

起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
※
４
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
５
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。

 

４
時
間
 

    ７
２
時
間

 

B
. 
条
件
Ａ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

B
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

B
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間

 

 ５
６
時
間

 

C
. 
原
子
炉
格
納
容
器
水

素
燃
焼
装
置
の
所
要

数
の
１
個
以
上
が
動

作
不
能
で
あ
る
場
合
 

C
.1
 当
直
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

速
や
か
に

 

D
. 
静
的
触
媒
式
水
素
再

結
合
装
置
温
度
監
視

装
置
ま
た
は
原
子
炉

格
納
容
器
水
素
燃
焼

装
置
温
度
監
視
装
置

の
所
要
数
の
１
個
以

上
が
動
作
不
能
で
あ

る
場
合
 

D
.1
 当
直
課
長
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
が
静
的

触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
ま
た
は
原
子
炉
格

納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
が
動
作
す
る
環
境
に

な
い
こ
と
を
確
認
す
る
※
６
。

 

お
よ
び
 

D
.2
 当
直
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

４
時
間
 

そ
の
後
の

１
２
時
間

に
１
回

 

 速
や
か
に

 

  

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
、
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
温
度
監
視
装
置
は
、
１

Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
個
(
基
)
数
が
所
要
数
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
、（
３
）
）

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.
1
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
及
び
原
子
炉
格
納

容
器
水
素
燃
焼
装
置
は
重
大
事
故
等
緩
和
設
備
の
た
め
、
も
と
も
と
の
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も

の
が
な
い
。
こ
の
た
め
、
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発

生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
」
こ
と
の
前
段
階
で
あ
る
炉

心
損
傷
防
止
の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
、
具

体
的
に
は
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
「

4
時
間
」
と
す
る
。
 

A
.
2 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
な
い
た
め
、
完
了
時

間
は
「

72
時
間
」
と
す
る
。

 

B
.
1,
B.
2
 既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
 

C
.
1 
⑥
で
前
述
し
た
と
お
り
、
解
析
に
お
い
て
は
水
素
濃
度
の
観
点
で
厳
し
く
な
る
よ
う
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃

焼
装
置
の
効
果
に
は
期
待
し
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
装
置
が
故
障
し
た
場
合
は
、
「
速
や
か
に
復
旧
す
る

措
置
を
開
始
す
る
」
こ
と
を
設
定
す
る
。

 

D
.
1 
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置
又
は
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置
の
所
要

数
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
又
は
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装

置
の
水
素
除
去
能
力
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
か
ら
の
漏

え
い
率
等
の
プ
ラ
ン
ト
パ
ラ
メ
ー
タ
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
が
静
的
触
媒
式
水
素
再
結

合
装
置
又
は
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
が
動
作
す
る
環
境
で
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
初
回
の
確
認
の
完

了
時
間
は
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
行
う
「
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
の
確
認
」
に
適
用
す
る
「

4
時
間
」
と
す
る
。
以
降
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な

計
器
の
確
認
頻
度
（

1
日
に

1
回
）
よ
り
短
い
頻
度
と
し
、
具
体
的
に
は
、
監
視
機
能
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場

合
の
措
置
と
し
て
類
似
し
て
い
る
保
安
規
定
第

3
3
条
（
1
/4

 炉
心
出
力
偏
差
）
第
２
項
(
1)
の
「
出
力
領
域
上
部

中
性
子
束
偏
差
大
を
検
知
す
る
警
報
ま
た
は
出
力
領
域
下
部
中
性
子
束
偏
差
大
を
検
知
す
る
警
報
が
動
作
不
能
で

あ
る
場
合
、

1
2 
時
間
に
１
回
、
1
/4

 
炉
心
出
力
偏
差
を
確
認
す
る
。
」
の
設
定
を
準
用
し
、「

12
 時
間
に
１
回
」

と
す
る
。
（
添
付
－
３
）
 

D
.
2 
当
該
設
備
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
（
適
用
モ
ー
ド
外
へ

の
移
行
措
置
は
不
要
と
す
る
）
。
 

 

補(2)-604



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

(
3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置

 
⑨

 
完
了
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６

 

A
. 
静
的
触
媒
式
水
素
再

結
合
装
置
の
所
要
数

の
１
基
以
上
ま
た
は

原
子
炉
格
納
容
器
水

素
燃
焼
装
置
の
所
要

数
の
１
個
以
上
が
動

作
不
能
で
あ
る
場
合
 

ま
た
は
 

 
静
的
触
媒
式
水
素
再

結
合
装
置
温
度
監
視

装
置
ま
た
は
原
子
炉

格
納
容
器
水
素
燃
焼

装
置
温
度
監
視
装
置

の
所
要
数
の
１
個
以

上
が
動
作
不
能
で
あ

る
場
合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を

行
っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系

非
満
水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ

ィ
低
水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を

回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

※
４
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
５
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
６
：
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
か
ら
の
漏
え
い
率
等
を
確
認
す
る
。

 

  

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
、
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
温
度
監
視
装
置
は
、
１

Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動
作
可
能
な
個
(
基
)
数
が
所
要
数
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
、（
３
）
）

 

【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A
.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.
2
 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な

い
こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置

を
行
う
。
 

A
.
3 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す

る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 

補(2)-605



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

８
５
－
１
０
－
２
 
水
素
濃
度
監
視
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
 
①

 

 (
1
) 
運
転
上
の
制
限
 
 

項
 
目

 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

水
素
濃
度
監
視
 

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
等
に
よ
る
水
素
濃
度
監
視
系

１
系
統
※
１
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
モ
ー
ド

 
④
 

設
 
備

 
⑤

 
所
要
数
 
⑥

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６

 

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置

 
１
個

 

可
搬
型
原
子
炉
補
機
冷
却
水
循
環
ポ
ン
プ

 
１
台

 

可
搬
型
格
納
容
器
ガ
ス
試
料
圧
縮
装
置

 
１
台

 

格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
冷
却
器
 

１
個

 

格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
湿
分
分
離

器
 

１
個

 

大
容
量
ポ
ン
プ

 
※
２
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

 
※
３
 

燃
料
油
貯
油
そ
う
 

※
４
 

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
用
給
油
ポ
ン
プ

 
※
４
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

※
４
 

※
１
：
１
系
統
と
は
、
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
１
個
、
可
搬
型
原
子
炉
補
機
冷
却
水
循
環
ポ
ン
プ

１
台
、
可
搬
型
格
納
容
器
ガ
ス
試
料
圧
縮
装
置
１
台
、
格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
冷
却
器
１
個

お
よ
び
格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
湿
分
分
離
器
１
個
。
 

※
２
：
「
８
５
－
７
－
２
 
大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
お
よ
び
代
替
補
機
冷
却

（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
３
：
「
８
５
－
１
５
－
１
 
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運

転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

※
４
：
「
８
５
－
１
５
－
７
 
燃
料
油
貯
油
そ
う
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
用
給
油
ポ
ン
プ
お
よ
び
タ
ン
ク
ロ
ー

リ
ー
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。

 

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）
が
該
当
す
る
。
（
添
付
－
１
）

 

 ②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
格
納
容

器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
冷
却
器
及
び
格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
湿
分
分
離
器
と
、
可
搬
型
重

大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
、
可
搬
型
原
子
炉
補
機
冷
却
水
循
環
ポ
ン

プ
及
び
可
搬
型
格
納
容
器
ガ
ス
試
料
圧
縮
装
置
か
ら
構
成
さ
れ
る
水
素
濃
度
監
視
系

1
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
運
転
の
制
限
と
す
る
。
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）
 

「
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

(手
順
等
）
」
と
し
て
、
炉
心
の
著

し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に

必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 

④
 水
素
濃
度
監
視
系
は
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度

を
監
視
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間

と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー
ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
」
と

す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）

 

 ⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備

 

 

⑥
 可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
、
可
搬
型
原
子
炉
補
機
冷
却
水
循
環
ポ
ン
プ
及
び
可
搬
型
格
納
容
器

ガ
ス
試
料
圧
縮
装
置
に
つ
い
て
は

1
個
(台

)を
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
可
搬
型
重
大
事
故

等
対
処
設
備
で
あ
る
が
、
可
搬
型
代
替
電
源
設
備
及
び
可
搬
型
注
水
設
備
で
な
い
た
め
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。

（
添
付
－
２
）
 

 
格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
冷
却
器
及
び
格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
湿
分
分
離
器
に
つ

い
て
は

1
個
を
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
常
設
重
大
事
故
対
処
設
備
で
あ
る
た
め
１
Ｎ
要
求

設
備
で
あ
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

(
2
) 
確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度

 
担

 
当

 

可
搬
型
格
納
容
器
内

水
素
濃
度
計
測
装
置

 

機
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 
定
期
検
査
時
 

計
装

 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
計
装

 

保
修
課
長
 

可
搬
型
原
子
炉
補
機

冷
却
水
循
環
ポ
ン
プ

 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。

 

定
期
検
査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
ポ
ン
プ
の
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
原
子
炉
 

保
修
課
長
 

可
搬
型
格
納
容
器
ガ

ス
試
料
圧
縮
装
置
 

装
置
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
原
子
炉
 

保
修
課
長
 

格
納
容
器
雰
囲
気
ガ

ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
冷

却
器
、
格
納
容
器
雰

囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ

ン
グ
湿
分
分
離
器
 

装
置
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

放
射
線
 

管
理
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

 

当
直
課
長
 

  

⑦
 
適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）

 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）

 

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
装
置
の
起
動
等
に
よ
り
所
要
の
性
能
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）

 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装

置
、
可
搬
型
原
子
炉
補
機
冷
却
水
循
環
ポ
ン
プ
及
び
可
搬
型
格
納
容
器
ガ
ス
試
料
圧
縮
装
置
に
つ
い
て
は
、

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に

基
づ
き
、

3
ヶ
月
に

1
回
、
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
（
使
用
可
能
）
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
冷
却
器
及
び
格
納
容
器
雰
囲
気
ガ

ス
サ
ン
プ
リ
ン
グ
湿
分
分
離
器
に
つ
い
て
は
、
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
（
使
用
可
能
）
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
、
頻
度
は
既
存
の
保
安
規
定
設
備
（
ポ
ン
プ
、
フ
ァ
ン
等
）
の
確
認
頻
度
が

1
ヶ
月
に

1
回
で
設
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条
 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明
 

(
3
) 
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用

 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨

 
完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
.
 可
搬
型
格
納
容
器
内

水
素
濃
度
計
測
装
置

等
に
よ
る
水
素
濃
度

監
視
系
の
全
て
が
動

作
不
能
で
あ
る
場
合

 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起

動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※

４
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
５
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 計
装
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能

を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
６
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
７
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 
計
装
保
修
課
長
お
よ
び
原
子
炉
保
修
課
長

は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間

 

   ３
０
日

 

B
.
 条
件
Ａ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合

 

B
.1
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.2
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間

 

 ５
６
時
間

 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６

 

A
.
 可
搬
型
格
納
容
器
内

水
素
濃
度
計
測
装
置

等
に
よ
る
水
素
濃
度

監
視
系
の
全
て
が
動

作
不
能
で
あ
る
場
合

 

A
.1
 計
装
保
修
課
長
お
よ
び
原
子
炉
保
修
課
長
は
、

当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水

位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.4
 計
装
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能

を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
※
６
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
※
７
措
置
を
開
始

す
る
。
 

速
や
か
に

 

   速
や
か
に

 

  速
や
か
に

 

    速
や
か
に

 

※
４
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
５
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
６
：
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置
ま
た
は
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置
を

い
う
。
 

※
７
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。

 

 

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
等
に
よ
る
水
素
濃
度
監
視
系
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
動

作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
に
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）、
（
３
）
）

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.
1 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
水
素
濃
度
監
視
系
は
重
大
事
故
緩
和
設
備
の
た

め
、
も
と
も
と
の
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
こ
の
た
め
、
水
素
濃
度
監
視
系
に
期
待

す
る
機
能
で
あ
る
「
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
水
素
濃
度
が
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る

範
囲
で
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
を
中
央
制
御
室
に
て
連
続
監
視
す
る
」
こ
と
の
前
段
階
で
あ
る
炉
心
損
傷
防
止

の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
、
具
体
的
に
は
余

熱
除
去
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
「

4
時
間
」
と
す
る
。
 

A
.
2 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
計
測
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装

置
温
度
監
視
装
置
又
は
原
子
炉
格
納
容
器
内
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置
に
よ
り
原
子
炉
格
納
容
器
内
で
大
規

模
な
水
素
燃
焼
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
た
め
、
当
該
設
備
を
同
等
な
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等

対
処
設
備
と
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

A
OT
上
限
で
あ
る
「

72
時
間
」
と
す
る
。

 

 
な
お
、
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
内
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装

置
は
、
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
り
、
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
は
不
要
で
あ
る
。
 

A
.
3 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

A
OT
上
限
で
あ
る
「

3
0
日
」
と
す
る
。

 

B
.
1,
B.
2 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。
 

 【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】
 

A
.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.
2 
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を

行
う
。
 

A
.
3 
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

A
.
4 
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
確
認
対
象

は
、
モ
ー
ド
１
～
４
の

A.
2
と
同
様
で
あ
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十追補・添付十（所要数、必要容量） 

添付-３ 同等な機能を有する設備 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 

（同等の機能を有することの根拠） 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類

等」参照 
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表 85－10 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.1図 静的触媒式水素再結合装置配置図 

 

 

 

第 1.9.2図 静的触媒式水素再結合装置構造図 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 85－10 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 
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表 85－10 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 
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表 85－10 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 
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表 85－10 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 
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表 85－10 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

 

9.8 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

9.8.2 設計方針 

9.8.2.3 容量等 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備基本方針に

ついては、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の水素濃度

を低減するために使用する静的触媒式水素再結合装置は、原子炉格納容器

内の水素の効率的な除去を考慮して原子炉格納容器内に分散させた配置と

し、水素再結合反応開始の不確実さを考慮しても重大事故等時の原子炉格

納容器内の水素濃度を低減できることを確認した容量を有する設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の水素濃度

を低減するために使用する原子炉格納容器水素燃焼装置は、炉心の著しい

損傷に伴い事故初期に原子炉格納容器内に大量に放出される水素を計画的

に燃焼させ、原子炉格納容器内の水素濃度ピークを抑制するため、水素放

出の想定箇所に加えその隣接区画、水素の主要な通過経路及び上部ドーム

部に配置し、重大事故等時の原子炉格納容器内の一層の水素濃度低減が可

能な設計とする。 

静的触媒式水素再結合装置及び原子炉格納容器水素燃焼装置の動作状況

確認のために使用する静的触媒式水素再結合装置温度監視装置及び原子炉

格納容器水素燃焼装置温度監視装置は、炉心損傷時の静的触媒式水素再結

合装置及び原子炉格納容器水素燃焼装置の動作時に想定される温度範囲を

計測できる設計とする。 

可搬型格納容器内水素濃度計測装置、可搬型原子炉補機冷却水循環ポン

プ及び可搬型格納容器ガス試料圧縮装置、格納容器雰囲気ガスサンプリン

グ湿分分離器及び格納容器雰囲気ガスサンプリング冷却器は、原子炉施設

の設計基準を超えた場合の、原子炉格納容器内の水素濃度の測定ができる

計測範囲を有する設計とする。 

可搬型原子炉補機冷却水循環ポンプは、原子炉補機冷却機能が喪失した

場合に、原子炉補機冷却系の保有水を格納容器雰囲気ガスサンプリング冷

所要数、必要容量、設備仕様 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－10 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

却器に送水することでサンプリングガスを冷却し、計測可能な温度範囲に

収めることができる容量を有する設計とし、原子炉補機冷却系はサンプリ

ングガスを 24時間以上冷却可能な保有水量を有する設計とする。 

可搬型格納容器ガス試料圧縮装置は、採取後のサンプリングガスを原子

炉格納容器内に戻すことができる吐出圧力を有する設計とする。 

可搬型格納容器内水素濃度計測装置、可搬型原子炉補機冷却水循環ポン

プ及び可搬型格納容器ガス試料圧縮装置は、１個使用する。保有数は機能

要求のない時期に保守点検可能であるため１個、故障時のバックアップ用

として 1個の合計２個を分散して保管する設計とする。 

大容量ポンプは、格納容器ガス試料採取系統設備への海水が供給可能と

なった以降の冷却機能を担い、サンプリングガスを計測可能な温度範囲に

収めることができる容量を有する設計とする。水素濃度監視に使用する大

容量ポンプは、１号炉及び２号炉で同時使用した場合に必要な容量を有す

るものを 1 セット 1 台使用する。保有数は、１号炉及び２号炉で 2 セット

2 台（１号及び２号炉共用）、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検

中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックア

ップ用として 1 台（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）の合計 3 台

を分散して保管する設計とする。 
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表 85－10 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

第 9.8.1表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備（常設）

の設備仕様 

 

(1) 静的触媒式水素再結合装置 

基 数 5 

再 結 合 効 率 約 1.2kg/h（1基当たり） 

（水素濃度 4vol％、圧力 0.15MPa[abs]時） 

本 体 材 料 ステンレス鋼 

 

(2) 静的触媒式水素再結合装置温度監視装置 

計 測 範 囲 0～800℃ 

 

(3) 原子炉格納容器水素燃焼装置 

方 式 ヒーティングコイル方式 

個 数 12（予備 1（ドーム部）） 

容 量 約 550W（1個当たり） 

 

(4) 原子炉格納容器水素燃焼装置温度監視装置 

計 測 範 囲 0～800℃ 
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表 85－10 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

(7) １次系冷却水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉補機冷却水設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

型 式 うず巻式 

台 数 4 

容 量 約 1,100m3/h（1台当たり） 

揚 程 約 60m 

最 高 使 用 圧 力 0.98MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度 161℃ 

本  体  材  料 炭素鋼 

 

(8) 格納容器雰囲気ガスサンプリング湿分分離器 

型 式 たて置円筒形 

基 数 1 

容 量 約 22L 

最 高 使 用 圧 力 0.98MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度 70℃ 

材 料 ステンレス鋼 
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表 85－10 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

(9) 格納容器雰囲気ガスサンプリング冷却器 

型 式 二重管式 

基 数 1 

伝 熱 容 量 約 4.4kW 

最 高 使 用 圧 力 

内 側 管 0.98MPa[gage] 

外 側 管 1.4MPa[gage] 

最 高 使 用 温 度 

内 側 管 144℃ 

外 側 管 95℃ 

材 料 

内 側 管 ステンレス鋼 

外 側 管 ステンレス鋼 

 

(10) 燃料ピットクーラ（B号機） 

型 式 横置Ｕ字管式 

基 数 1 

伝 熱 容 量 約 4.4MW 

最 高 使 用 温 度 

管   側 95℃ 

胴   側 95℃ 

最 高 使 用 圧 力 

管   側 0.98MPa[gage] 

胴   側 0.98MPa[gage] 

材 料 

管   側 ステンレス鋼 

胴   側 炭素鋼 
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表 85－10 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

第 9.8.2表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備（可搬

型）の設備仕様 

 

(1) 可搬型格納容器内水素濃度計測装置（1号及び 2号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数 1（予備 2） 

計 測 範 囲 0～20vol％ 

 

(2) 可搬型原子炉補機冷却水循環ポンプ（1号及び 2号炉共用） 

台 数 1（予備 2） 

容 量 約 1m3/h（1台当たり） 

 

(3) 可搬型格納容器ガス試料圧縮装置（1号及び 2号炉共用） 

台 数 1（予備 2） 

容 量 約 4m3/min（1台当たり） 

吐 出 圧 力 約 0.6MPa[gage] 
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表 85－10 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（２号炉） 

 

 

9.8 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

9.8.2 設計方針 

9.8.2.3容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の水素濃度

を低減するために使用する静的触媒式水素再結合装置は、原子炉格納容器

内の水素の効率的な除去を考慮して原子炉格納容器内に分散させた配置と

し、水素再結合反応開始の不確実さを考慮しても重大事故等時の原子炉格

納容器内の水素濃度を低減できることを確認した容量を有する設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の水素濃度

を低減するために使用する原子炉格納容器水素燃焼装置は、炉心の著しい

損傷に伴い事故初期に原子炉格納容器内に大量に放出される水素を計画的

に燃焼させ、原子炉格納容器内の水素濃度ピークを抑制するため、水素放

出の想定箇所に加えその隣接区画、水素の主要な通過経路及び上部ドーム

部に配置し、重大事故等時の原子炉格納容器内の一層の水素濃度低減が可

能な設計とする。 

静的触媒式水素再結合装置及び原子炉格納容器水素燃焼装置の動作状況

確認のために使用する静的触媒式水素再結合装置温度監視装置及び原子炉

格納容器水素燃焼装置温度監視装置は、炉心損傷時の静的触媒式水素再結

合装置及び原子炉格納容器水素燃焼装置の動作時に想定される温度範囲を

計測できる設計とする。 

可搬型格納容器内水素濃度計測装置、可搬型原子炉補機冷却水循環ポン

プ及び可搬型格納容器ガス試料圧縮装置、格納容器雰囲気ガスサンプリン

グ湿分分離器及び格納容器雰囲気ガスサンプリング冷却器は、原子炉施設

の設計基準を超えた場合の、原子炉格納容器内の水素濃度の測定ができる

計測範囲を有する設計とする。 

可搬型原子炉補機冷却水循環ポンプは、原子炉補機冷却機能が喪失した

場合に、原子炉補機冷却系の保有水を格納容器雰囲気ガスサンプリング冷

却器に送水することでサンプリングガスを冷却し、計測可能な温度範囲に
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表 85－10 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（２号炉） 

 

 

収めることができる容量を有する設計とし、原子炉補機冷却系はサンプリ

ングガスを 24時間以上冷却可能な保有水量を有する設計とする。 

可搬型格納容器ガス試料圧縮装置は、採取後のサンプリングガスを原子

炉格納容器内に戻すことができる吐出圧力を有する設計とする。 

可搬型格納容器内水素濃度計測装置、可搬型原子炉補機冷却水循環ポン

プ及び可搬型格納容器ガス試料圧縮装置は、１個使用する。保有数は機能

要求のない時期に保守点検可能であるため１個、故障時のバックアップ用

として 1 個の合計２個を分散して保管する設計とする。大容量ポンプは、

格納容器ガス試料採取系統設備への海水が供給可能となった以降の冷却機

能を担い、サンプリングガスを計測可能な温度範囲に収めることができる

容量を有する設計とする。水素濃度監視に使用する大容量ポンプは、１号

炉及び２号炉で同時使用した場合に必要な容量を有するものを 1 セット 1

台使用する。保有数は、１号炉及び２号炉で 2 セット 2 台（１号及び２号

炉共用）、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能で

あるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 台

（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）の合計 3 台を分散して保管す

る設計とする。 

 

（中略） 

 

9.8.3 主要設備及び仕様 

１号炉の「9.8.3 主要設備及び仕様」の変更に同じ。ただし、共用設備は

除く。 
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表 85－10 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十追補（１・２号炉） 

 

 

1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 

1.9.2 重大事故等時の手順等 

1.9.2.1 水素濃度低減のための手順等 

炉心の著しい損傷が発生した場合、ジルコニウム－水反応等により発生す

る水素を除去し、格納容器内の水素濃度を低減させるため、以下の手段を用

いた手順を整備する。 

 

(1) 水素濃度低減 

a. 静的触媒式水素再結合装置 

炉心の著しい損傷が発生した場合、格納容器内の水素濃度を低減させる

ために設置している静的触媒式水素再結合装置の動作状況を確認する手順

を整備する。 

ジルコニウム－水反応により短期的に発生する水素及び水の放射線分解

等により長期的に緩やかに発生し続ける水素を除去し、継続的に水素濃度

低減を図るため、静的触媒式水素再結合装置を格納容器内に5個設置して

いる。 

静的触媒式水素再結合装置は電源等の動力源を必要としない静的な装置

であり、格納容器内の水素濃度上昇にしたがって自動的に触媒反応するた

め、運転員等による準備や起動操作は不要である。 

静的触媒式水素再結合装置の動作状況については、水素再結合反応時の

温度上昇により確認する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心出口温度350℃以上及び格納容器内高レンジエリアモニタ（高レン

ジ）の指示が1×105mSv/h以上に到達した場合。 

 

(b) 操作手順 

静的触媒式水素再結合装置の動作状況を確認する手順の概要は以下の

とおり。装置の概要を第1.9.1図、第1.9.2図に示す。 

所要数、必要容量 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－10 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十追補（１・２号炉） 

 

① 当直課長は、手順着手の判断基準に基づき運転員等に静的触媒式水

素再結合装置の動作状況を確認するよう指示する。 

② 運転員等は、中央制御室で静的触媒式水素再結合装置の動作状況を

静的触媒式水素再結合装置温度監視装置の温度指示の上昇により確

認する。また、常設直流電源が喪失した場合は、代替電源設備から

給電されていることを確認後、静的触媒式水素再結合装置温度監視

装置の指示値を確認する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の対応は中央制御室にて1ユニット当たり運転員等1名により実施

する。なお、この対応については、運転員等による準備や起動操作はな

い。 

 

b. 原子炉格納容器水素燃焼装置 

炉心の著しい損傷が発生した場合、ジルコニウム－水反応により短期的

に発生する水素及び水の放射線分解等により長期的に緩やかに発生し続け

る水素を除去し、格納容器内の水素濃度を低減させるために、原子炉格納

容器水素燃焼装置により水素濃度低減を行う手順を整備する。 

炉心の著しい損傷が発生した場合、格納容器内の水素濃度低減を進める

ため、水素濃度低減設備として原子炉格納容器水素燃焼装置を格納容器内

に12個（予備1個（ドーム部））設置している。 

原子炉格納容器水素燃焼装置は、生成した水素が格納容器内に拡散して

蓄積する前に、水素を強制的に燃焼できるよう、水素放出が想定される箇

所に加え、その隣接区画あるいは水素の主要な通過経路に設置している。

仮にこれらの原子炉格納容器水素燃焼装置によって処理できず、格納容器

ドーム部頂部に水素が滞留又は成層化した場合に、早期段階から確実に処

理するために、格納容器ドーム部頂部付近に1個（予備1個）を設置する。 

（以降省略） 
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表 85－10 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十（１号炉） 

 

7.2.4 水素燃焼 

7.2.4.2 格納容器破損防止対策の有効性評価 

(2) 有効性評価の条件 

b. 重大事故等対策に関連する機器条件 

(a) 静的触媒式水素再結合装置 

静的触媒式水素再結合装置は、5 個の設置を考慮する。また、1

個当たりの処理性能については設計値に基づき1.2kg/h（水素濃度

4vol%、圧力 0.15MPa[abs]）とする。 

(b) 原子炉格納容器水素燃焼装置 

解析においては水素濃度の観点で厳しくなるように原子炉格納

容器水素燃焼装置の効果については期待しない。 

(c) 内部スプレポンプ 

内部スプレポンプは 4 台動作し、設計に基づく最大流量で原子

炉格納容器内に注水するものとする。 
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表 85－10 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十（１号炉） 

 

7.2.4.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価 

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等

操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響、要員の

配置による他の操作に与える影響及び操作時間余裕を評価する。 

本評価事故シーケンスは、静的触媒式水素再結合装置により、運転員等

操作を介することなく原子炉格納容器内の水素を処理し、原子炉格納容器

の健全性を確保することが特徴である。このため、運転員等操作は介さな

い。 

(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価 

本評価事故シーケンスにおいて不確かさの影響評価を行う重要現象と

は、「6.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」に示す

とおりであり、それらの不確かさの影響評価は以下のとおりである。 

a. 運転員等操作時間に与える影響 

本評価事故シーケンスは、「7.2.4.2(2) 有効性評価の条件」に示す

とおり、静的触媒式水素再結合装置により、運転員等操作を介するこ

となく原子炉格納容器内の水素濃度制御を行い、原子炉格納容器の健

全性を確保する。このため、運転員等操作時間に与える影響はない。 

b. 評価項目となるパラメータに与える影響（ＭＡＡＰ） 

炉心における燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達、燃料被覆管酸

化及び燃料被覆管変形に係る解析コードの炉心ヒートアップモデルは、

ＴＭＩ事故についての再現性が確認されており、炉心ヒートアップに

係る感度解析では、下部プレナムへのリロケーション開始時間が 30 秒

程度早まるが、有効性評価では、全炉心内のジルコニウム量の 75%が水

と反応するように補正して評価していることから、解析コードの不確

かさが評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 

原子炉格納容器における水素濃度変化に係る解析コードの水素発生

モデルは、ＴＭＩ事故についての再現性が確認されており、また、有

効性評価では、全炉心内のジルコニウム量の 75%が水と反応するように

補正して評価していることから、解析コードの不確かさが評価項目と

なるパラメータに与える影響は小さい。 
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表 85－10 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十（１号炉） 

 

炉心損傷後の原子炉容器におけるリロケーションに係る解析コード

の溶融炉心挙動モデルは、ＴＭＩ事故についての再現性が確認されて

おり、炉心崩壊に至る温度の感度解析により、原子炉容器破損がわず

かに早まる場合があることが確認されているが、炉心損傷後に発生す

る水素は全炉心内のジルコニウム量の 75%が水と反応するように補正し

て評価していることから、解析コードの不確かさが評価項目となるパ

ラメータに与える影響は小さい。 

炉心損傷後の原子炉容器破損及び溶融に係る解析コードの溶融炉心

挙動モデルは、原子炉容器破損時間の判定に用いる計装用案内管溶接

部の最大歪みを低下させた条件における感度解析により、原子炉容器

破損がわずかに早まることが確認されているが、原子炉容器破損時点

で原子炉下部キャビティに十分に注水されていることから、解析コー

ドの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 

炉心損傷後の原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がり、溶

融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱、溶融炉心とコンクリートの

伝熱並びにコンクリート分解及び非凝縮性ガス発生に係る解析コード

の溶融炉心挙動モデルは、「大破断ＬＯＣＡ時に高圧注入機能、低圧

注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」において溶

融炉心・コンクリート相互作用の観点で厳しくなる条件を組み合わせ

た感度解析を実施した。感度解析の結果、コンクリート侵食により発

生する水素は、すべてジルコニウムに起因するものであり、反応割合

は全炉心内のジルコニウム量の約 7%である。このため、原子炉容器内

及び原子炉容器外におけるジルコニウム－水反応に加えて、溶融炉

心・コンクリート相互作用による水素発生の不確かさを考慮しても、

ドライ条件に換算した原子炉格納容器内水素濃度は、最大約 11.1vol%

であり、13vol%を下回ることを確認した。したがって、解析コードの

不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。なお、

追加発生となる水素については、静的触媒式水素再結合装置及び原子

炉格納容器水素燃焼装置により処理が可能である。 
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表 85－10 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十（１号炉） 

 

 
第 7.2.4.16図 原子炉格納容器内の平均水素濃度（ウェット）の推移 

（原子炉格納容器水素燃焼装置の効果に期待する場合） 

 

 

 
第 7.2.4.17図 原子炉格納容器内の平均水素濃度（ドライ）の推移 

（原子炉格納容器水素燃焼装置の効果に期待する場合） 
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表 85－10 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十（２号炉） 

 

7.2.4 水素燃焼 

（中略） 

7.2.4.2 格納容器破損防止対策の有効性評価 

(1) 有効性評価の方法 

１号炉の「7.2.4.2(1) 有効性評価の方法」の記載に同じ。 

 

(2) 有効性評価の条件 

第 7.2.4.2表を除いて１号炉の「7.2.4.2(2) 有効性評価の条件」の記

載に同じ。 

 

(3) 有効性評価の結果 

１号炉の「7.2.4.2(3) 有効性評価の結果」の記載に同じ。 

 

7.2.4.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価 

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等

操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響、要員の

配置による他の操作に与える影響及び操作時間余裕を評価する。 

本評価事故シーケンスは、静的触媒式水素再結合装置により、運転員等

操作を介することなく原子炉格納容器内の水素を処理し、原子炉格納容器

の健全性を確保することが特徴である。このため、運転員等操作は介さな

い。 

(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価 

１号炉の「7.2.4.3(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影

響評価」の記載に同じ。 

 

(2) 解析条件の不確かさの影響評価 

（中略） 

（第 7.2.4.16図及び第 7.2.4.17図は１号炉の記載に同じ。） 
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表 85－10 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補（１・２号炉） 

 

 

1.15事故時の計装に関する手順等 

1.15.2 重大事故等時の手順等 

1.15.2.1 監視機能喪失 

(1) 計器の故障 

c. 代替パラメータでの推定方法 

(i) 原子炉格納容器内の水素濃度の推定 

格納容器水素濃度の計測が困難になった場合、短時間で取替えが可能

な予備の可搬型格納容器内水素濃度計測装置に取り替えて水素濃度を計

測する。また、代替パラメータによる推定方法は、原子炉格納容器内の

水素発生量と静的触媒式水素再結合装置及び原子炉格納容器水素燃焼装

置の動作特性（水素処理特性）の関係から、静的触媒式水素再結合装置

及び原子炉格納容器水素燃焼装置の動作状況を確認することにより、原

子炉格納容器内の水素濃度が大規模な水素燃焼が生じない領域であるか

否かを確認する。なお使用可能であれば、ガスクロマトグラフ（多様性

拡張設備）により水素濃度を推定する。 

原子炉格納容器内の水素濃度を装置の動作特性を用いて推定する場合

は、間接的な情報により推定するため、不確かさが生じることを考慮す

る。 

 

  

同等な機能を有することの説明 

関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－10 添付－３（１） 

設置変更許可申請書 添付十追補（１・２号炉） 
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に
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要
パ
ラ
メ
ー
タ
（
注
１
）
の
推
定
（
8
／
1
6）
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（２）－２－10 保安規定第 85条 表 85-11「水素爆発による原子炉建屋等の損傷

を防止する等のための設備」運転上の制限等について 

 

a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十追補（手順） 

(3) アニュラス空気浄化設備等の運転上の制限の記載に係る配慮事項

について 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備

分類等」参照 
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a 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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）
系
は
、
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
、
原
子
炉
補
助
建
屋
等
に
お
け
る
水
素
爆
発
に
よ
る
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
、
原
子
炉

格
納
容
器
内
に
燃
料
が
存
在
す
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
モ
ー

ド
は
「
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
」
と
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３

（
１
）
）
 
 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
主
な
設
備

 

 

⑥
 
Ａ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
排
気
フ
ァ
ン
、
Ａ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
排
気
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
１
台

(基
)、

窒
素
ボ
ン
ベ
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
排
気
弁
等
作
動
用
）
に
つ
い
て
は

1
本
を
運
転
上
の
制
限
の
所
要
数
と
す
る
。
 

な
お
、
こ
れ
ら
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
又
は
原
子
炉
建
屋
内
に
設
置
さ
れ
て
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処

設
備
で
あ
る
た
め
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
（
添
付
－
２
）
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 
(
2
) 
確
認
事
項

 
⑦
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度

 
担

 
当

 

Ａ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環

排
気
フ
ァ
ン
 

フ
ァ
ン
の
起
動
に
よ
り
、
自
動
作
動
ダ
ン
パ
が
正

し
い
位
置
に
作
動
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
期
検
査
時
 

発
電
室
長

 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
フ
ァ

ン
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
フ
ァ
ン
が
手
動

起
動
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

Ａ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環

排
気
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ

ッ
ト
 

フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率
（
総
合
除
去
効

率
）
が

 9
5 
%
 以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
検
査
時
 

原
子
炉

 

保
修
課
長
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
ア
ニ

ュ
ラ
ス
排
気
弁
等
作

動
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
ボ
ン
ベ
の
１
次
側
圧
力
に
よ
り
使
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回
 
原
子
炉

 

保
修
課
長
 

  

⑦
 
適
用
モ
ー
ド
期
間
の
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）

 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）

  

定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
排
気
フ
ァ
ン
及
び
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
排
気
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ

ト
に
つ
い
て
は
保
安
規
定
第

5
9
条
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化
系
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準
用
し

た
対
応
と
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
）

 
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
の
う
ち
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
排
気
系
フ
ァ
ン
の
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
の
確

認
項
目
に
つ
い
て
は
保
安
規
定
第

59
条
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化
系
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
準

用
し
た
対
応
と
す
る
。
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
の
確
認
項
目
に
つ
い
て
は
保
安
規
定
第

59
条
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気

浄
化
系
）
で
は
適
用
モ
ー
ド
外
の
た
め
設
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
保
安
規
定
第

53
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系

 

－
モ
ー
ド
４
－
）
の
確
認
項
目
で
、
「
手
動
起
動
可
能
で
あ
る
こ
と
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
準
用

し
た
対
応
と
す
る
。

 

な
お
、「
手
動
起
動
可
能
」
と
は
、
フ
ァ
ン
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
お
り
、
中
央
制
御
室
又
は
現
場
か
ら
手
動

操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
運
転
状
態
に
で
き
る
状
態
を
い
う
。
ま
た
、
フ
ァ
ン
に
電
源
が
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

は
、
フ
ァ
ン
電
源
の
し
ゃ
断
器
が
接
続
位
置
で
あ
り
、
制
御
電
源
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
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保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 
（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用

 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置

 
⑨

 
完
了
時
間

 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
.
 Ａ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環

排
気
系
が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合

 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を

起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
※
４
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
５
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

表
５
９
－
３
 

A
.2
 の
初
回

確
認
完
了
後

４
時
間

 

 ７
２
時
間
 

B
.
 代
替
空
気
（
窒
素
）

系
統
が
動
作
不
能
で

あ
る
場
合
 

B
.1
 当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を

起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
※
４
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備
※
５
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び
 

B
.2
 原
子
炉
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
６
を
検
討

し
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.3
 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。

 

４
時
間

 

    ７
２
時
間
 

   １
０
日

 

C
.
 条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の

措
置
を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な
い
場

合
 

C
.1
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 

C
.2
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。

 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６

 

A
.
 Ａ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環

排
気
系
が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合

 

ま
た
は
 

 
代
替
空
気
（
窒
素
）

系
統
が
動
作
不
能
で

あ
る
場
合
 

A
.1
 当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.2
 当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行

っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.3
 当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非

満
水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低

水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び
 

A
.4
 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置
※
６
を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
４
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
５
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
６
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
排
気
系
及
び
代
替
空
気
（
窒
素
）
系
は
、
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
、
Ａ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空

気
浄
化
系
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
、
又
は
窒
素
ボ
ン
ベ
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
排
気
弁
等
作
動
用
）
に
お
い
て
動
作
不

能
で
あ
る
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）

 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）、
（
３
）
）

 

【
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
】
 

A
.
1 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
に
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
Ａ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
排
気
フ
ァ
ン
、
Ａ
ア
ニ
ュ

ラ
ス
循
環
排
気
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
に
対
し
て
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
 

こ
の
た
め
Ａ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
排
気
系
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に

お
い
て
、
原
子
炉
補
助
建
屋
等
に
お
け
る
水
素
爆
発
に
よ
る
損
傷
を
防
止
す
る
」
こ
と
の
前
段
階
で
あ
る
炉
心

損
傷
防
止
の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
、
具

体
的
に
は
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
Ａ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
排
気

系
が
動
作
不
能
時
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
と
し
て
、
保
安
規
定
第

59
条
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化

系
）
に
お
け
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
措
置
と
し
て
Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
排
気
系
の
確
認

運
転
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
第

5
9
条
側
の
措
置
を
実
施
後
に
本
項
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、

「
表

59
-3
A
.2
の
初
回
確
認
完
了
後

4
時
間
」
と
す
る
。
 

A
.
2 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

AO
T
上
限
で
あ

る
「
7
2
時
間
」
と
す
る
。

 

B
.
1 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
代
替
空
気
（
窒
素
）
系
の
供
給
先
で
あ
る
ア
ニ

ュ
ラ
ス
循
環
排
気
系
は
緩
和
設
備
で
あ
る
た
め
、
も
と
も
と
の
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が

な
い
。
こ
の
た
め
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
排
気
系
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た

場
合
に
お
い
て
、
原
子
炉
補
助
建
屋
等
に
お
け
る
水
素
爆
発
に
よ
る
損
傷
を
防
止
す
る
」
及
び
「
炉
心
の
著
し

い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
運
転
員
が
中
央
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
か
ら

漏
え
い
し
た
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低
減
す
る
」
こ
と
の
前
段
階
で
あ
る
炉
心
損
傷
防
止
の
観
点
で

最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
、
具
体
的
に
は
余
熱
除
去

ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
「

4
時
間
」
と
す
る
。
 

B
.
2 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の

A
OT
上
限
で

あ
る
「

7
2 
時
間
」
と
す
る
。

 

B
.
3 
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の

AO
T
上
限
で
あ
る
「

1
0
日
」
と
す

る
。
 

C
.1
,C
.2
 
既
保
安
規
定
と
同
様
な
設
定
と
し
て
い
る
。
 

 
  

補(2)-636



保
安
規
定
記
載
内
容
の
説
明
 

 

保
安
規
定

 第
85
条

 
条
文

 
記
載
内
容
の
説
明

 
 

【
モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
】

  

A
.
1 
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A
.
2
当
該
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
状
態
で
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
行
う
こ
と
は
安
全
側
の
措
置
と
は
い
え
な
い

こ
と
か
ら
、
水
抜
き
中
の
場
合
は
“
速
や
か
に
”
水
抜
き
を
中
止
し
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
措
置
を

行
う
。
 

A
.
3
既
に
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
中
の
場
合
は
、
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避
け
る
た
め
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

A
.
4 
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）※ 

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）※ 

(3) 設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設置変更許可申請書 添付十追補（手順） 

(3) アニュラス空気浄化設備等の運転上の制限の記載に係る配慮事項 

について 

 

※ 「（２）－１－２ 表８５－２～表８５－２１ 機器リスト及び設備分類

等」参照 
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表 85－11 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 
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１
号
炉
）
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表 85－11 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 
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表 85－11 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 
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表 85－11 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 
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表 85－11 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 
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表 85－11 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 
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.
1
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表 85－11 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 
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表 85－11 添付－１（３） 

設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）（１・２号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1.16.6図 アニュラス空気再循環設備の運転 タイムチャート 

（全交流動力電源又は常設直流電源喪失） 
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表 85－11 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

 

 

9.9 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

9.9.2 設計方針 

9.9.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.8.2 容量等」に示す。 

炉心の著しい損傷により原子炉格納容器内で発生した水素が、原子炉格

納容器外に漏えいした場合において、水素を排出するために使用するアニ

ュラス循環排気ファン及びアニュラス循環排気フィルタユニットは、原子

炉格納容器外に漏えいした可燃限界濃度未満の水素を含む空気を排出させ

る機能に対して、設計基準事故対処設備としてのアニュラスの負圧達成能

力及び負圧維持能力を使用することにより、アニュラス内の水素を屋外に

排出することができるため、同仕様で設計するが、格納容器内自然対流冷

却、格納容器スプレイ及び代替格納容器スプレイによる原子炉格納容器の

温度・圧力低下機能と、静的触媒式水素再結合装置及び原子炉格納容器水

素燃焼装置による原子炉格納容器内の水素濃度低減機能とあいまって、水

素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する容量を有する設計とする。 

窒素ボンベ（アニュラス排気弁等作動用）は、供給先のアニュラス排気

弁等が空気作動式であるため、弁全開に必要な圧力を設定圧力とし、配管

分の加圧、弁作動回数、リークしないことを考慮した容量に対して十分な

容量を有したものを 1セット 1本使用する。保有数は、1セット 1本、機能

要求の無い時期に保守点検可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故

障時のバックアップ用として 1本の合計 2本を保管する設計とする。 

可搬型アニュラス内水素濃度計測装置は、設計基準を超える状態におい

て原子炉施設の状態を推定するための計測範囲を有する設計とする。保有

数は、1 セット 1 個、機能要求の無い時期に保守点検可能であるため、保

守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 個の合計 2 個を

分散して保管する設計とする。 

 

  

所要数、必要容量、設備仕様 
関連箇所を赤枠又は下線にて示す。 
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表 85－11 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

第 9.9.1表 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備（常設）の

設備仕様 

 

(1) アニュラス循環排気ファン 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室 

・アニュラス空気再循環設備 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

台 数 2 

容 量 約 113m3/min（1台当たり） 

 

(2) アニュラス循環排気フィルタユニット 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室 

・アニュラス空気再循環設備 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

型 式 粗フィルタ、微粒子フィルタ及び 

よう素フィルタ内蔵型 

基 数 2 

容 量 約 113m3/min（1基当たり） 

チャコール層厚さ 約 50mm 

よう素除去効率 95％以上 

粒 子 除 去 効 率 99％以上（0.7μm粒子） 

 

(3) 格納容器排気筒 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室 

・原子炉格納容器換気及びその他の設備 

・アニュラス空気再循環設備 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 
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表 85－11 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

個 数 1 

地 上 高 さ 約 85m 
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表 85－11 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（１号炉） 

 

第 9.9.2表 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備（可搬型）

の設備仕様 

 

(1) 窒素ボンベ（アニュラス排気弁等作動用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室 

・アニュラス空気再循環設備 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

種 類 鋼製容器 

本 数 1（予備 1） 

容 量 約 7Nm3（1本当たり） 

最 高 使 用 圧 力 14.7MPa[gage] 

供 給 圧 力 約 0.25MPa[gage]（供給後圧力） 

 

(2) 可搬型アニュラス内水素濃度計測装置 

個 数 1（予備 1） 

計 測 範 囲 0～20vol% 
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表 85－11 添付－２（１） 

設置変更許可申請書 添付八（２号炉） 

 

9.9 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

9.9.1 概要 

第 9.9.1図及び第9.9.2図を除き、１号炉の「9.9.1 概要」の変更に同じ。

第 9.9.1図及び第 9.9.2図についても変更する。 

 

9.9.2 設計方針 

１号炉の「9.9.2 設計方針」の変更に同じ。 

 

9.9.3 主要設備及び仕様 

１号炉の「9.9.3 主要設備及び仕様」の変更に同じ。 

 

9.9.4 試験検査 

１号炉の「9.9.4 試験検査」の変更に同じ。 
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表 85－11 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十追補（手順）（１・２号炉） 

 

 

1.10.2 重大事故等時の手順等 

1.10.2.1 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する手順等 

(1) 水素排出（アニュラス空気再循環設備） 

炉心の著しい損傷が発生し、水素が格納容器内に放出され、格納容器から

格納容器周囲のアニュラスに漏えいした場合において、アニュラス循環排気

ファンを運転し、アニュラス内の水素を含むガスを放射性物質低減機能を有

するアニュラス循環排気フィルタユニットを通して屋外へ排出する手順を整

備する。 

また、全交流動力電源が喪失した場合においても、Ａ系アニュラス循環排

気系の弁に窒素ボンベ（アニュラス排気弁等作動用）から窒素を供給するこ

とにより、アニュラス空気再循環設備を運転するための系統構成を行い、代

替電源設備である空冷式非常用発電装置から給電した後、Ａアニュラス循環

排気ファンを運転する手順を整備する。 

なお、重大事故等時においてアニュラス循環排気ファンにより、アニュラ

ス循環排気フィルタユニットを通して排気を行うことで、アニュラス内の放

射性物質を低減し、被ばく低減を図る。 

操作手順については、交流動力電源及び直流電源が健全な場合と喪失した

場合に分けて記載する。 

（以下省略） 
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表 85－11 添付－２（２） 

設置変更許可申請書 添付十追補（手順）（１・２号炉） 

 

 

1.16.2.3 放射性物質の濃度を低減するための手順等 

(1) アニュラス空気再循環設備の運転手順等 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器から漏えいし

た空気中の放射性物質の濃度を低減するために必要な対応手段として、アニ

ュラス空気再循環設備による放射性物質の濃度低減を行う。 

アニュラス循環排気ファンを運転し、原子炉格納容器から漏えいした空気

を放射性物質の濃度低減機能を有するアニュラス循環排気フィルタユニット

を通して排出し、放出される放射性物質の濃度を低減する手順を整備する。 

また、全交流動力電源が喪失した場合においても、Ａ系アニュラス循環排

気系の弁に窒素ボンベ（アニュラス排気弁等作動用）から窒素を供給するこ

とにより、アニュラス空気再循環設備を運転するための系統構成を行い、代

替電源設備である空冷式非常用発電装置から給電した後、Ａアニュラス循環

排気ファンを運転する手順を整備する。 

操作手順については、交流動力電源及び直流電源が健全な場合と喪失した

場合に分けて記載する。 
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添付－２－（３）－１ 

 

アニュラス空気浄化設備等の運転上の制限の記載に係る配慮事項について 

 

 

１．保安規定記載事項 

 アニュラス空気浄化設備等は、従来から設置許可上、「水素爆発による原子炉建屋等の損

傷を防止するための設備〔設置許可基準規則（技術基準規則）第五十三条 （第六十八条）〕」

として、保安規定第８５条 ８５－１１－１に、運転上の制限等を記載している。今回、平

成２９年１２月１４日に施行された設置許可基準規則等により、同一系統が「原子炉制御室

の居住性を確保するための設備〔設置許可基準規則（技術基準規則）第五十九条 （第七十

四条）〕」に紐付けられるため、アニュラス空気浄化設備が原子炉制御室の居住性を確保する

ための対策を目的とした設備であることが読み取れるように「表８５－１７ ８５－１７

－１ 居住性の確保および汚染の持ち込み防止の設備」に記載する。 

なお、アニュラス空気浄化設備は、設置変更許可申請書 添付書類十において、「炉心の

著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器から漏えいした空気中の放射性物質

の濃度を低減するために必要な手段として、アニュラス空気浄化設備による放射性物質の

濃度低減を行う。」こととしているため、運転上の制限を設定する適用モードを「モード１、

２、３、４、５および６」とする。 

ただし、運転上の制限及び要求される措置については、保安規定変更に係る基本方針の

「設置許可基準規則の要求を踏まえた多様な目的に対して、同一系統を使用する場合は、一

括りにまとめてＬＣＯを設定できる」との記載に基づき、「表８５－１１ ８５－１１－１ 

水素排出、放射性物質の濃度低減」にて規定することとし、表８５－１７ ８５－１７－１

に注釈を追加することとする。 

 

２．記載事項の検討 

（１）保安規定変更に係る基本方針の記載内容 

「4.3 LCO・要求される措置・AOT の設定方針」の「(1) LCO 設定の考え方」にお

いて、「設置許可基準規則の要求を踏まえた多様な目的に対して、同一系統を使用す

る場合は、一括りにまとめてLCO を設定することができる。」こととしている。（別添

－１参照） 

 

（２）運転上の制限等に係る設備 

   保安規定第８５条 ８５－１１－１にて要求している「水素爆発による原子炉建屋

等の損傷を防止するための設備〔設置許可基準規則（技術基準規則）第五十三条 

（第六十八条）〕」は、アニュラス空気浄化設備（Ａアニュラス循環排気ファン、フィ

ルタユニット）、全交流電源喪失を考慮したダンパ開放のための設備（窒素ボンベ）

及び電源設備（空冷式非常用発電装置等）にて構成されるＡアニュラス空気浄化系及

び代替空気（窒素）系統である。今回、「原子炉制御室の居住性を確保するための設

備〔設置許可基準規則（技術基準規則）第五十九条 （第七十四条）〕」にて追加で運

転上の制限等を設定する系統は、保安規定第８５条 ８５－１１－１にて要求してい

る設備と同一系統である。 

 

（３）運転上の制限等を一括りに設定する際の配慮事項 

保安規定第８５条 ８５－１１－１の運転上の制限等が設置許可基準規則等におけ

る「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備〔設置許可基準規則（技

術基準規則）第五十三条 （第六十八条）〕」及び「原子炉制御室の居住性を確保するた 
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添付－２－（３）－２ 

 

めの設備〔設置許可基準規則（技術基準規則）第五十九条 （第七十四条）〕」の要求に

該当することを明確にするため、運転上の制限等を定める保安規定第８５条 ８５－

１１－１の表題に、要求される機能を追記の上、居住性確保設備の運転上の制限を定め

ている保安規定第８５条 ８５－１７－１に同設備を記載することとする。（別添－２

参照） 

 

以 上 
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添付－２－（３）－５ 

別添－２ 

保安規定 第８５条の変更箇所（抜粋） 

表８５－１１ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する等のための設備 

 

８５－１１－１ 水素排出、放射性物質の濃度低減（１号炉および２号炉） 

 

(1) 運転上の制限  

項 目 運転上の制限 

水素排出 

放射性物質の濃度低減 

(1)Ａアニュラス循環排気系が動作可能であること※１ 

(2)代替空気（窒素）系統が動作可能であること 

適用モード 設 備 所要数 

モード１、２、３、４、５およ

び６ 

Ａアニュラス循環排気ファン １台 

Ａアニュラス循環排気フィルタユニット １基 

窒素ボンベ（アニュラス排気弁等作動用） １本 

空冷式非常用発電装置 ※２ 

燃料油貯油そう ※３ 

空冷式非常用発電装置用給油ポンプ ※３ 

タンクローリー ※３ 

※１：動作可能とは、ファンが手動起動（系統構成含む）できることをいう。 

※２：「８５－１５－１ 空冷式非常用発電装置からの給電（１号炉および２号炉）」に

おいて運転上の制限を定める。 

※３：「８５－１５－７ 燃料油貯油そう、空冷式非常用発電装置用給油ポンプおよびタ

ンクローリーによる燃料補給設備（１号炉および２号炉）」において運転上の制限

を定める。 
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添付－２－（３）－６ 

別添－２ 

 

表８５－１７ 中央制御室 

８５－１７－１ 居住性の確保および汚染の持ち込み防止（１号炉および２号炉） 

(1) 運転上の制限  

項 目 運転上の制限 

中央制御室非常用循環系 

居住性確保設備 

汚染の持ち込み防止設備 

(1)中央制御室あたり中央制御室非常用循環系１系統以

上が動作可能であること※１ 

(2)可搬型照明(ＳＡ)、酸素濃度計および二酸化炭素濃度

計の所要数が使用可能であること 

適用モード 設 備 所要数 

モード１、２、３、４、５、

６および使用済燃料ピット

に燃料体を貯蔵している期

間 

中央制御室非常用循環ファン １台 

制御建屋送気ファン １台 

制御建屋循環ファン １台 

中央制御室非常用循環フィルタユニッ

ト 
１基 

可搬型照明(ＳＡ) １１個※２ 

酸素濃度計 １個※２ 

二酸化炭素濃度計 １個※２ 

空冷式非常用発電装置 ※３ 

燃料油貯油そう ※４ 

空冷式非常用発電装置用給油ポンプ ※４ 

タンクローリー ※４ 

モード１、２、３、４、５お

よび６ 

Ａアニュラス循環排気ファン ※５ 

Ａアニュラス循環排気フィルタユニッ

ト 

※５ 

窒素ボンベ（アニュラス排気弁等作動

用） 

※５ 

※１：動作可能とは、ファンが手動起動（系統構成含む）できること、または運転中である

ことをいう。 

※２：１号炉および２号炉の合計所要数 

※３：「８５－１５－１ 空冷式非常用発電装置からの給電（１号炉および２号炉）」におい

て運転上の制限を定める。 

※４：「８５－１５－７ 燃料油貯油そう、空冷式非常用発電装置用給油ポンプおよびタンク

ローリーによる燃料補給設備（１号炉および２号炉）」において運転上の制限を定め

る。 

※５：「８５－１１－１ 水素排出、放射性物質の濃度低減（１号炉および２号炉）」におい

て運転上の制限を定める。 

補(2)-657


